
95 琉球を経由して江戸へ渡った中国書蹟

　　
　
　

は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
扁
額
や
条
幅
、
法
帖
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
中
国
書
蹟
が
長
崎
を
経
由
し
て
国
内

に
流
通
し
、
そ
れ
ま
で
和
様
を
中
心
に
展
開
し
て
い
た
日
本
に
お
け
る
書
の
あ
り
方
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
背
景

に
は
、
儒
学
の
隆
盛
や
黄
檗
僧
の
相
次
ぐ
来
朝
、
ま
た
は
清
の
商
人
た
ち
に
よ
っ
て
長
崎
へ
中
国
書
蹟
が
持
ち
込
ま
れ
、
当

時
の
国
内
の
書
人
達
の
需
要
に
応
じ
て
将
来
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る（

１
）。

大
庭
脩
氏
は
、「
海
を
渡
っ
た
中
国
の

『
書
』
─
江
戸
時
代
に
舶
載
さ
れ
た
法
帖
類
─
」（

２
）

に
お
い
て
『
商
舶
載
来
書
目
』
な
ど
の
目
録
の
内
容
か
ら
、
一
六
〇
〇

年
代
末
葉
か
ら
一
八
〇
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
多
く
の
法
帖
が
清
の
商
人
た
ち
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
帖
は
、
市
河
米
庵
や
貫
名
海
屋
と
い
っ
た
当
時
の
江
戸
を
代
表
す
る
蒐
集
家
や
書
家
に
よ
っ
て

所
蔵
さ
れ
、
学
書
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
当
時
の
唐
様
の
隆
盛
に
大
き
く
寄
与
し
た（

３
）。

ま
た
、
法
帖
を
用
い
た
学
書
に
と

ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
ら
法
帖
と
共
に
流
通
し
た
中
国
書
蹟
が
米
庵
、
頼
山
陽
、
田
能
村
竹
田
、
篠
崎
小
竹
、
椿
椿
山
、
浅
野
梅

堂
と
い
っ
た
当
時
の
文
人
た
ち
に
よ
っ
て
所
蔵
さ
れ
て
い
た（

４
）。

こ
れ
ら
の
文
人
た
ち
は
、
交
友
関
係
に
あ
る
人
物
同
士
で
書

画
の
名
品
を
持
ち
寄
っ
て
集
い
、
互
い
に
鑑
賞
し
合
う
こ
と
で
、
書
の
鑑
識
力
や
審
美
眼
を
養
成
し
て
い
た（

５
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
中
期
以
降
の
長
崎
に
お
け
る
、
貿
易
を
主
と
し
た
ル
ー
ト
に
よ
る
書
蹟
の
将
来
が
、
唐
様
書
の
流
行

と
相
互
に
関
連
し
合
い
な
が
ら
、
当
時
の
日
本
に
お
け
る
書
の
あ
り
よ
う
を
大
き
く
変
化
さ
せ
て
い
た
事
は
、
近
世
の
日
本
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書
道
史
を
理
解
す
る
上
で
看
過
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
同
時
期
、
琉
球
に
は
冊
封
関
係
に
あ
っ
た
明
、
清
か
ら
多
く
の
使
節
が
た
び
た
び
訪
れ
、
琉
球
国
内
の
名
所
で

そ
の
地
に
ち
な
ん
だ
漢
詩
を
創
作
し
て
揮
毫
し
た
り
、
書
蹟
を
琉
球
の
国
王
を
は
じ
め
と
す
る
人
々
に
寄
贈
す
る
と
い
っ
た

こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た（

６
）。

ま
た
、
書
名
の
高
い
人
物
に
よ
る
書
蹟
や
、
法
帖
、
筆
墨
硯
紙
の
類
が
冊
封
使
や
明
清
を

訪
れ
た
琉
球
の
官
人
た
ち
に
よ
っ
て
琉
球
へ
将
来
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
書
蹟
は
琉
球
に
お
い
て
珍
重
さ
れ
、
鑑
賞
さ
れ

た
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
琉
球
か
ら
薩
摩
へ
、
そ
し
て
薩
摩
か
ら
江
戸
へ
渡
っ
た
も
の
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
大
庭
氏
は
『
江
戸
時
代
に
お
け
る
唐
船
持
渡
書
の
研
究
』（

７
）

に
お
い
て
、
長
崎
を
通
し
て
多
く
の
書
籍
が
輸
入
さ
れ

た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
た
だ
、
薩
摩
藩
が
琉
球
貿
易
を
幕
府
か
ら
公
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
半
ば
公
然
た
る
密
輸

ル
ー
ト
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
ル
ー
ト
か
ら
多
少
の
書
籍
が
入
っ
て
き
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。」
と
述
べ
、
琉
球
か
ら
薩

摩
を
経
由
し
て
書
籍
が
輸
入
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
書
籍
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
他
の
中
国

文
物
、
そ
し
て
「
書
蹟
」
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
こ
と
だ
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

近
年
、
真
栄
平
房
昭
氏
や
高
津
孝
氏
ら
の
研
究（

８
）に

よ
っ
て
、
明
、
清
と
琉
球
の
冊
封
関
係
を
通
し
て
中
国
書
蹟
が
琉
球
、

薩
摩
へ
将
来
さ
れ
る
経
緯
や
、
そ
の
歴
史
的
な
背
景
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　

一
方
で
、
当
時
琉
球
や
薩
摩
へ
ど
の
よ
う
な
書
蹟
が
渡
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
作
品
名
や
作
者
名
を
概
観
で
き
る
調
査
・

研
究
は
、昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）
の
沖
縄
県
教
育
委
員
会
に
よ
る
も
の（

９
）以
外
に
は
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な
い
。
平
成

二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）
の
時
点
で
、沖
縄
県
教
育
委
員
会
に
よ
る
調
査
か
ら
既
に
三
十
年
以
上
が
経
過
し
、そ
の
間
に
個
人

の
所
蔵
者
に
よ
る
博
物
館
や
資
料
館
へ
の
寄
贈
な
ど
と
い
っ
た
所
蔵
先
の
変
更
が
多
く
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
新
た
に
補

填
す
る
形
で
行
わ
れ
た
調
査
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
調
査
は
、
沖
縄
や
鹿
児
島
に
現
存
す
る
書
蹟
を
対
象
に
行
っ

た
も
の
で
あ
る
た
め
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
焼
失
し
た
り
、
そ
の
他
の
理
由
で
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
書
蹟
に
つ
い
て
、
文
献

上
か
ら
そ
れ
ら
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
調
査
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
琉
球
、
薩
摩
を
経
由
し
て
江
戸
へ

渡
っ
た
中
国
書
蹟
の
実
相
に
つ
い
て
は
調
査
の
対
象
と
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
当
時
、
多
く
の
書
蹟
が
将
来
さ
れ
て
い

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
明
や
清
か
ら
琉
球
、
薩
摩
、
江
戸
へ
と
存
在
し
て
い
た
書
文
化
の
伝
播
が
可
視
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
い

な
い
。
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本
研
究
の
目
的
は
、
冊
封
関
係
を
通
し
て
琉
球
、
薩
摩
、
江
戸
へ
も
た
ら
さ
れ
た
中
国
書
蹟
に
つ
い
て
一
覧
を
作
成
し
、

具
体
的
な
作
品
名
を
明
確
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
書
蹟
や
、
書
蹟
が
流
通
し
た
ル
ー
ト
の
存
在
を
書
道
史
上
に
位

置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
研
究
の
方
法
と
し
て
、
第
一
に
、
沖
縄
、
鹿
児
島
、
東
京
に
現
存
す
る
書
蹟
に
つ
い
て
、
目
録
調
査
及
び

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
、
一
覧
を
作
成
し
た
上
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
。　
　

　

第
二
に
、
当
時
琉
球
、
薩
摩
、
江
戸
へ
中
国
書
蹟
が
渡
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
文
献
資
料
の
記
述
を
抽
出
し
、
検
討
し
た

上
で
そ
れ
ら
の
書
蹟
に
つ
い
て
の
一
覧
を
作
成
し
、
現
存
す
る
書
蹟
以
外
に
も
、
実
際
に
は
多
く
の
書
蹟
が
も
た
ら
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
概
観
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
。

　

以
下
、
右
記
二
点
の
方
法
に
よ
っ
て
、
論
じ
て
い
き
た
い
。

　
　
　

第
一
章
　
琉
球
を
訪
れ
た
使
節
が
揮
毫
し
た
書
蹟

　

本
章
に
お
い
て
は
、
琉
球
を
訪
れ
た
冊
封
使
節
に
よ
っ
て
揮
毫
さ
れ
た
書
蹟
の
実
相
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
一
節
で
は
、

琉
球
を
訪
れ
た
使
節
に
よ
る
書
蹟
の
一
覧
を
提
示
し
、
そ
れ
ら
の
書
蹟
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
お
よ
び
そ
れ
ら

が
琉
球
に
も
た
ら
さ
れ
る
歴
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
琉
球
を
訪
れ
た
使
節
の
う
ち
、
書
人
と
し
て
著

名
な
人
物
と
し
て
、
第
二
節
で
王
文
治
、
第
三
節
で
は
何
紹
基
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
現
存
す
る
書
蹟
を
紹
介
し
な
が
ら
論

じ
て
い
く
。

　
　
　
　
　

第
一
節
　
琉
球
を
訪
れ
た
使
節
が
揮
毫
し
た
書
蹟
と
そ
の
背
景

　

本
節
で
は
、
沖
縄
に
現
存
す
る
、
冊
封
使
節
が
遺
し
た
中
国
書
蹟
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
ま
ず
、
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美

術
館
、
一
般
財
団
法
人
沖
縄
美
ら
島
財
団
首
里
城
公
園
、
沖
縄
県
立
図
書
館
の
三
館
に
所
蔵
さ
れ
る
中
国
書
蹟
を
紹
介
し
検

討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
琉
球
時
代
に
も
た
ら
さ
れ
た
中
国
書
蹟
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
旧
家
か
ら
受
け
継
が
れ
、
現
在
も
個

人
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
ま
た
、
各
地
域
の
公
民
館
や
名
所
等
に
お
い
て
所
蔵
、
展
示
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
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【表１】沖縄に現存する、琉球を訪れた使節が揮毫した書蹟

作者 作品名 形式 成立年 規格（㎝） 所蔵先 本稿における図版

1 林麟 林麟 書扁額「凌雲」 扁額 康熙22年（1683） 32.5×130 沖縄県立博物館・美術館

2 林麟 　 林麟 書「七言絶句」 掛軸 康熙22年（1683） 111.8×37.8 沖縄県立博物館・美術館

3 汪楫 汪楫書軸物「七言絶句」 掛軸 康熙22年（1683） 136.7×39.3 沖縄県立博物館・美術館

4 汪楫 扁額「護国寺」 扁額 康熙22年（1683） 36×97 沖縄県立博物館・美術館

5 汪楫 汪楫書巻子 巻子 康熙22年（1683） 31.5×297.0 沖縄県立博物館・美術館

6 徐葆光 徐葆光書軸物 掛軸 康熙58年（1719） 109.2×23.8 沖縄県立博物館・美術館

7 徐葆光 徐葆光書軸（隷書） 掛軸 康熙58年（1719） 139.5×73 沖縄県立博物館・美術館

8 徐葆光 徐葆光書軸物「七言絶句」 掛軸 康熙58年（1719） 132.1×55.6 沖縄県立博物館・美術館

9 徐葆光 徐葆光書「七言律詩」 掛軸 康熙58年（1719） 182.5×97.7 沖縄県立博物館・美術館

10 徐葆光 徐葆光書「七言絶句」 掛軸 康熙58年（1719） 記載無し 沖縄県立博物館・美術館

11 徐葆光 聯「祥発芝蘭集風毛」 聯 康熙58年（1719） 116.5×195 沖縄県立博物館・美術館

12 徐葆光 聯「小詩試擬」「大艸困臨」 聯 康熙58年（1719） 110.5×17 沖縄県立博物館・美術館

13 徐葆光 聯「統全海之洪汲府順」 聯 康熙58年（1719） 160×22 沖縄県立博物館・美術館

14 徐葆光 中山第一 拓本 康熙58年（1719） 174×82.5 沖縄県立博物館・美術館

15 周煌 周煌書聯 聯 乾隆21年（1756） 127.5×18.3 沖縄県立博物館・美術館

16 周煌 周煌書扁額「在厳国士」 扁額 乾隆21年（1756） 62×182 沖縄県立博物館・美術館

17 周煌 周煌書「福」 掛軸 乾隆21年（1756） 102.5×46.5 沖縄県立博物館・美術館

18 周煌 周煌書軸物「壷中天地七言絶句」 掛軸 乾隆21年（1756） 98.7×44.7 沖縄県立博物館・美術館

19 周煌 周煌書軸物「五言律詩」 掛軸 乾隆21年（1756） 112.3×41 沖縄県立博物館・美術館

20 周煌 初日芙蓉謝康楽 微雲河学吾襄陽 拓本 乾隆21年（1756） 132.2×41 沖縄県立博物館・美術館

21 周煌 奉使琉球記 拓本 乾隆21年（1756） 34×53.9 沖縄県立博物館・美術館

22 周煌 雲没群山尽 掛軸 乾隆21年（1756） 80×39 沖縄県立博物館・美術館

23 全魁 全魁書 掛軸 乾隆21年（1756） 114.4×49.6 沖縄県立博物館・美術館

24 全魁 全魁書「五言絶句」 掛軸 乾隆21年（1756） 記載無し 沖縄県立博物館・美術館

25 全魁 全魁書 掛軸 乾隆21年（1756） 123.6×54.2 一般財団法人美ら島財団

26 全魁 全魁書「題円覚寺」 拓本 乾隆21年（1756） 137.5×39 沖縄県立博物館・美術館

27 王文治 王文治書軸物 掛軸 乾隆21年（1756） 104.6×46.7 沖縄県立博物館・美術館 図２

28 王文治 王文治書扁額「善淵堂」 扁額 乾隆21年（1756） 50.5×118.5 沖縄県立博物館・美術館 図１

29 王文治 王文治書軸物 掛軸 乾隆21年（1756） 記載無し 沖縄県立博物館・美術館 図３

30 王文治 王文治書 掛軸 乾隆21年（1756） 92.6×49.0 一般財団法人美ら島財団 図４

31 王文治 王文治書 掛軸 乾隆21年（1756） 93.1×39.4 一般財団法人美ら島財団 図５・６・７

32 趙文楷 趙文楷外四名書扇面 扇面 嘉慶5年（1800） 53×16.8 沖縄県立博物館・美術館

33 趙文楷 趙文楷書聯 聯 嘉慶5年（1800） 126.3×21.5 沖縄県立博物館・美術館

34 趙文楷 趙文楷書「五言絶句」 掛軸 嘉慶5年（1800） 94.8×38.6 沖縄県立博物館・美術館

35 趙文楷 趙文楷書 掛軸 嘉慶5年（1800） 22.2×18.3 沖縄県立博物館・美術館

36 趙文楷 育徳泉碑 拓本 嘉慶5年（1800） 68×55 沖縄県立図書館

37 趙文楷 龍樋石額（暘谷霊源） 拓本 嘉慶5年（1800） 56×170 沖縄県立図書館

38 寄塵 寄塵書軸物 掛軸 嘉慶5年（1800） 126×26 沖縄県立博物館・美術館

39 寄塵 寄塵書軸物 掛軸 嘉慶5年（1800） 162×28.5 沖縄県立博物館・美術館

40 寄塵 聯「臨官第一存清道」 聯 嘉慶5年（1800） 148×16.5 沖縄県立博物館・美術館

41 寄塵 聯「漫研竹露臨新帖」 聯 嘉慶5年（1800） 137×16.5 沖縄県立博物館・美術館

42 李鼎元 李鼎元書聯 聯 嘉慶5年（1800） 168×14.3 沖縄県立博物館・美術館

43 李鼎元 李鼎元書「七言絶句」 掛軸 嘉慶5年（1800） 117.5×48.0 沖縄県立博物館・美術館

44 李鼎元 紙本墨書　李鼎元の書 掛軸 嘉慶5年（1800） 124.8×52.0 沖縄県立博物館・美術館
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『改訂　沖縄県立博物館　収蔵品目録　上巻（1947 ～ 1980 年度）』（沖縄県立博物館　2002 年）、『改訂　沖縄県立博物館　収蔵品目録　
下巻（1981 ～ 2000 年度）』（沖縄県立博物館　2002 年）、『収蔵品目録 1992 － 2006』（海洋博覧会記念公園管理財団首里城公園管理セ
ンター編　2006 年）、「沖縄県立図書館　貴重資料デジタル書庫」の内容をもとに作成した。
それぞれの書蹟の成立年については、各使節の来琉年とした。       

く
あ
る
。
本
来
は
そ
の
よ
う
な
書
蹟
に
つ
い
て
も
網
羅
し
た
上
で
論
及
す

べ
き
で
あ
る
が
、
今
回
の
研
究
に
お
い
て
漏
れ
な
く
触
れ
る
の
は
不
可
能

で
あ
る
と
判
断
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
補
い
た
い

と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
今
回
は
、
書
蹟
を
多
く
所
蔵
し
て
お
り
、
特

に
著
名
な
人
物
の
書
蹟
を
所
蔵
し
て
い
る
上
記
三
館
を
対
象
と
す
る
事
と

し
た
。

　
【
表
１
】
は
、
沖
縄
の
三
館
に
現
存
す
る
、
琉
球
を
訪
れ
た
冊
封
使
節
が

揮
毫
し
た
書
蹟
の
一
覧
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
古
く
は
康
熙
二
十
二

年
（
一
六
八
三
）
か
ら
同
治
五
年
（
一
八
六
六
）
に
至
る
ま
で
、
琉
球
を
訪

れ
た
使
節
た
ち
に
よ
っ
て
揮
毫
さ
れ
た
六
十
六
点
の
書
蹟
が
現
存
し
て
い

る
。
そ
の
内
訳
は
、
掛
軸
三
十
一
点
、
扁
額
八
点
、
聯
九
点
、
拓
本
十
三

点
、
石
碑
二
点
、
巻
子
一
点
、
扇
面
一
点
、
帖
一
点
で
あ
る
。
作
者
と
し

て
十
五
名
の
使
節
の
名
を
確
認
で
き
、
そ
の
中
に
は
王
文
治
や
何
紹
基
の

名
も
み
え
る
。

　

こ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
書
蹟
が
も
た
ら
さ
れ
る
背
景
に
あ
っ
た
、
当
時
の

中
国
と
琉
球
が
結
ん
で
い
た
「
冊
封
」
と
い
う
社
会
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

確
認
し
て
い
き
た
い
。
冊
封
と
は
、
中
国
皇
帝
が
朝
貢
国
に
使
者
を
派
遣

し
て
そ
の
朝
貢
国
の
君
主
を
王
と
し
て
認
証
す
る
仕
組
み
を
い
う）

（1
（

。
冊
封

は
周
代
に
始
ま
る
が
、琉
球
と
の
関
係
は
明
代
の
一
三
七
二
年
に
始
ま
り
、

明
に
十
五
回
、
清
に
八
回
の
計
二
十
三
回
、
冊
封
使
が
派
遣
さ
れ
た
。
中

国
の
琉
球
に
対
す
る
冊
封
は
、
皇
帝
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
冊
封
使
た
ち

が
琉
球
へ
赴
き
行
わ
れ
た
。
冊
封
使
た
ち
は
、
琉
球
に
滞
在
し
た
四
ヶ
月

か
ら
八
ヶ
月
の
間
に
冊
封
の
儀
式
を
行
い
、
そ
の
後
琉
球
国
王
か
ら
七
宴

45 高人鑑 高人鑑書扇面（軸） 掛軸 道光18年（1838） 120×58 沖縄県立博物館・美術館

46 高人鑑 飛泉漱玉 石碑 道光18年（1838） H69.5，101 沖縄県立博物館・美術館

47 林鴻年 林鴻年書軸物 掛軸 道光18年（1838） 124.5×30.5 沖縄県立博物館・美術館

48 林鴻年 林鴻年書扁額「海山一覧」 扁額 道光18年（1838） 44.5×136 沖縄県立博物館・美術館

49 林鴻年 林鴻年書聯 扁額 道光18年（1838） 128.5×25.2 沖縄県立博物館・美術館

50 林鴻年 林鴻年書軸物「七言律詩」 掛軸 道光18年（1838） 123×58.5 沖縄県立博物館・美術館

51 林鴻年 林鴻年書「扁額」 扁額 道光18年（1838） 62.6×147.4 沖縄県立博物館・美術館

52 林鴻年 紙本墨書　林鴻年の書 掛軸 道光18年（1838） 35.3×498.8 沖縄県立博物館・美術館

53 林鴻年 林鴻年書軸物 掛軸 道光18年（1838） 163.2×72.5 沖縄県立博物館・美術館

54 林鴻年 林鴻年扁額「静観自得」 扁額 道光18年（1838） 61.2×147 沖縄県立博物館・美術館

55 林鴻年 甘醴延齢碑 拓本 道光18年（1838） 115×38 沖縄県立図書館

56 林鴻年 龍樋之碑（源遠流長） 拓本 道光18年（1838） 200×68 沖縄県立図書館

57 林鴻年 林鴻年尺牘 帖 道光18年（1838） 28 沖縄県立図書館

58 林鴻年 聯「詒厥孫謀既明月哲」 聯 道光18年（1838） 146.3×21 沖縄県立博物館・美術館

59 林鴻年 源遠流長 拓本 道光18年（1838） 133×44 沖縄県立博物館・美術館

60 何紹基 冊封琉球賦 拓本 道光18年（1838） 30×16 沖縄県立図書館 図８・９

61 斎鯤 斎鯤楷書 掛軸 嘉慶13年（1808） 128.5×61.1 沖縄県立博物館・美術館

62 斎鯤 龍樋之碑（活溌溌地） 拓本 嘉慶13年（1808） 202×64 沖縄県立図書館

63 趙新 趙新書軸物 掛軸 同治5年（1866） 129.5×28.8 沖縄県立博物館・美術館

64 趙新・于光甲 龍樋之碑（霊脈流芬） 拓本 同治5年（1866） 240×76 沖縄県立図書館

65 趙新・于光甲 霊脈流芬 石碑 同治5年（1866） Ｈ 94，63 沖縄県立博物館・美術館

66 趙新・于光甲 霊脈流芬 拓本 同治5年（1866） 206×61.5 沖縄県立博物館・美術館
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【表２】文献の記述から、冊封使節によって琉球で揮毫されたことが確認できる中国書蹟

冊封使録の記述をもとに作成した。成立年については、各使節の来琉年とした。

引用文献 揮毫した使節 書蹟 形式 成立年

1 汪楫『使琉球雑録』、李鼎元『使琉球記』、
周煌『琉球国志略』、徐葆光『中山伝信録』 夏子陽 天沢門 扁額 万暦32年（1606）

2 周煌『琉球国志略』 夏子陽・王士禎 霊応普済神祠 扁額 万暦32年（1606）

3 徐葆光『中山伝信録』 杜三策 毎懐靡及 扁額 崇禎6年（1633）

4 徐葆光『中山伝信録』、周煌『琉球国志略』 杜三策・揚掄 慈航普度 扁額 崇禎6年（1633）

5 周煌『琉球国志略』 杜三策・揚掄 徳配元穹 扁額 崇禎6年（1633）

6 張学礼『使琉球記』 杜三策 梅花詩百首 不明 崇禎6年（1633）

7 徐葆光『中山伝信録』、周煌『琉球国志略』 謝必振 普済群生 扁額 順治9年（1652）

8 周煌『琉球国志略』 謝必振 普済万霊 扁額 順治9年（1652）

9 徐葆光『中山伝信録』 王垓 駐節 扁額 康熙2年（1663）

10 徐葆光『中山伝信録』、張学礼『使琉球記』 張学礼 河山帯礪 扁額 康熙2年（1663）

11 周煌『琉球国志略』、張学礼『使琉球記』 張学礼 中外慈母 扁額 康熙2年（1663）

12 張学礼『使琉球記』 張学礼 東南屏藩 扁額 康熙2年（1663）

13 張学礼『使琉球記』 張学礼 蒼生司命 扁額 康熙2年（1663）

14 徐葆光『中山伝信録』、周煌『琉球国志略』 張学礼、王垓 天威遠布 扁額 康熙2年（1663）

15 周煌『琉球国志略』 張学礼・王垓 生而神霊 扁額 康熙2年（1663）

16 汪楫『使琉球雑録』、徐葆光『中山伝信録』、
周煌『琉球国志略』、李鼎元『使琉球記』 汪楫 敷命堂 扁額 康熙22年（1683）

17 汪楫『使琉球雑録』、周煌『琉球国志略』 汪楫 帝徳著懐柔　正朔万年頒上国
臣心守忠信　南風三日到中山 対聯 康熙22年（1683）

18 汪楫『使琉球雑録』、徐葆光『中山伝信録』 汪楫 長風閣 扁額 康熙22年（1683）

19 汪楫『使琉球雑録』、徐葆光『中山伝信録』 汪楫 停雲楼 扁額 康熙22年（1683）

20 徐葆光『中山伝信録』 汪楫 永観厥成 扁額 康熙22年（1683）

21 張学礼『使琉球記』 汪楫 聴濤 扁額 康熙22年（1683）

22 周煌『琉球国志略』、李鼎元『使琉球記』 海宝、徐葆光 皇綸三鍚 扁額 康熙58年（1719）

23 徐葆光『中山伝信録』 徐葆光 世篤忠貞 扁額 康熙58年（1719）

24 周煌『琉球国志略』 徐葆光 順済霊慈之宮 扁額 康熙58年（1719）

25 周煌『琉球国志略』 全魁 露灑扶桑 扁額 乾隆21年（1756）

26 李鼎元『使琉球記』 李鼎元 漱石山房 扁額 嘉慶5年（1800）

27 李鼎元『使琉球記』 李鼎元 明月松間　清泉石上
落花水面　好鳥枝頭 対聯 嘉慶5年（1800）
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と
呼
ば
れ
る
公
式
な
行
事
に
招
待
さ
れ
、
参
加
し
た
後
に
帰
国
し
た
。

　

琉
球
を
訪
れ
た
冊
封
使
は
、
帰
国
し
た
後
、
琉
球
で
の
経
験
や
見
聞
を
『
冊
封
使
録
』
と
し
て
記
録
し
、
刊
行
し
た）

（（
（

。
冊

封
の
実
際
や
当
時
の
琉
球
の
気
候
や
風
土
、
文
化
、
習
慣
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
ま
で
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

こ
の
書
籍
は
北
京
で
大
変
な
人
気
を
博
し
た
と
い
う
。
冊
封
使
た
ち
の
琉
球
に
お
け
る
書
の
揮
毫
や
贈
与
、
ま
た
は
琉
球
に

お
け
る
中
国
書
蹟
の
需
要
と
い
っ
た
書
文
化
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
も
、
こ
の
『
冊
封
使
録
』
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

こ
こ
で
は
、『
冊
封
使
録
』
よ
り
、
琉
球
に
お
け
る
冊
封
使
節
の
揮
毫
に
関
す
る
記
述
を
抽
出
す
る
。
そ
れ
が
【
資
料
１
】

で
あ
る
。
さ
ら
に
、【
資
料
１
】
の
内
容
か
ら
確
認
で
き
る
、
冊
封
使
節
が
琉
球
へ
も
た
ら
し
た
書
蹟
の
一
覧
が
【
表
２
】
で

あ
る
。

【
資
料
１
】『
冊
封
使
録
』
に
み
ら
れ
る
、
冊
封
使
節
が
琉
球
に
も
た
ら
し
た
書
蹟
に
関
す
る
記
述

（
１
）
張
学
礼
『
使
琉
球
記
』（
康
熙
三
年
・
一
六
六
四
）

①
過
此
則
天
使
館
。
向
来
册
封
員
役
、
俱
駐
於
内
館
中
。（
中
略
）
今
、
館
雖
頽
、
後
楼
上
、
尚
有
故
明
使
臣
杜
三
策
題
梅
花

詩
百
首
。
於
壁
間
余
吟
咏
甚
多
。
外
有
匾
額
字
画
、
皆
故
明
歴
代
名
公
之
遺
跡
也
。〈
説
鈴
〉

　
（
此
を
過
ぐ
れ
ば
則
ち
天
使
館
あ
り
。
向
来
冊
封
員
役
、
倶
に
内
館
の
中
に
駐
す
。（
中
略
）
今
、
館
頽
る
と
雖
も
、
後
楼
の
上
に

は
、
尚
ほ
故
明
使
臣 

杜
三
策
の
題
せ
し
梅
花
詩
百
首
有
り
。
壁
間
に
余
吟
咏
甚
だ
多
し
。
外
匾
額
字
画
有
る
が
、
皆
故
明
歴
代
名

公
の
遺
跡
な
り
。）

②
瀕
行
、
王
、
請
留
匾
額
。
正
殿
「
東
南
屏
藩
」、
家
廟
「
河
山
帯
礪
」、
三
淸
殿
「
蒼
生
司
命
」、
天
妃
廟
「
中
外
慈
母
」。

王
公
亦
有
贈
匾
。〈
説
鈴
〉

　
（
行
に
瀕
し
、
王
、
匾
額
を
留
め
ん
こ
と
を
請
ふ
。
正
殿
に
「
東
南
屏
藩
」、
家
廟
に
「
河
山
帯
礪
」、
三
清
殿
に
「
蒼
生
司
命
」、
天

妃
廟
に
「
中
外
慈
母
」。
王
公
も
亦
た
匾
を
贈
る
こ
と
有
り
。）
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（
２
）
汪
楫
『
使
琉
球
雑
録
』（
康
熙
二
十
三
年
・
一
六
八
四
）

①
有
儀
門
署
曰
「
天
沢
門
」。
万
暦
中
使
臣
夏
子
陽
題
也
。〈
巻
二
〉

　
（
儀
門
に
署
有
り
て
「
天
沢
門
」
と
曰
ふ
。
万
暦
中
の
使
臣
夏
子
陽
の
題
な
り
。）

②
臣
楫
、
顏
其
堂
曰
「
敷
命
」。
聯
於
堂
曰
「
帝
徳
著
懐
柔
、
正
朔
万
年
頒
上
国
。」「
臣
心
守
忠
信
、
南
風
三
日
到
中
山
。」。

〈
巻
二
〉

　
（
臣
楫
、
其
の
堂
に
顔が

く

し
て
「
敷
命
」
と
曰
ふ
。
堂
に
聯
し
て
「
帝
徳
は
懐
柔
を
著
は
し
、
正
朔
万
年
に
上
国
に
頒
か
つ
。」「
臣
心

は
忠
信
を
守
り
、
南
風
三
日
に
し
て
中
山
に
到
る
。」
と
曰
ふ
。）

③
楫
、
題
其
左
曰
「
長
風
閣
」。
林
麟

題
其
右
曰
「
停
雲
楼
」。〈
巻
二
〉

　
（
楫
、
其
の
左
に
題
し
て
「
長
風
閣
」
と
曰
ふ
。
林
麟

其
の
右
に
題
し
て
「
停
雲
楼
」
と
曰
ふ
。）

④
国
王
請
臣
楫
題
額
。
為
書
曰
「
聴
濤
」。〈
巻
二
〉

　
（
国
王
臣
楫
に
題
額
を
請
ふ
。
為
に
書
し
て
「
聴
濤
」
と
曰
ふ
。）

（
３
）
徐
葆
光
『
中
山
伝
信
録
』（
康
熙
六
〇
年
・
一
七
二
一
）

①
儀
門
上
有
「
天
沢
門
」
三
字
匾
。
前
明
万
暦
中
、
使
臣
夏
子
陽
題
今
失
去
、
臣
等
補
書
其
上
。〈
巻
二
〉

　
（
儀
門
の
上
に
「
天
沢
門
」
な
る
三
字
の
匾
有
り
。
前
に
明
の
万
暦
中
、
使
臣
の
夏
子
陽
題
せ
し
も
今
失
去
し
た
れ
ば
、
臣
等
其
の

上
に
補
書
す
。）

②
前
使
張
学
礼
、
王
垓
、
題
「
天
威
遠
布
」
隸
書
四
字
、
汪
楫
、
林
麟

、
題
「
敷
命
堂
」
三
字
、
皆
在
。
臣
等
又
書
。〈
巻

二
〉

　
（
前
使
の
張
学
礼
、
王
垓
、「
天
威
遠
布
」
の
隷
書
四
字
を
題
し
、
汪
楫
、
林
麟

「
敷
命
堂
」
の
三
字
を
題
す
、
皆
在
り
。
臣
等

又
書
す
。）

③
堂
後
穿
堂
六
楹
、
内
堂
三
楹
、
左
右
両
使
臣
房
。
後
院
東
西
二
板
閣
。
東
曰
「
長
風
」。
前
使
臣
汪
楫
書
。
西
曰
「
亭
雲
」。

使
臣
林
麟

書
。
匾
已
廃
、
楼
亦
重
葺
。
臣
等
重
題
其
上
。〈
巻
二
〉

　
（
堂
後
は
穿
堂
六
楹
、
内
堂
三
楹
、
左
右
は
両
使
臣
の
房
な
り
。
後
院
の
東
西
に
二
板
閣
あ
り
。
東
に
「
長
風
」
と
曰
ふ
。
前
使
臣
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汪
楫
の
書
な
り
。
西
に
「
亭
雲
」
と
曰
ふ
。
使
臣
林
麟

の
書
な
り
。
匾
已
に
廃
れ
、
楼
も
亦
た
重
葺
。
臣
等
重
ね
て
其
の
上
に

題
す
。）

④
使
館
西
南
有
旧
使
館
址
相
連
。
前
亦
有
轅
門
。
大
門
上
有
小
板
閣
。
入
門
大
堂
三
楹
。
以
板
鋪
地
、
去
地
三
尺
。
許
外
有

「
駐
節
」
二
字
。
前
使
王
垓
所
書
。
又
、
前
明
崇
禎
中
、
使
臣
杜
三
策
書
「
毎
懐
靡
及
」
四
字
。〈
巻
二
〉

　
（
使
館
の
西
南
に
旧
使
館
址
有
り
て
相
ひ
連
な
れ
り
。
前
に
も
亦
た
轅
門
有
り
。
大
門
上
に
小
板
閣
有
り
。
門
に
入
り
て
大
堂
三
楹

あ
り
。
板
を
以
て
地
に
鋪
さ
れ
、
地
を
去
る
こ
と
三
尺
な
り
。
許
外
に
「
駐
節
」
の
二
字
有
り
。
前
使
王
垓
の
書
す
る
所
な
り
。

又
、
前
明
の
崇
禎
中
、
使
臣
の
杜
三
策
「
毎
懐
靡
及
」
の
四
字
を
書
せ
り
。）

⑤
堂
内
有
崇
禎
六
年
册
使
杜
三
策
・
揚
掄
「
慈
航
普
度
」
匾
、
順
治
六
年
招
撫
司
謝
必
振
「
普
済
羣
生
」
匾
。〈
巻
二
〉

　
（
堂
内
に
崇
禎
六
年
冊
使
杜
三
策
・
揚
掄
の
「
慈
航
普
度
」
の
匾
、
順
治
六
年
の
招
撫
司
謝
必
振
の
「
普
済
群
生
」
の
匾
有
り
。）

⑥
正
廟
七
楹
。
堂
楹
之
上
、
前
使
臣
張
学
礼
題
「
河
山
帯
礪
」、
汪
楫
題
「
永
観
厥
成
」、
二
匾
俱
有
。
臣
等
亦
書
「
世
篤
忠

貞
」
四
字
、
懸
其
次
。〈
巻
二
〉

（
正
廟
は
七
楹
。
堂
楹
の
上
に
、
前
使
臣
の
張
学
礼
「
河
山
帯
礪
」
と
題
し
、
汪
楫
「
永
観
厥
成
」
と
題
せ
し
二
匾
俱
に
有
り
。
臣

等
も
亦
た
「
世
篤
忠
貞
」
四
字
を
書
き
て
、
其
の
次
に
懸
く
。）

（
４
）
周
煌
『
琉
球
国
志
略
』（
乾
隆
二
四
年
・
一
七
五
九
）

①
儀
門
署
曰
「
天
沢
門
」。
前
明
册
使
夏
子
陽
題
、
年
久
失
、
前
使
徐
葆
光
、
隸
書
補
題
。〈
巻
二
〉

　
（
儀
門
の
署
に
「
天
沢
門
」
と
曰
ふ
。
前
明
冊
使
夏
子
陽
の
題
せ
し
も
、
年
久
し
く
し
て
失
は
れ
た
れ
ば
、
前
使
の
徐
葆
光
、
隷
書

に
よ
り
題
を
補
ふ
。）

②
正
中
為
大
堂
前
匾
、
前
使
張
学
礼
・
王
垓
隸
書
「
天
威
遠
藩
」。
屏
門
上
、
前
使
汪
楫
・
林
麟

題
「
敷
命
堂
」
匾
。
汪
楫

又
聯
于
門
曰
「
帝
徳
著
懐
柔
、
正
朔
万
年
頒
上
国
。」「
臣
心
表
忠
信
、
南
風
三
日
到
中
山
。」
中
楹
、
前
使
海
宝
、
徐
葆
光

題
「
皇
綸
三
鍚
」
匾
。
臣
魁
、
題
其
左
曰
「
露
灑
扶
桑
」。〈
巻
六
〉

　
（
正
中
大
堂
の
前
匾
を
為
す
は
、
前
使
の
張
学
礼
・
王
垓
の
隷
書
「
天
威
遠
藩
」
な
り
。
屏
門
の
上
に
、
前
使
の
汪
楫
・
林
麟

が

「
敷
命
堂
」
と
題
せ
し
匾
あ
り
。
汪
楫
も
又
た
門
に
聯
し
て
「
帝
徳
は
懐
柔
を
著
は
し
、
正
朔
万
年
に
上
国
に
頒
か
つ
。」「
臣
心
は
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忠
信
を
表
し
、
南
風
三
日
に
し
て
中
山
に
到
る
。」
と
曰
ふ
。
中
楹
に
は
、
前
使
の
海
宝
、
徐
葆
光
「
皇
綸
三
鍚
」
と
題
せ
る
匾
あ

り
。
臣
魁
、
其
の
左
に
題
し
て
「
露
灑
扶
桑
」
と
曰
ふ
。）

③
堂
内
有
崇
禎
六
年
册
使
、
杜
三
策
・
揚
掄
「
慈
航
普
度
」
匾
、
順
治
六
年
招
撫
司
、
謝
必
振
「
普
済
万
霊
」
匾
。
康
煕
二

年
册
使
張
学
礼
「
普
済
羣
生
」
匾
。
張
録
別
有
「
中
外
慈
母
」
匾
。〈
巻
七
〉

　
（
堂
内
崇
禎
六
年
冊
使
、
杜
三
策
・
揚
掄
の
「
慈
航
普
度
」
の
匾
、
順
治
六
年
招
撫
司
、
謝
必
振
の
「
普
済
万
霊
」
の
匾
、
康
熙
二

年
冊
使
張
学
礼
の
「
普
済
群
生
」
の
匾
有
り
。
張
録
に
は
別
に
「
中
外
慈
母
」
の
匾
有
り
。）

④
門
額
旧
夏
子
陽
・
王
士
禎
書
「
霊
応
普
済
神
祠
」、
年
久
匾
失
。
康
煕
中
、
徐
葆
光
取
宋
宣
和
及
元
天
歴
両
賜
額
、
合
書
之

曰
「
順
済
霊
慈
之
宮
」。
堂
内
有
杜
三
策
・
揚
掄
「
徳
配
元
穹
」
匾
。
康
煕
中
張
学
礼
・
王
垓
「
生
而
神
霊
」
匾
、
徐
録
作

「
生
天
福
霊
」。〈
巻
七
〉

（
門
額
は
旧も

と
夏
子
陽
・
王
士
禎
「
霊
応
普
済
神
祠
」
と
書
す
も
、
年
久
し
く
し
て
匾
失
せ
り
。
康
熙
中
、
徐
葆
光
宋
の
宣
和
及
び

元
の
天
歴
の
両
賜
額
を
取
り
、
合
は
せ
て
之
を
書
し
て
「
順
済
霊
慈
之
宮
」
と
曰
ふ
。
堂
内
に
杜
三
策
・
揚
掄
の
「
徳
配
元
穹
」
の

匾
有
り
。
康
熙
中
張
学
礼
・
王
垓
の
「
生
而
神
霊
」
の
匾
あ
る
も
、
徐
録
に
は
「
生
天
福
霊
」
と
作
る
。）

（
５
）
李
鼎
元
『
使
琉
球
記
』（
嘉
慶
七
年
・
一
八
〇
二
）

①
大
門
署
曰
「
天
使
館
」。
門
内
廊
房
各
四
楹
、
以
居
吏
役
。
儀
門
署
曰
、「
天
沢
門
」。
万
暦
中
使
臣
夏
子
陽
題
。
年
久
失
、

前
使
徐
葆
光
補
書
。〈
巻
三
〉

　
（
大
門
の
署
に
「
天
使
館
」
と
曰
ふ
。
門
内
に
は
廊
房
各
四
楹
あ
り
、以
て
吏
役
を
居
ら
し
む
。
儀
門
の
署
に
「
天
沢
門
」
と
曰
ふ
。

万
暦
中
の
使
臣
夏
子
陽
の
題
な
り
。
年
久
し
く
し
て
失
す
れ
ば
、
前
使
徐
葆
光
補
書
す
。）

②
大
堂
五
署
曰
「
敷
命
堂
」。
前
使
汪
楫
題
。
稍
北
葆
光
額
曰
、「
皇
綸
三
鍚
」。〈
巻
三
〉

　
（
大
堂
五
署
に
「
敷
命
堂
」
と
曰
ふ
。
前
使
汪
楫
の
題
な
り
。
稍
北
葆
光
の
額
に
「
皇
綸
三
鍚
」
と
曰
ふ
。）

③
南
楼
為
正
使
所
居
、
汪
楫
額
曰
「
長
風
閣
」。
北
楼
為
正
副
使
所
居
、
前
使
林
麟

額
曰
「
停
雲
楼
」。〈
巻
三
〉

　
（
南
楼
を
正
使
の
居
す
る
所
と
為
し
、
汪
楫
の
額
に
「
長
風
閣
」
と
曰
ふ
。
北
楼
を
正
副
使
の
居
す
る
所
と
為
し
、
前
使
林
麟

の

額
に
「
停
雲
楼
」
と
曰
ふ
。）
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④
既
為
詩
以
祝
之
、
并
序
其
由
来
刻
碑
、
立
於
北
楼
之
側
。〈
巻
三
〉

　
（
既
に
詩
を
為
り
て
以
て
之
を
祝
ひ
、
并
せ
て
其
の
由
来
を
序
し
て
碑
を
刻
し
、
北
楼
の
側
に
立
て
た
り
。）

⑤
天
廸
請
題
、
為
顏
。
其
額
曰
「
漱
石
山
房
」。
聯
曰
「
明
月
松
閒
、
淸
泉
石
上
」、「
落
花
水
面
、
好
鳥
枝
頭
」。〈
巻
五
〉

　
（
天
廸
題
を
請
ひ
、
顔が

く

を
為
る
。
其
の
額
に
「
漱
石
山
房
」
と
曰
ふ
。
聯
に
「
明
月
は
松
間
、
清
泉
は
石
上
に
あ
り
。」、「
落
花
は

水
面
、
好
鳥
は
枝
頭
に
あ
り
。」
と
曰
ふ
。）

※
原
文
、
書
き
下
し
文
に
付
さ
れ
た
句
読
点
、
括
弧
の
設
定
は
稿
者
に
よ
る
。
な
お
、
引
用
し
た
原
文
の
後
部
に
は
、
文
献
に
お
い

て
そ
の
文
（
文
章
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
巻
を
示
し
て
あ
る
。
汪
楫
『
冊
封
疏
鈔
』
に
つ
い
て
は
全
一
巻
の
構
成
と
な
っ
て
い
る

た
め
、
巻
数
は
示
し
て
い
な
い
。

　
【
資
料
１
】【
表
２
】
の
内
容
か
ら
、
冊
封
使
た
ち
は
琉
球
滞
在
中
、
滞
在
先
の
建
物
や
勝
景
地
等
に
お
い
て
自
主
的
に
揮

毫
し
て
お
り
、
当
時
の
琉
球
の
様
々
な
場
所
に
こ
れ
ら
の
書
蹟
が
遺
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
明
末
の
使
節
か
ら

す
で
に
こ
の
よ
う
な
書
蹟
の
揮
毫
は
行
わ
れ
て
お
り
、
清
に
至
る
と
よ
り
盛
ん
に
揮
毫
さ
れ
て
い
た
実
態
が
窺
え
る
。
こ
れ

ら
の
書
蹟
の
形
式
は
ほ
と
ん
ど
が
扁
額
で
あ
り
、
管
見
で
は
二
十
四
点
、
ま
た
、
聯
に
つ
い
て
も
二
点
確
認
で
き
る
。
こ
れ

ら
の
書
蹟
は
、
建
築
物
に
題
額
や
対
聯
と
し
て
掛
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
徐
葆
光
の
『
中
山
伝
信
録
』
巻
二
に
、

「
前
に
明
の
万
暦
中
、
使
臣
の
夏
子
陽
題
せ
し
も
今
失
去
し
た
れ
ば
、
臣
等
其
の
上
に
補
書
す
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
過
去
の

使
節
に
よ
っ
て
揮
毫
さ
れ
た
書
が
、
経
年
に
よ
っ
て
亡
失
し
て
い
た
場
合
に
は
、
補
う
よ
う
に
揮
毫
し
て
い
た
と
い
う
。
こ

れ
ら
の
記
述
か
ら
も
、
当
時
の
冊
封
使
節
た
ち
の
、
書
蹟
を
揮
毫
し
遺
す
こ
と
や
、
過
去
の
書
蹟
を
伝
承
し
て
い
く
こ
と
に

対
す
る
意
識
の
強
さ
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
琉
球
の
士
族
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
系
に
関
わ
る
出
来
事
や
人
物
の
事
績
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
、
王
府
に
提

出
し
た
『
家
譜
』
と
い
う
資
料
に
は
、
冊
封
使
が
琉
球
の
士
族
た
ち
に
対
し
て
書
蹟
を
下
賜
し
て
い
た
様
子
が
以
下
の
ご
と

く
記
録
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
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乾
隆
二
十
一
年
丙
子
八
月
十
五
日
、
為
中
秋
之
賀
儀
事
。
奉
命
到
天
使
館
時
、
蒙
正
使
親
筆
之
掛
床
一
対
、
掛
物
一

軸
、
直
作
之
詩
五
枚
、
且
、
従
副
使
親
筆
之
掛
床
一
対
、
玉
堂
染
翰
筆
十
枚
、
紫
玉
光
墨
十
丁
、
香
提
一
包
、
併
宴
賜

焉
。

　
（
乾
隆
二
十
一
年
丙
子
八
月
十
五
日
、中
秋
の
賀
儀
事
を
為
す
。
命
を
奉
じ
て
天
使
館
に
到
り
し
時
、正
使
親
筆
の
掛
床
一
対
、

掛
物
一
軸
、
直
作
の
詩
五
枚
、
且
つ
、
従
副
使
親
筆
の
掛
床
一
対
、
玉
堂
染
翰
筆
十
枚
、
紫
玉
光
墨
十
丁
、
香
提
一
包
、
併
び

に
宴
賜
を
蒙
く
。）

　

こ
れ
に
よ
る
と
乾
隆
二
十
一
年
（
一
七
五
六
）
の
琉
球
国
王
冊
封
の
際
、中
秋
の
賀
に
お
い
て
、馬
亮
功
（
小
禄
親
方
良
穎
）

と
い
う
人
物
が
冊
封
使
の
滞
在
し
た
天
使
館
を
訪
れ
る
と
、
冊
封
正
使
か
ら
掛
床
、
掛
軸
な
ど
冊
封
使
自
ら
の
揮
毫
に
よ
る

書
蹟
や
詩
、
墨
な
ど
を
賜
り
、
宴
に
も
招
か
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
『
家
譜
』
に
お
い
て
複
数
見
ら
れ
る）

（1
（

。
冊

封
使
節
は
、
関
わ
り
を
持
っ
た
り
世
話
に
な
っ
た
琉
球
の
士
族
に
対
し
て
、
自
ら
の
揮
毫
に
よ
る
掛
軸
や
制
作
し
た
詩
な
ど

を
贈
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
琉
球
で
は
、
冊
封
使
の
感
興
に
ま
か
せ
た
揮
毫
や
、
琉
球
士
族
へ
の
書
蹟
の
贈
与
に
よ
っ
て
数
多

く
中
国
書
蹟
が
存
在
し
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
冊
封
使
節
た
ち
が
、清
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
職
に
就
い
て
い
た
者
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
何

紹
基
の
琉
球
訪
問
―
沖
縄
県
立
図
書
館
東
恩
納
寛
惇
文
庫
蔵
「
冊
封
琉
球
賦
」
を
中
心
に
─
」
で
明
ら
か
に
し
た）

（1
（

。
こ

こ
で
は
、
そ
の
概
要
を
簡
潔
に
紹
介
し
た
い
。
冊
封
使
節
に
任
命
さ
れ
て
い
た
の
は
、
い
ず
れ
も
翰
林
院
に
所
属
し
た
翰
林

官
と
い
う
官
吏
た
ち
で
あ
る
。
翰
林
院
と
は
、
中
国
の
官
僚
機
構
の
一
つ
で
、
文
学
に
長
じ
た
も
の
が
科
挙
に
よ
っ
て
選
出

さ
れ
、
文
章
の
作
成
や
揮
毫
を
担
っ
た
。
ま
た
、
翰
林
官
に
は
海
外
朝
貢
諸
国
へ
の
使
臣
等
の
責
務
が
あ
っ
た
。
清
代
に
琉

球
を
訪
れ
た
冊
封
正
使
の
う
ち
八
人
中
七
人
、
副
使
の
う
ち
八
人
中
三
人
が
翰
林
官
で
あ
っ
た）

（1
（

。
黨
武
彦
氏
は
翰
林
官
を
海

外
諸
国
へ
派
遣
し
た
理
由
と
し
て
、

　

前
王
朝
で
あ
る
明
朝
か
ら
夷
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
清
朝
が
そ
の
文
徳
を
も
っ
て
「
華
」
の
位
置
を
保
つ
に
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は
不
断
に
そ
の
質
を
内
外
に
示
す
努
力
を
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
記
し
、
清
朝
の
文
徳
を
広
め
る
目
的
の
も
と
、
翰
林
官
が
海
外
朝
貢
諸
国
へ
派
遣
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る）

（1
（

。
冊
封
に
お
け

る
様
々
な
式
典
に
文
学
の
士
で
あ
る
翰
林
官
を
派
遣
し
、
適
切
な
詩
を
唱
和
、
揮
毫
さ
せ
る
こ
と
に
は
清
朝
の
文
徳
を
広
め

る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
、
琉
球
を
訪
れ
た
翰
林
官
の
中
で
も
、
書
道
史
上
と
く
に
著
名
な
人
物
が
王
文
治
と
何
紹
基
で

あ
る
。
次
節
以
降
で
は
、
こ
の
二
人
の
渡
琉
と
現
存
す
る
書
蹟
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。

　
　
　
　
　

第
二
節
　
王
文
治
の
渡
琉
と
従
客
と
し
て
の
書
作
活
動

　

帖
学
四
大
家
の
一
人
に
挙
げ
ら
れ
る
王
文
治
は
、乾
隆
二
十
一
年
（
一
七
五
六
）、二
十
七
歳
の
夏
に
琉
球
を
訪
れ
て
い
る
。

王
文
治
の
渡
琉
に
つ
い
て
は
、『
清
史
稿
』
巻
五
〇
三
・
列
伝
二
九
〇
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

従
翰
林
院
侍
読
全
魁
、
使
琉
球
。

（
翰
林
院
侍
読
全
魁
に
従
ひ
て
、
琉
球
に
使
ひ
す
。）

　

ま
た
、『
国
朝
先
正
事
略
』
巻
四
二
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
み
ら
れ
る
。

全
侍
購
魁
、
周
編
修
煌
、
嘗
奉
使
琉
球
、
邀
与
俱
往
。
琉
球
人
、
伝
宝
其
翰
墨
。

（
全
侍
購
魁
、
周
編
修
煌
、
嘗
て
琉
球
に
奉
使
せ
し
と
き
に
、
邀
へ
て
与
倶
に
往
く
。
琉
球
人
、
伝
へ
て
其
の
翰
墨
を
宝
と
す
。）

　

こ
の
よ
う
に
、
王
文
治
の
渡
琉
に
つ
い
て
は
ひ
ろ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
っ
た
。
王
文
治
の
琉
球
訪
問
に
お
け
る
役
職
は

「
従
客
」
で
あ
る）

（1
（

。
従
客
と
は
、
冊
封
正
使
・
副
使
に
随
行
し
、
種
々
の
業
務
を
補
佐
し
、
書
画
や
音
楽
、
医
学
、
漢
詩
文

な
ど
に
優
れ
た
秘
書
格
の
人
物
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
従
客
に
は
文
才
が
あ
る
こ
と
や
能
筆
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
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図１　「王文治書扁額『善淵堂』」（【表１】28）　沖縄県立博物館・美術館所蔵

図
２　
「
王
文
治
書
軸
物
」（【
表
１
】
27
）　
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
所
蔵

図
３　
「
王
文
治
書
軸
物
」（【
表
１
】
29
）　
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
所
蔵
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た
よ
う
で
あ
る
。
若
か
り
し
日
の
王
文
治
も
そ
の
書
が
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
従
客
に
任
命
さ
れ
、
琉
球
の
地
で
多

く
の
書
を
遺
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
沖
縄
に
は
、
王
文
治
の
名
が
記
さ
れ
た
作
品
が
数
点
遺
さ
れ
て
い
る
（
図
１
）（
図

２
）（
図
３
）（
図
４
）。

　

ま
た
、
王
文
治
の
署
名
は
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
王
文
治
が
従
客
と
し
て
代
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
き

た
書
蹟
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
一
般
財
団
法
人
沖
縄
美
ら
島
財
団
首
里
城
公
園
管
理
部
所
蔵
の
書
蹟
「
王
文
治
書
」
で
あ

る
（【
表
１
】
31
）。
こ
の
書
蹟
に
は
、
冊
封
正
使
全
魁
の
署
名
が
あ
り
な
が
ら
、
王
文
治
の
落
款
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
（
図

５
）（
図
６
）。

図
４　
「
王
文
治
書
」（【
表
１
】
30
）　
一
般
財
団
法
人　

沖
縄
美
ら
島
財
団
所
蔵
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図
５　
「
王
文
治
書
」（【
表
１
】
31
）　
一
般
財
団
法
人
沖
縄
美
ら
島
財
団
所
蔵

図
６　
「
王
文
治
書
」（【
表
１
】
31
）

　
　
　
落
款
印
部
分

図
７　
「
王
文
治
書
」（【
表
１
】
31
）
箱
書　
一
般
財
団
法
人
沖
縄
美
ら
島
財
団
所
蔵

　

そ
し
て
、
こ
の
書
蹟
の
箱
書
に
は
次
の
よ
う
な
文
言
が
み
ら
れ
る
（
図
７
）。

　

乾
隆
二
十
一
年
、
王
夢
楼
従
册
封
使
全
魁
来
琉
球
。
魁
不
甚
工
書
。
多
今
夢
楼
代
作
、
此
幅
亦
是
矣
。
凡
物
貴
真
、

賊
仮
、
独
魁
書
、
以
仮
為
貴
也
。　
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庚
辰
三
月
中
澣　

天
雨
彰
識

　
（
乾
隆
二
十
一
年
、
王
夢
楼
冊
封
使
全
魁
に
従
ひ
て
琉
球
へ
来
た
れ
り
。
魁
甚
だ
し
く
は
書
を
工
み
と
せ
ざ
れ
ば
、
今
夢
楼
の

代
作
多
し
。
此
の
幅
も
亦
た
是
れ
な
り
。
凡
そ
物
は
真
な
る
を
貴
と
し
、
仮
な
る
を
賊
と
す
れ
ど
も
、
独
り
魁
の
書
の
み
、
仮

な
る
を
以
て
貴
と
為
す
な
り
。

庚
辰
三
月
中
澣　

天
雨
彰
識
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、王
文
治
は
全
魁
の
従
客
と
し
て
琉
球
を
訪
れ
た
。
全
魁
は
書
が
あ
ま
り
巧
み
で
な
か
っ
た
た
め
、今
も
王

文
治
に
よ
る
代
作
が
多
く
遺
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
幅
も
同
様
に
王
文
治
の
代
作
で
あ
る
。
お
お
よ
そ
の
物
は
本
物
を「
貴
」

と
し
、
偽
物
を
「
賊
」
と
す
る
が
、
全
魁
の
書
だ
け
は
、
偽
物
す
な
わ
ち
代
作
の
書
で
あ
る
方
が
貴
い
の
だ
、
と
述
べ
、
こ

の
書
蹟
が
王
文
治
に
よ
る
代
筆
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、こ
の
箱
書
が
書
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
「
庚
辰
三
月
中
澣
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
王
文
治
の
渡
琉
以
降
、

清
代
に
お
け
る
庚
辰
の
年
は
、
乾
隆
二
十
五
年
（
一
七
六
〇
）、
嘉
慶
二
十
五
年
（
一
八
二
〇
）、
光
緒
六
年
（
一
八
八
〇
）
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
と
く
に
年
号
を
記
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
同
じ
乾
隆
年
間
の
庚
辰
（
一
七
六
〇
）
を
指
す
と
考

え
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
王
文
治
が
来
琉
し
た
乾
隆
二
十
一
年
（
一
七
五
六
）
か
ら
四
年

後
に
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
頃
に
は
す
で
に
、「
全
魁
が
書
を
得
意
と
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
王
文
治

に
よ
る
代
作
が
多
く
存
在
し
て
い
る
。」
と
い
う
認
識
を
琉
球
人
に
持
た
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、落
款

印
は
王
文
治
の
も
の
が
捺
さ
れ
て
い
る
が
、
全
魁
の
署
名
が
な
さ
れ
て
い
る
書
蹟
で
あ
る
。
こ
れ
を
王
文
治
の
代
作
で
あ
る

と
断
定
す
る
に
は
、
更
な
る
詳
細
な
検
討
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
書
蹟
が
王
文
治
の
代
筆
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
客
観
的
な
根
拠
を
も
っ
て
論
じ
た
研
究
は
、
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な
い
。
本
研
究
に
お
い
て
は
論
及
し
え
な

い
が
、
今
後
は
、
全
魁
と
王
文
治
の
渡
琉
前
後
の
書
蹟
を
で
き
る
だ
け
多
く
実
見
し
、
当
時
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
書
風
の

特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
沖
縄
に
現
存
す
る
全
魁
の
署
名
の

あ
る
書
蹟
の
書
風
を
精
査
し
、
王
文
治
の
代
筆
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
判
別
す
る
作
業
を
行
っ
て
い

く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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第
三
節
　
何
紹
基
の
渡
琉
と
「
冊
封
琉
球
賦
」

　

琉
球
を
訪
れ
た
冊
封
使
及
び
そ
の
随
行
者
の
う
ち
、
書
名
が
高
か
っ
た
人
物
と
し
て
、
王
文
治
の
ほ
か
、
何
紹
基
の
存
在

が
挙
げ
ら
れ
る
。
渡
琉
し
た
こ
と
が
ひ
ろ
く
知
ら
れ
る
王
文
治
と
異
な
り
、
何
紹
基
に
つ
い
て
は
、『
清
史
列
伝
』、『
碑
伝

集
』、『
続
碑
伝
集
』、『
国
朝
書
人
輯
略
』、
青
木
正
児
氏
の
「
何
紹
基
の
書
学
」
等
と
い
っ
た
書
物
に
も
渡
琉
に
関
す
る
記

述
は
見
あ
た
ら
な
い）

（1
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
沖
縄
県
立
図
書
館
東
恩
納
寛
淳
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
「
冊
封
琉
球
賦
」
と
い
う
拓

本
資
料
に
よ
り
、
そ
の
実
相
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
賦
の
全
文
が
何
紹
基
の
文
集
で
あ
る
『
東
洲
草
堂
文

鈔
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る）

（1
（

こ
と
か
ら
も
、
こ
の
賦
が
何
紹
基
本
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
稿
者
は
何
紹

基
の
渡
琉
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
何
紹
基
の
琉
球
訪
問
―
沖
縄
県
立
図
書
館
東
恩
納
寛
惇
文
庫
蔵
「
冊
封
琉
球
賦
」
を
中
心

に
─
」
で
明
ら
か
に
し
た）

11
（

。
こ
こ
で
は
、
何
紹
基
の
渡
琉
に
つ
い
て
、「
冊
封
琉
球
賦
」
の
内
容
か
ら
そ
の
概
要
を
簡
潔
に

紹
介
し
た
い
。

　
「
冊
封
琉
球
賦
」
と
は
、
沖
縄
県
立
図
書
館
東
恩
納
寛
惇
文
庫）

1（
（

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
拓
本
資
料
で
あ
る
（
図
８
）（
図
９
）。

　

一
頁
が
高
さ
三
〇
㎝
×
幅
一
六
㎝
の
大
き
さ
の
線
装
本
に
装
幀
さ
れ
て
お
り
、
表
紙
に
は
、
所
蔵
し
た
東
恩
納
寛
惇
氏
に

よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
題
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
高
さ
三
〇
㎝
×
幅
一
〇
㎝
の
長
さ
に
切
り
取
ら
れ
た
拓
本
が
一
頁
ご
と
、

十
六
頁
に
わ
た
っ
て
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
原
状
を
推
定
す
る
と
、
元
は
幅
一
六
〇
㎝
ほ
ど
の
長
さ
の
拓
本
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
り
、
お
そ
ら
く
巻
子
に
装
丁
さ
れ
て
い
た
書
を
刻
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
現
在
、
こ
の
拓
本
以
外
に
、

「
冊
封
琉
球
賦
」
の
拓
本
は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
書
の
真
蹟
も
遺
さ
れ
て
い
な
い
。

　

文
字
は
楷
書
で
、一
文
字
が
一
辺
九
㎜
ほ
ど
の
正
方
形
に
収
ま
る
大
き
さ
で
書
か
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
は
「
冊
封
琉
球
賦
」

と
題
さ
れ
（
図
８
）、
末
尾
に
は
「
何
紹
基
恭
呈
」
と
、
記
さ
れ
て
い
る
（
図
９
）。
末
尾
に
「
恭
呈
」
と
い
う
文
字
が
あ
る

こ
と
か
ら
も
、「
冊
封
琉
球
賦
」
は
何
紹
基
が
皇
帝
も
し
く
は
朝
廷
に
対
し
て
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し

て
、
そ
の
後
何
ら
か
の
理
由
で
板
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
賦
の
内
容
は
、
お
よ
そ
次
の
①
か
ら
⑤
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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①
道
光
十
八
年
に
琉
球
王
尚
育
を
冊
封
す
る
に
至
っ
た
経
緯

②
歴
代
中
国
王
朝
に
お
け
る
琉
球
と
の
関
係
の
歴
史

③
冊
封
の
準
備
と
渡
航
の
様
子

④
冊
封
の
諸
儀
式
に
つ
い
て

⑤
琉
球
国
の
概
要
に
つ
い
て

図
８　
何
紹
基
「
冊
封
琉
球
賦
」（
冒
頭
部
分
）　
（【
表
１
】
60
）　
沖
縄
県
立
図
書
館
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル
書
庫
よ
り
転
載

図
９　
何
紹
基
「
冊
封
琉
球
賦
」（
署
名
部
分
）　
（【
表
１
】
60
）　
沖
縄
県
立
図
書
館
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル
書
庫
よ
り
転
載
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右
の
①
か
ら
⑤
に
よ
り
、「
冊
封
琉
球
賦
」
は
、
道
光
十
八
年
（
一
八
三
八
）
の
琉
球
国
王
尚
育
の
冊
封
の
経
緯
に
つ
い
て

叙
事
的
に
羅
列
し
た
賦
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
何
紹
基
は
こ
の
二
年
前
の
道
光
十
六
年
（
一
八
三
六
）
に
進
士
に
及
第
し

て
い
た
も
の
の
、
当
時
は
翰
林
院
庶
吉
士
と
し
て
庶
常
館
と
よ
ば
れ
る
施
設
で
習
業
中
の
身
で
あ
っ
た）

11
（

。
当
時
、
何
紹
基
は

す
で
に
そ
の
書
名
が
高
く
、
所
属
し
て
い
た
翰
林
院
の
役
割
か
ら
考
え
て
も
、
冊
封
使
の
従
客
と
し
て
琉
球
を
訪
れ
た
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
『
聖
祖
実
録
』
巻
六
六
、
康
熙
十
六
年
三
月
庚
寅
に
、

令
翰
林
官
、
将
所
作
詩
賦
詞
章
、
及
真
行
草
書
不
時
進
呈
。

（
翰
林
官
を
し
て
作
す
所
の
詩
賦
詞
章
及
び
真
行
草
書
を
将も

っ

て
、
時
な
ら
ず
進
呈
せ
し
め
よ
。）

と
あ
り
、
当
時
の
翰
林
官
は
制
作
し
た
詩
・
賦
・
詞
・
文
章
を
常
に
朝
廷
に
進
呈
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た）

11
（

。
従
っ
て
、

こ
の
「
冊
封
琉
球
賦
」
も
、
何
紹
基
が
清
へ
帰
国
し
た
後
に
報
告
の
書
類
と
し
て
朝
廷
へ
献
呈
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

さ
ら
に
、
何
紹
基
は
帰
国
後
に
、「
余
昔
使
閩
登
鼓
山
絶
頂
遊
武
夷
九
曲
与
公
遊
事
頗
相
似）

11
（

」
と
い
う
琉
球
に
関
連
す
る
詩

を
詠
ん
で
い
る
（
図
10
）。

図
10　
何
紹
基
「
余
昔
使
閩
登
鼓
山
絶
頂
游
武
夷
九
曲
与
公
游
事
頗
相
似
」（
部
分
）

　
　
　
『
清
何
紹
基
作
品
集
』（『
書
跡
名
品
叢
刊
』
一
一
〇　

二
玄
社
、
一
九
六
三
年
）
所
収
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聖
淸
楚
南
二
百
秋　

名
臣
第
一
陳
滄
洲　

忠
誠
懇
款
為
国
謀　

捧
赤
心
奠
黃
河
流  

聖
祖
眷
公
借
箸
籌　

彼
張
与
靳
非
可
儔　

人
皆
欲
殺
恩
益
優　

入
職
治
書
出
建
斿

嗣
逢
憲
廟
初
垂
旒　

鞠
躬
盡
瘁
天
顏
愁　

一
節
終
始
無
瑕
尤　

烏
乎
甲
子
僅
一
周

綜
惟
勁
節
兼
宏
猷　

炳
炳
国
史
聲
光
遒　

両
聖
特
達
蓋
有
繇　

匪
尋
常
於
幹
事
求 

當
時
詩
案
紛
戈
矛　

不
罪
而
功
鑑
盟
鷗　

内
志
澹
定
骨
靡
柔　

能
視
富
貴
浮
雲
浮

燕
處
超
然
閲
蜉
蝣　

笻
笠
日
向
巖
巒
投　

石
村
濤
谷
先
人
楼　

水
東
魂
夢
勤
鋤
耰 

衡
雲
泱

湘
淸
瀏　

窮
高
攬
秀
輕
公
侯　

好
奇
蚤
作
閩
中
遊　

鼓
山
陟
顚
見
琉
球 

武
夷
去
躡
虹
橋
幽　

仙
心
淡
蕩
不
自
由　

小
詞
頗
学
黃
涪
州　

壯
年
作
令
柯
山
陬

石
梁
仙
枰
濕
龍
湫　

西
湖
小
艇
追
輕
鯈　

錢
塘
観
潮
弔
錢
鏐　

嗣
乘
五
馬
鳴
八
騶

及
再
入
獄
再
出
囚　

東
南
山
水
供
吟
眸　

有
奇
必
抉
祕
盡
抽　

大
茅
山
穿
句
曲
句 

再
登
北
固
懐
蕭
劉　

焦
山
鶴
銘
字
如
虬　

二
千
年
与
濤
瀾
仇　

拔
石
出
水
回
万
年 

江
風
海
雨
空
相
搜　

祝
江
攷
辨
同
稽
諏　

汪
張
圖
記
徒
咿
　

我
曾
閩
海
乘
使
輶 

游
蹤
盪
恣
荖
与
侔 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。

　

こ
れ
は
、
何
紹
基
が
琉
球
か
ら
清
へ
帰
国
し
て
十
五
年
後
の
咸
豊
二
年
（
一
八
五
二
）、
四
川
省
に
赴
任
す
る
旅
中
に
詠
ん

だ
詩
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
実
際
に
は
福
州
か
ら
琉
球
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
に
は
、
鼓
山

の
山
頂
か
ら
琉
球
を
見
る
と
い
っ
た
描
写
が
み
ら
れ
る
（
傍
線
部
）。
琉
球
へ
の
往
来
は
非
常
に
危
険
の
伴
う
公
務
で
あ
り
、

冊
封
使
節
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
喜
ば
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
が）

11
（

、
何
紹
基
は
自
ら
の
琉
球
渡
海

と
い
う
経
験
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
詩
全
体
に
訓
読
を
施
し
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
丁
寧
に
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
本
研
究
に
お
い
て
そ
こ
ま
で
行
う
こ

と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
原
文
の
紹
介
に
と
ど
め
て
お
く
。
こ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し
、
取
り
組
ん

で
い
く
こ
と
で
、何
紹
基
に
と
っ
て
琉
球
渡
海
が
い
か
な
る
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

残
念
な
こ
と
に
、
沖
縄
に
は
何
紹
基
の
書
が
「
冊
封
琉
球
賦
」
以
外
に
遺
さ
れ
て
い
な
い
。
当
時
の
何
紹
基
は
ま
だ
身
分
が
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そ
れ
ほ
ど
高
く
な
く
、
他
の
従
客
と
同
様
に
冊
封
正
副
使
に
仕
え
、
そ
の
陰
と
な
っ
て
働
く
立
場
に
あ
っ
た
め
、
琉
球
に
は

彼
の
名
が
記
さ
れ
た
書
作
品
が
遺
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
本
章
で
は
、
琉
球
に
訪
れ
た
冊
封
使
節
た
ち
の
書
に
つ
い
て
、
三
節
に
わ
た
っ
て
紹
介
し
、
検
討
を
加
え
て
き
た
。

難
関
の
科
挙
に
登
第
し
た
翰
林
官
た
ち
の
中
で
も
、
王
文
治
、
何
紹
基
と
い
っ
た
書
名
の
高
い
人
物
た
ち
が
、
清
王
朝
の
文

徳
の
高
さ
を
示
す
べ
く
従
客
と
し
て
琉
球
へ
派
遣
さ
れ
、
そ
の
書
蹟
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
章
で
は
、
清
か
ら
琉
球
へ
将
来
さ
れ
た
中
国
書
蹟
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

　
　
　

第
二
章
　
琉
球
へ
将
来
さ
れ
た
中
国
書
蹟

　

本
章
で
は
、
琉
球
へ
将
来
さ
れ
た
中
国
書
蹟
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
第
一
節
に
お
い
て
、
沖
縄
に
現
存
す
る
、
琉
球
へ

将
来
さ
れ
た
中
国
書
蹟
の
一
覧
、
及
び
、
琉
球
へ
将
来
さ
れ
た
こ
と
が
文
献
の
記
述
に
よ
り
確
認
で
き
る
書
蹟
の
一
覧
を
作

成
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
書
蹟
が
将
来
さ
れ
る
歴
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
節
に
お
い
て
は
、
琉
球
へ
将
来
さ
れ

て
い
た
御
書
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

　
　
　
　
　

第
一
節
　
琉
球
へ
将
来
さ
れ
た
中
国
書
蹟
の
一
覧
と
そ
の
背
景

　
【
表
３
】
は
、
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
、
一
般
財
団
法
人
沖
縄
美
ら
島
財
団
首
里
城
公
園
管
理
部
、
沖
縄
県
立
図
書
館

の
三
館
に
現
存
す
る
、
琉
球
へ
将
来
さ
れ
た
中
国
書
蹟
の
一
覧
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
劉
墉
や
梁
同
書
と
い
っ
た
書
道
史

上
著
名
な
人
物
に
よ
る
書
蹟
の
ほ
か
、
朱
憙
の
書
蹟
も
琉
球
へ
将
来
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。【
表
４
】
は
、『
中
山

世
譜
』
や
『
御
書
院
御
物
帳
』
と
い
っ
た
文
献
の
記
述
か
ら
、
琉
球
へ
将
来
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
中
国
書
蹟
の

一
覧
で
あ
る
。『
中
山
世
譜
』
の
記
述
や
、『
御
書
院
御
物
帳
』
の
記
述
に
つ
い
て
は
既
に
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
た

め）
11
（

、
こ
こ
で
は
原
文
の
抽
出
や
そ
の
内
容
の
検
討
は
行
わ
ず
、
一
覧
の
作
成
に
と
ど
め
て
お
く
。

　

こ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
書
蹟
が
将
来
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
紹
介
し
な
が
ら
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　

琉
球
へ
中
国
書
蹟
が
伝
来
す
る
社
会
的
背
景
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
研
究
に
、
真
栄
平
氏
の
「
琉
球
に
伝
来
し
た
中
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【表３】沖縄に現存する、琉球へ将来された中国書蹟の一覧

『改訂　沖縄県立博物館　収蔵品目録　上巻（1947 ～ 1980 年度）』（沖縄県立博物館　2002 年）、『改訂　沖縄県立博物館　収蔵品目録　
下巻（1981 ～ 2000 年度）』（沖縄県立博物館　2002 年）、『収蔵品目録 1992 － 2006』（海洋博覧会記念公園管理財団首里城公園管理センター
編　2006 年）、「沖縄県立図書館　貴重資料デジタル書庫」の内容をもとに作成した。

※「董其昌書」については、1985 年に現所蔵先へ寄贈された書蹟であり、琉球王国時代ではなく、現代に至ってから沖縄へ将来された書
蹟である可能性もある。

【表４】文献の記述から、琉球へ将来されたことが確認できる中国書蹟

『中山世譜』、『御書院御物帳』の記述をもとに作成した。
※ 1 から※３の書蹟については、その複製が首里城公園内に展示されている。

作者 書蹟名 形式 規格（㎝） 文献資料の有無 所蔵先 本稿における図版

1 劉墉 陋室銘 巻子 116×28 無 沖縄県立図書館 図12

2 梁同書 朱漆七言聯 木聯 169×35.4 無 一般財団法人美ら島財団 図 11

3 陳元輔 陳元輔書巻物「題西林壁」 巻子 27.8×619 無 沖縄県立博物館・美術館

4 林則徐 林則徐書 軸 263×10.0 無 沖縄県立博物館・美術館

5 林則徐 林則徐書軸物 軸 138×29 無 沖縄県立博物館・美術館

6 何冠英 何冠英書扁額「忠勛啓浚」 木刻 33.5×106.5 無 沖縄県立博物館・美術館

7 何冠英 何冠英書軸物 軸 165.9×63.4 無 沖縄県立博物館・美術館

8 朱憙 朱憙書扁額「立志」 扁額 44.5×92.3 無 沖縄県立博物館・美術館

9 朱憙 朱憙書扁額「在忠孝心」 扁額 39.5×127 無 沖縄県立博物館・美術館

10 朱憙 朱憙筆「忠孝」（拓本、扁額） 拓本 33.4×64.0 無 沖縄県立博物館・美術館

11 董其昌 董其昌書 掛軸 144.6×42.5 無 沖縄県立博物館・美術館

引用文献 作者 文献に記された書蹟名 形式 成立年 現存の有無

1 『中山世譜』、『御書院御物帳』 康熙帝 中山世土 掛軸 康煕22年（1683） 無※1

2 『中山世譜』、『御書院御物帳』 雍正帝 輯端球陽 掛軸 雍正2年（1724） 無※2

3 『中山世譜』、『御書院御物帳』 乾隆帝 永祚瀛 掛軸 乾隆4年（1739） 無※3

4 『中山世譜』、『御書院御物帳』 乾隆帝 海邦濟美 掛軸 乾隆51年（1786） 無

5 『中山世譜』、『御書院御物帳』 乾隆帝 福 掛軸 乾隆55年（1790） 無

6 『中山世譜』 嘉慶帝 海表恭藩 扁額 嘉慶5年（1800） 無

7 『中山世譜』 道光帝 屏翰東南 扁額 道光4年（1824） 無

8 『中山世譜』 道光帝 弼服海隅 扁額 道光18年（1838） 無

9 『中山世譜』 咸豊帝 同文式化 扁額 咸豊4年（1854） 無

10 『中山世譜』 同治帝 瀛嶠屏藩 扁額 同治4年（1865） 無

11 『御書院御物帳』 張瑞図 張瑞図墨蹟 掛軸 不明 無

12 『御書院御物帳』 趙孟頫 子昻墨蹟 掛軸 不明 無

13 『御書院御物帳』 蘇軾 蘇軾墨蹟石摺 巻子 不明 無

14 『御書院御物帳』 趙孟頫 子昻墨蹟石摺 手鑑 不明 無
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国
絵
画
─
唐
物
の
輸
入
と
王
権
を
め
ぐ
る
視
点
─
」）

11
（

が
挙
げ
ら
れ
る
。
氏
の
研
究
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う

に
主
に
中
国
絵
画
の
伝
来
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
書
蹟
に
つ
い
て
も
併
せ
て
論
じ
て
お
り
、
琉
球
へ
の
中
国
書

蹟
の
将
来
と
そ
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
大
変
貴
重
な
研
究
で
あ
る
。
真
栄
平
氏
は
、『
御
書
院
御

物
帳）

11
（

』
と
呼
ば
れ
る
首
里
城
王
府
の
書
画
目
録
の
内
容
か
ら
、
当
時
の
琉
球
王
府
に
、
牧
谿
、
唐
寅
と
い
っ
た
中
国
を
代
表

す
る
画
家
に
よ
る
絵
画
作
品
の
他
に
、
張
瑞
図
の
書
蹟
や
、
蘇
軾
、
趙
孟
頫
ら
の
拓
本
と
い
っ
た
書
蹟
が
多
数
所
蔵
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
書
画
は
、
薩
摩
の
役
人
を
招
待
し
た
際
に
茶
器
な
ど
の
様
々
な
伝
統
工
芸
品
と
と

も
に
書
院
の
床
の
間
に
飾
ら
れ
た
と
い
う
。
真
栄
平
氏
は
、「
唐
物
」
に
つ
い
て
は
た
ん
な
る
美
的
鑑
賞
品
で
は
な
く
、
琉
球

王
権
の
後
ろ
盾
で
あ
る
「
中
華
帝
国
」
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
政
治
的
な
表
象
効
果
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て

い
る
。
国
王
が
薩
摩
の
在
番
奉
行
と
対
面
す
る
書
院
の
間
に
飾
ら
れ
た
舶
来
の
書
画
は
、
そ
の
意
味
で
琉
球
の
王
の
権
威
を

高
め
る
即
物
的
な
手
段
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
真
栄
平
氏
は
、
琉
球
へ
の
唐
物
の
入
手
ル
ー
ト
に
つ
い
て
、
以
下
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。

図
11　
梁
同
書　
朱
漆
七
言
聯　
（【
表
３
】
2
）　
一
般
財
団
法
人
沖
縄
美
ら
島
財
団
所
蔵



119 琉球を経由して江戸へ渡った中国書蹟

一　

琉
球
の
朝
貢
使
節
に
対
す
る
返
礼

二　

琉
球
に
来
航
し
た
冊
封
使
の
冠
船
貿
易
品

三　

琉
球
の
朝
貢
使
節
が
滞
在
先
の
北
京
や
天
津
、
蘇
州
、
杭
州
、
福
州
な
ど
で
買
い
求
め
た
唐
物

　

こ
の
よ
う
な
ル
ー
ト
に
よ
り
琉
球
へ
渡
っ
た
中
国
書
蹟
は
、
琉
球
王
府
や
士
族
た
ち
の
家
庭
で
所
蔵
さ
れ
、
学
書
の
対
象

と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
高
津
孝
氏
は
、
幕
臣
の
成
島
司
直
と
い
う
人
物
が
、
琉
球
の
高
名
な
書
家
で
あ
る
古
波
蔵
親
雲
上

鄭
嘉
訓
と
面
会
し
た
際
に
得
た
情
報
の
記
録
で
あ
る
『
琉
球
録
話）

11
（

』
を
引
用
し
、
琉
球
に
流
伝
す
る
書
蹟
と
学
書
に
つ
い
て

明
ら
か
に
し
て
い
る）

11
（

。『
琉
球
録
話
』
の
書
画
法
帖
の
条
に
見
ら
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
記
録
で
あ
る
。

　

宋
元
印
本
及
古
名
書
画
、
王
府
頗
富
、
民
間
無
流
伝
者
。
法
帖
士
庶
家
亦
或
蔵
焉
。
米
芾
・
趙
孟
頫
・
董
其
昌
石
刻
、

皆
為
墨
宝
。
其
中
嗜
趙
法
者
殊
多
。
今
所
接
二
人
、
皆
嘗
学
趙
法
云
。

　
（
宋
元
の
印
本
及
び
古
の
名
書
画
は
、
王
府
頗
る
富
む
も
、
民
間
に
流
伝
す
る
者
無
し
。
法
帖
は
士
庶
家
も
亦
た
或
い
は
焉
を

蔵
す
。
米
芾
・
趙
孟
頫
・
董
其
昌
の
石
刻
は
、
皆
墨
宝
と
為
す
。
其
の
中
趙
法
を
嗜
む
者
殊
に
多
し
。
今
接
す
る
所
の
二
人
も
、

皆
嘗
て
趙
法
を
学
べ
り
と
云
ふ
。）

　

宋
元
の
版
本
お
よ
び
、
古
の
書
画
の
名
品
は
琉
球
王
府
に
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
民
間
に
流
伝
し
て
い
る
も
の
は
無

い
。
法
帖
は
士
族
の
者
も
所
蔵
し
て
い
る
。
米
芾
・
趙
孟
頫
・
董
其
昌
の
石
刻
を
皆
墨
宝
と
し
て
お
り
、
特
に
趙
孟
頫
の
書

風
を
好
み
、
学
ぶ
者
が
多
い
と
い
う
。
こ
の
記
録
に
よ
り
、
当
時
の
琉
球
の
士
族
達
が
琉
球
に
将
来
さ
れ
た
法
帖
を
入
手
し
、

学
書
に
励
む
姿
が
垣
間
見
え
る
。
琉
球
で
は
、
こ
こ
で
名
前
の
挙
が
っ
た
鄭
嘉
訓
の
他
に
も
そ
の
息
子
の
鄭
元
偉
や
、
程
順

則
と
い
っ
た
人
物
が
中
国
書
を
学
び
、
多
く
の
書
蹟
を
遺
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
言
及
し
な
い
が
、
今
後
は
こ
れ
ら
の
書
人

た
ち
が
い
か
に
中
国
書
を
受
容
し
展
開
さ
せ
た
の
か
、
そ
し
て
彼
ら
が
琉
球
や
薩
摩
の
書
人
た
ち
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て

も
追
究
し
て
い
き
た
い
。

図 12　劉墉　陋室銘　（【表３】1）　沖縄県立図書館貴重資料デジタル書庫より転載
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第
二
節
　
琉
球
へ
頒
賜
さ
れ
た
清
朝
皇
帝
の
御
書

　
【
表
４
】
に
よ
る
と
、
琉
球
に
は
、
著
名
な
人
物
た
ち
の
書
画
の
他
に
、
康
熙
帝
、
雍
正
帝
、
乾
隆
帝
と
い
っ
た
皇
帝
の
御

書
も
多
く
渡
っ
て
い
た
。
御
書
と
は
、
中
国
皇
帝
に
よ
る
墨
蹟
の
こ
と
で
あ
る
。
御
書
は
佳
節
や
、
新
進
士
の
及
第
や
先
帝

を
顕
彰
す
る
大
々
的
な
文
化
事
業
が
行
わ
れ
る
際
に
近
臣
や
学
士
な
ど
に
頒
賜
さ
れ
た
。
御
書
の
頒
賜
は
そ
の
時
々
の
政
治

的
課
題
と
皇
帝
の
意
志
を
宣
示
す
る
手
段
で
も
あ
っ
た）

1（
（

。

　

明
代
に
御
書
が
琉
球
へ
頒
賜
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、清
に
な
っ
て
か
ら
九
件
の
扁
額
が
琉
球
へ
頒
賜
さ
れ
て
い
る
。

残
念
な
こ
と
に
こ
れ
ら
の
御
書
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
火
に
よ
り
全
て
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
現
在
、
沖
縄
県
那
覇
市
の

首
里
城
正
殿
に
は
、
康
熙
帝
の
「
中
山
世
土
」、
乾
隆
帝
の
「
輯
瑞
球
陽
」、
雍
世
帝
の
「
永
祚
瀛

」
の
三
件
の
復
元
さ
れ

た
御
書
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
御
書
は
ど
の
よ
う
な
意
義
の
も
と
、
琉
球
に
頒
賜
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
冊
封
使
汪
楫
が
著
し
た
冊
封

使
録
で
あ
る
『
冊
封
疏
鈔
』
に
は
、
琉
球
へ
御
書
を
頒
賜
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
康
熙
帝
へ
上
奏
し
た
文
章
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

　

請
頒
御
筆
。
皇
上
聖
学
、
開
天
、
超
絶
万
古
現
今
、
遣
官
恭
賷
御
筆
頒
賜
各
省
。
臣
愚
以
為
琉
球
国
嚮
化
既
久
、
夙

称
守
礼
之
邦
。
以
応
沛
恩
頒
賜
、
俾
海
外
臣
民
羣
瞻
睿
藻
、
亦
亙
古
未
有
之
盛
事
也
。
伏
候
上
裁
。

　
（
御
筆
を
頒
か
つ
こ
と
を
請
ふ
。
皇
上
の
聖
学
は
、
天
を
開
き
、
万
古
現
今
に
超
絶
し
、
官
を
し
て
御
筆
を
恭
し
く
賷
ら
し
、

各
省
に
頒
賜
せ
し
む
。
臣
愚
以
為
ら
く
、
琉
球
国
は
嚮
化
す
る
こ
と
既
に
久
し
く
、
夙
に
守
礼
の
邦
と
称
し
た
り
。
沛
恩
に
応

ふ
る
を
以
て
頒
賜
し
、
海
外
臣
民
を
し
て
群
瞻
睿
藻
せ
し
む
る
は
、
亦
た
古
に
亙
り
て
未
だ
有
ら
ざ
る
盛
事
な
り
。
伏
し
て
上

裁
を
候
ふ
。）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
清
国
内
の
各
省
に
御
書
が
頒
賜
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
海
外
の
琉
球
に
対
し
て
も
御
書
を
頒
賜
す
る
こ

と
で
、
国
内
の
人
民
と
同
様
に
海
外
の
人
民
を
も
見
守
り
、
教
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
汪
楫
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
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れ
る
。
こ
の
よ
う
な
汪
楫
の
上
奏
を
受
け
て
康
熙
帝
は
、
自
ら
「
中
山
世
土
」
の
四
大
字
を
書
き
、
使
臣
に
命
じ
て
、
こ
れ

を
琉
球
へ
頒
賜
す
る）

11
（

。【
表
４
】
に
も
あ
る
通
り
、
康
熙
帝
以
降
の
清
代
皇
帝
た
ち
も
康
熙
帝
に
な
ら
っ
て
御
書
を
揮
毫
し
、

図
14　
沖
縄
県
多
良
間
村
民
俗
学
習
資
料
館
蔵
「
福
」　
『
沖
縄
文
化
財
百
科
』
第
三
巻
（
那
覇
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
所
収

図
13　
『
御
書
院
御
物
帳
』
記
載　
乾
隆
帝
「
福
」（【
表
４
】
5
）　
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
所
蔵
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琉
球
へ
与
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
御
書
は
、
汪
楫
が
上
奏
文
に
お
い
て
主
張
し
て
い
る
通
り
、
清
朝
皇
帝
の
文
徳
を
御
書
と

し
て
形
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
海
外
臣
民
で
あ
る
琉
球
の
人
民
を
教
化
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
琉
球
へ
頒
賜
さ
れ
た
御
書
は
扁
額
以
外
に
も
存
在
し
て
い
た
。【
表
４
】
に
も
あ
る
と
お
り
、『
御
書
院
御
物

帳
』
の
記
述
か
ら
、乾
隆
帝
の
真
筆
に
よ
る
「
福
」
字
が
琉
球
王
府
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
図
13
）。
そ

し
て
、
沖
縄
県
宮
古
郡
の
多
良
間
村
民
俗
学
習
資
料
館
に
は
、
木
刻
の
「
福
」
字
が
存
在
す
る
（
図
14
）。
こ
れ
に
は
、
上
部

に
「
御
筆
」
と
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
御
書
院
御
物
帳
記
載
の
「
福
」
字
と
関
連
の
あ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
と

考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
、
こ
れ
ま
で
こ
の
二
点
の
「
福
」
字
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
乾
隆
帝
に
よ

る
「
福
」
字
が
琉
球
に
渡
る
経
緯
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　

乾
隆
期
以
降
、
琉
球
使
節
は
進
貢
で
北
京
を
訪
れ
た
際
、
円
明
園
に
お
い
て
御
製
詩
の
唱
和
と
い
っ
た
朝
貢
活
動
を
行
っ

て
い
る）

11
（

。
こ
の
よ
う
な
詩
の
唱
和
を
和
詩
と
い
い
、
朝
鮮
使
節
も
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
和
詩
を
行
っ
た
朝
貢
使
節
に
は
、

玉
器
や
絹
箋
、
硯
、
筆
、
墨
、
と
い
っ
た
加
賞
品
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
、
和
詩
に
対
す
る
加
賞
の
下
賜
は
、
和
詩
を

行
っ
た
朝
貢
使
節
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
琉
球
国
王
に
対
し
て
も
行
わ
れ
て
い
た
。『
歴
代
法
案
』
に
は
、
乾
隆
五
十
五

年
（
一
七
八
八
）
一
月
十
三
日
の
琉
球
使
節
鄭
永
功
の
和
詩
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
加
賞
品
の
頒
賜
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す

記
載
が
あ
る）

11
（

。

　

加
賞
国
王
御
筆
福
字
一
幅
・
玉
如
意
一
柄
・
玉
器
二
件
・
瓷
器
四
件
・
玻
璃
器
四
件
・
福
字
方
一
百
幅
・
絹
箋
大
小

四
巻
・
硯
二
方                                                                                      

※
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。

　

こ
の
記
載
か
ら
、
琉
球
国
王
に
対
し
て
、
御
筆
の
「
福
」
字
が
加
賞
品
と
し
て
頒
賜
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

清
朝
皇
帝
の
御
書
の
頒
賜
に
つ
い
て
は
、
増
田
知
之
氏
が
「
康
熙
帝
に
よ
る
『
書
』
文
化
政
策
の
一
端
─
そ
の
法
帖
刊
行

事
業
を
中
心
に
─
」）

11
（

に
お
い
て
、
注
目
に
値
す
る
研
究
と
し
て
、
康
熙
帝
の
文
化
政
策
と
の
関
連
の
中
で
「
書
」
を
取
り
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上
げ
た
成
積
春
氏
の
研
究
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、「
御
書
」
が
も
つ
政
治
的
機
能
は
、
す
な
わ
ち
儒
学
尊
重
の

姿
勢
の
明
示
、
忠
臣
・
廉
吏
の
顕
彰
、
君
臣
関
係
の
安
定
、
周
辺
の
冊
封
国
へ
の
懐
柔
の
諸
点
で
あ
る
と
い
う
。
乾
隆
帝
か

ら
琉
球
国
王
に
対
し
て
行
わ
れ
た
「
福
」
字
の
頒
賜
の
例
も
、
ま
さ
に
和
詩
と
い
う
朝
貢
活
動
に
対
す
る
「
忠
臣
・
廉
吏
の

顕
彰
」
に
あ
た
り
、「
周
辺
の
冊
封
国
へ
の
懐
柔
」
に
役
立
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
塚
本
麿
充
氏
は
、「
宋
代
皇
帝
御
書
の
機
能
と
社
会
─
孝
宗
『
太
白
名
山
碑
』（
東
福
寺
蔵
）
を
め
ぐ
っ
て
─
」）

11
（

に
お
い
て
宋
代
に
お
い
て
御
書
が
刻
石
化
さ
れ
る
過
程
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

額
を
含
め
た
御
書
は
、
展
観
と
下
賜
が
行
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
刻
石
と
そ
れ
に
よ
る
拓
本
に
よ
っ
て
複
製
が
作

ら
れ
、
さ
ら
な
る
再
分
配
が
行
わ
れ
た
。
御
書
を
効
率
的
に
流
通
さ
せ
る
た
め
、
忠
実
な
複
製
で
あ
る
拓
本
は
最
善
の

方
法
で
あ
り
、
そ
の
特
性
が
最
も
発
揮
さ
れ
た
媒
体
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

塚
本
氏
の
指
摘
は
、
宋
代
の
御
書
の
石
刻
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
琉
球
に
お
け
る
木
刻
の
「
福
」
字
と
は
時

代
背
景
や
書
蹟
と
し
て
の
形
態
も
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
度
下
賜
さ
れ
た
「
御
書
」
が
刻

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
複
製
が
作
ら
れ
、
さ
ら
な
る
再
分
配
が
行
わ
れ
た
」
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
共
通
す
る
性
質
や

機
能
を
有
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
御
書
院
御
物
帳
』
記
載
の
乾
隆
帝
真
蹟
の
「
福
」
字
も
、琉

球
王
府
に
架
蔵
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
清
朝
皇
帝
の
威
光
を
即
物
的
に
示
す
貴
重
な
ツ
ー
ル
と
し
て
木
刻
化
さ
れ
、
琉
球

国
内
で
再
分
配
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
多
良
間
村
民
俗
学
習
資
料
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
木
刻
は
、
そ
の
よ
う

な
実
例
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
　

第
三
章
　
薩
摩
に
将
来
さ
れ
た
中
国
書
蹟

　

本
章
で
は
、
琉
球
を
経
由
し
て
薩
摩
に
将
来
さ
れ
た
書
蹟
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
第
一
節
で
は
、
琉
球
を
経
由
し
て
薩

摩
へ
将
来
し
た
中
国
書
蹟
の
う
ち
、
現
存
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
一
覧
を
作
成
し
、
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
。
第
二
節
で
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は
、『
薩
遊
紀
行）

11
（

』
と
い
う
文
献
資
料
の
う
ち
、
当
時
琉
球
を
経
由
し
て
薩
摩
へ
渡
っ

て
い
た
と
判
断
で
き
る
中
国
書
蹟
に
関
す
る
記
述
を
抽
出
し
、
書
蹟
の
一
覧
を
作
成

し
た
う
え
で
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
い
く
。
第
三
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
中
国
書
蹟

が
琉
球
か
ら
薩
摩
へ
渡
る
背
景
に
あ
る
当
時
の
薩
摩
と
琉
球
の
関
係
に
つ
い
て
明
ら

か
に
す
る
。

　
　
　
　
　

第
一
節
　
鹿
児
島
に
現
存
し
て
い
る
中
国
書
蹟

　
【
表
５
】
は
、
鹿
児
島
に
現
存
し
て
い
る
書
蹟
の
う
ち
、
琉
球
を
経
由
し
て
薩
摩
へ

渡
っ
た
も
の
だ
と
判
断
で
き
る
中
国
書
蹟
の
一
覧
で
あ
る
。
管
見
で
は
、
鹿
児
島
に

現
存
す
る
中
国
書
蹟
は
、
鹿
児
島
神
宮
と
、
尚
古
集
成
館
の
二
カ
所
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
。
鹿
児
島
県
霧
島
市
の
鹿
児
島
神
宮
所
蔵
の
張
瑞
図
書
「
蓬
萊
残
雪
」
に
つ
い

て
は
、
現
在
、
神
宮
に
隣
接
す
る
鹿
児
島
県
霧
島
市
立
隼
人
歴
史
民
俗
資
料
館
に
保

管
さ
れ
て
い
る
。
磁
器
で
作
成
さ
れ
た
文
字
が
木
製
の
額
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
も
の

で
（
図
15
）、『
鹿
児
島
神
宮
史）

11
（

』
の
「
宝
物
」
と
い
う
欄
の
記
載
に
よ
る
と
、
こ
れ

は
琉
球
王
尚
氏
の
奉
納
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

ま
た
、
尚
古
集
成
館
所
蔵
の
書
蹟
の
う
ち
、「
望
嶽
楼
」
と
い
う
琉
球
か
ら
薩
摩
藩

に
贈
ら
れ
た
中
国
風
の
建
物
に
か
け
ら
れ
た
額
は
、
王
羲
之
の
書
を
模
し
て
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（
図
16
）。
仮
に
王
羲
之
の
書
を
模
し
た
も
の
だ
と
し

て
も
、
王
羲
之
の
ど
の
書
蹟
の
文
字
を
模
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
な
る
研

究
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
扁
額
が
作
成
さ
れ
、
価
値
あ
る
も
の
と
判
断
さ

れ
て
贈
与
さ
れ
て
い
た
実
態
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
書
道
史
上
有
名
な
人
物
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
范
仲
淹）

11
（

の
「
伯
夷

頌
」
と
い
う
巻
子
に
つ
い
て
、
高
津
孝
氏
が
「
薩
摩
石
摺
考）

11
（

」
に
お
い
て
、
そ
の
箱

図
15　
張
瑞
図
「
蓬
萊
残
雪
」（【
表
５
】
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鹿
児
島
神
宮
所
蔵

※張瑞図「蓬莱残雪」は、鹿児島神宮の所蔵品ではあるが、現在は、鹿児島県霧島市立隼人歴史民俗資料館に保管されている。

【表５】鹿児島に現存する、琉球を経由して薩摩へ将来された中国書蹟の一覧

作者 書蹟名 形式 所蔵先 記載のみられる文献資料 本稿における図版

1 朱熹 立志 扁額 尚古集成館 無

2 董其昌 耀徳 扁額 尚古集成館 無

3 王羲之（集字） 望嶽楼 扁額 尚古集成館 無 図16

4 范仲淹 伯夷頌 巻子 尚古集成館 無

5 張瑞図 蓬萊残雪 扁額（文字部分磁製） 鹿児島神宮　※ 有（『薩遊紀行』『鹿児島神宮史』） 図15
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図 16　王羲之を模した書「望嶽楼」（【表５】3）　尚古集成館所蔵

書
か
ら
こ
れ
が
中
山
浦
添
王
子
朝
熹
と
い
う
琉
球
の
人
物
か
ら
島
津
斉
彬
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
琉
球
国
王
や
琉
球
の
士
族
か
ら
薩
摩
藩
や
薩
摩
の
人
物
に
対
し
て
献
呈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
中

国
書
蹟
が
琉
球
か
ら
薩
摩
へ
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
　
　

第
二
節
　『
薩
遊
紀
行
』
に
み
る
中
国
書
蹟

　

鹿
児
島
に
現
存
す
る
中
国
書
蹟
は
前
節
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
以
上
に
多
く
の
中
国
書
蹟
が
薩
摩
へ

渡
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
真
栄
平
氏
は
、「
海
を
越
え
た
扁
額
─
『
薩
遊
紀
行
』
に
み
る
琉
球
・
中
国
の
扁
額
─
」）

1（
（

に

お
い
て
、『
薩
遊
紀
行
』
の
記
述
か
ら
、
当
時
の
薩
摩
に
琉
球
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
中
国
書
蹟
が
多
数
存
在
し
て
い
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
論
考
は
「
付
論
」
と
い
う
扱
い
で
あ
り
、『
薩
遊
紀
行
』
の
記
述
に
つ
い
て
は
数
百
字

程
度
の
紹
介
に
留
ま
っ
て
い
る
た
め
、『
薩
遊
紀
行
』
に
記
さ
れ
た
中
国
書
蹟
に
関
す
る
情
報
の
詳
細
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
こ
こ
で
は
、『
薩
遊
紀
行
』
の
う
ち
、
中
国
書
蹟
に
関
す
る
記
述
の
原
文
を
抜
き
出
し
、
そ
の
内
容
を
み
て
い
く
こ

と
で
当
時
薩
摩
に
存
在
し
て
い
た
中
国
書
蹟
の
存
在
を
確
認
し
た
い
。

　
『
薩
遊
紀
行
』
の
著
者
は
不
詳
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
肥
後
の
藩
士
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
旅
日
記
の
体
裁
を
と
り
、
旅

の
途
中
の
体
験
、
友
人
や
宿
の
主
人
か
ら
聞
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
名
所
旧
跡
の
話
な
ど
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
旅
の
期
間
は

亨
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
四
月
十
二
日
か
ら
五
月
三
十
日
ま
で
、
約
一
ヶ
月
半
に
及
ぶ
。
旅
日
記
風
の
部
分
（
事
実
の
記
載
）

は
漢
文
で
、
友
人
か
ら
聞
い
た
話
や
自
分
の
印
象
雑
記
な
ど
は
和
文
で
記
さ
れ
て
い
る
。『
薩
遊
紀
行
』
の
う
ち
、
中
国
書
蹟

に
関
す
る
記
述
を
抽
出
し
た
も
の
が
次
の
【
資
料
２
】
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
と
に
作
成
し
た
一
覧
が
【
表
６
】
で
あ
る
。

【
資
料
２
】「
薩
遊
紀
行
」
に
み
ら
れ
る
中
国
書
籍
に
関
す
る
記
述

①
五
月
朔
日　

福
昌
寺
は
薩
州
第
一
ノ
大
寺
ナ
リ
。
群
公
ノ
御
廟
皆
閎
壮
、
額
連
見
事
ナ
リ
、
皆
子
昂
其
昌
東
坡
徴
明
米
芾

其
外
諸
名
家
各
々
有
。
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②
二
日　

稲
荷
諏
訪
両
神
祠 

中
華
ノ
提
燈
烟
、
仇
英
か
画
、
陳
元
輔
か
書
、
其
外
雅
物
数
品
ヲ
見

る
③
七
日　

早
訪
田
尻
氏
、
不
在
、
至
増
田
氏
少
話
、
午
前
至
伊
集
院
氏
、
同
訪
芦
谷
氏
蓋
招
飲
也
、

観
る
古
硯
古
画
数
品
、
夜
還
逆
旅
。
楊
継
盛
、
謝
時
臣
、
其
他
諸
名
家
ノ
書
画
十
数
幅
見
た
り

④
十
八
日　

早
往
細
山
田
店
至
中
村
氏
、
東
坡
ノ
書
、
如
竹
ノ
詩
并
書
ヲ
見
た
り
。
其
外
書
画
数

品
あ
り
。　

⑤
十
九
日　

唐
物
店　

宮
城
親
雲
上
携
嘉
慶
皇
帝
勅
書
写
来
見
、
談
話
久
之
琉
球
ノ
食
事
ハ
鹿
児

島
よ
り
悪
し
、
賦
役
ノ
も
の
百
姓
持
ノ
様
子
、
勤
等
ハ
鹿
児
島
と
同
じ

⑥
廿
一
日　

早
訪
増
田
氏
、
観
書
画
石
摺
及
地
球
蛮
国
図
、
翰
香
坡
法
書
七
巻
ア
リ
。
手
覧
ナ
リ
、

絶
品
可
賞
。
元
趙
孟
頫
龍
興
寺
ノ
碑
ノ
石
摺
見
事
也
、
唐
柳
公
権
、
明
末
ノ
張
瑞
図
、
紹
聖
年

中
ノ
黄
庭
堅
等
ノ
石
刻
皆
奇
絶
ナ
リ

⑦
廿
九
日　

早
拝
八
幡
宮
、
閎
壮
可
観
然
比
之
新
田
宮
不
及
、
如
有
福
建
翰
林
院
侍
講
涪
陵
周
煌

及
中
山
王
子
之
額
、（
中
略
）、
拝
殿
ノ
上
に
徐
葆
光
、
瑞
図
、
中
山
王
ナ
ト
ノ
額
連
ア
リ
、
皆

見
事
也

※
抽
出
、
及
び
傍
線
・
番
号
は
稿
者
に
よ
る
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
亨
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
五
月
一
日
、
こ
の
紀
行
の
著
者
は
、
現
鹿
児
島
市

池
之
上
町
の
福
昌
寺
を
訪
れ
、
趙
孟
頫
や
董
其
昌
、
蘇
軾
、
文
徴
明
、
米
芾
、
そ
の
他
諸
家
の
額

が
連
な
っ
て
い
る
様
子
が
見
事
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
二
日
に
は
稲
荷
神
社
と
南
方
神

社
へ
行
き
、
陳
元
輔
の
書
を
目
に
し
て
い
る
。
陳
元
輔
と
は
、
中
国
福
建
省
出
身
の
学
者
で
、
琉

球
の
士
族
、
程
順
則
の
師
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
七
日
に
は
、
楊
継
盛
、
謝
時
臣
ら
の

書
画
十
数
幅
を
見
て
お
り
、
十
八
日
に
は
東
坡
の
書
を
見
て
い
る
。
十
九
日
に
は
唐
物
店
に
て
琉

球
の
使
節
が
持
参
し
た
嘉
慶
皇
帝
の
勅
書
の
写
し
を
見
た
と
い
う
。
こ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
と
お

【表６】『薩遊紀行』の記述から、琉球を経由して薩摩へ将来されたことが確認できる中国書蹟

『薩遊紀行』の記述をもとに作成した。

引用文献 作者 形式 書蹟の現存 備考

1 『薩遊紀行』 趙孟頫 扁額 無

2 『薩遊紀行』 蘇軾 扁額 無

3 『薩遊紀行』 文徴明 扁額 無

4 『薩遊紀行』 米芾 扁額 無

5 『薩遊紀行』 楊継盛 条幅 無

6 『薩遊紀行』 謝時臣 条幅 無

7 『薩遊紀行』 蘇軾 不明 無

8 『薩遊紀行』 嘉慶帝 不明 無 ※嘉慶帝の直筆ではなく写しによるもの。

9 『薩遊紀行』 趙孟頫 拓本 無

10 『薩遊紀行』 柳公権 拓本 無

11 『薩遊紀行』 張瑞図 拓本 無

12 『薩遊紀行』 黄庭堅 拓本 無

13 『薩遊紀行』 周煌 扁額 無

14 『薩遊紀行』 徐葆光 扁額 無

15 『薩遊紀行』 張瑞図 扁額 有 ( 鹿児島神宮所蔵 )
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り
、
琉
球
に
お
い
て
御
書
が
複
製
さ
れ
伝
播
し
て
い
た
こ
と
の
実
例
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
二
十
一
日
に
は
増
田
氏

な
る
人
物
を
訪
れ
、
趙
孟
頫
、
柳
公
権
、
張
瑞
図
、
黄
庭
堅
ら
の
石
刻
拓
本
を
目
に
し
、「
皆
奇
絶
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。

二
十
九
日
に
は
、
鹿
児
島
神
宮
を
訪
れ
、
琉
球
を
訪
れ
た
冊
封
使
周
煌
や
琉
球
国
王
子
の
扁
額
を
目
に
す
る
。
さ
ら
に
、
鹿

児
島
神
宮
に
は
拝
殿
の
上
に
冊
封
使
徐
葆
光
や
張
瑞
図
、
琉
球
国
王
の
扁
額
が
あ
り
「
皆
見
事
ナ
リ
」
と
感
嘆
し
て
い
る
。

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
張
瑞
図
の
扁
額
は
、
前
節
で
示
し
た
、
鹿
児
島
神
宮
に
現
存
す
る
「
蓬
萊
残
雪
」
で
あ
る
と
考
え
て
良

い
だ
ろ
う
。

　

真
栄
平
氏
は
、
こ
の
『
薩
遊
紀
行
』
の
内
容
を
も
と
に
、「
福
建
─
琉
球
ル
ー
ト
で
海
を
越
え
て
薩
摩
藩
に
伝
わ
っ
た
中
国

の
文
物
が
、
領
内
各
地
の
寺
社
に
も
奉
納
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。」
と
述
べ
、
琉
球
を
経
由
し
て
薩
摩
ま
で
書
蹟
が
流
通

す
る
ル
ー
ト
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ト
の
存
在
を
示
す
資
料
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

第
三
節
　
書
蹟
が
将
来
さ
れ
る
背
景
に
あ
る
薩
琉
関
係

　

前
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
中
国
書
蹟
が
薩
摩
に
渡
る
背
景
を
、
琉
球
と
薩
摩
を
と
り
ま
く
当
時
の
社
会
情
勢
か
ら
み
て
い

き
た
い
。
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）、
島
津
氏
の
琉
球
侵
攻
に
よ
り
、
琉
球
は
薩
摩
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
薩
摩
は
、
琉
球
が
そ
れ
ま
で
結
ん
で
い
た
清
朝
と
の
関
係
を
維
持
さ
せ
た
。
そ
こ
に
は
琉
球
を
通
し
た
清
朝
と
の
貿
易

に
よ
る
収
益
を
、
薩
摩
藩
の
収
益
と
す
る
も
く
ろ
み
が
あ
っ
た
こ
と
が
多
く
の
研
究
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
か
ら
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
鎖
国
に
よ
り
、海
外
か
ら
舶
来
す
る
品
に
制
限
の
あ
っ
た
日
本
国

内
に
お
い
て
は
、
海
外
の
風
俗
や
文
物
に
対
す
る
上
級
階
級
の
人
物
た
ち
に
よ
る
博
物
学
的
関
心
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
さ

ら
に
、
江
戸
幕
府
の
儒
学
奨
励
政
策
に
よ
り
、
特
に
唐
物
に
対
す
る
需
要
も
高
ま
っ
た）

11
（

。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、

薩
摩
が
琉
球
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
中
国
文
物
を
入
手
し
、
時
に
応
じ
て
幕
府
へ
献
上
し
た
り
売
買
の
取
引
を
し
た
り
す
る

こ
と
で
、
そ
の
立
場
を
優
位
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た）

11
（

。
琉
球
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
中
国
書
蹟
も
そ
う
い
っ
た
機
能

を
有
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

ま
た
、
薩
摩
は
江
戸
上
り
の
際
、
中
国
風
の
衣
裳
を
身
に
ま
と
わ
せ
琉
球
使
節
を
と
も
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
海
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外
の
臣
民
を
支
配
下
に
お
く
力
が
あ
る
こ
と
を
他
藩
に
対
し
て
誇
示
し
、
優
位
性
を
保

つ
こ
と
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
る）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
琉
球
か
ら
中
国
の
品
物
を
通
し
て
中

国
文
化
を
摂
取
す
る
の
み
な
ら
ず
、
長
き
に
渡
る
冊
封
関
係
に
よ
っ
て
中
国
文
化
影
響

を
色
濃
く
受
け
た
琉
球
の
民
に
中
国
的
な
要
素
を
見
出
し
、
そ
れ
ら
を
必
要
以
上
に
色

濃
く
出
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
、
琉
球
人
が
よ
り
中
国
的
な
要
素
を
出
し
て
振
る
舞
っ
た
、
書
に
お
け

る
例
と
し
て
顕
著
な
の
が
、
江
戸
上
り
の
際
、
随
行
さ
せ
ら
れ
た
「
楽
童
子
」
で
あ
る

（
図
17
）。

図
19　
楽
童
子
の
書
「
中
山
楽
童
子
毛
維
藩
茶
掛
」

　
　
　
　
　
　

沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
所
蔵

【表 7】薩摩の各神社に献納された琉球人の扁額一覧

『郡山郷土史』（鹿児島市　2006 年）第７編より

扁額 作者 奉納した年 奉納された神社

1 生而紙霊 読谷山王子朝恒 安永2年（1773） 枚聞神社

2 妙霊普済 浦添王子朝英 天明3年（1783） 枚聞神社

3 徳偏海天 義村王子朝宜 天明3年（1784） 枚聞神社

4 徳光普照 大宜見王子朝規 寛政2年（1790） 枚聞神社

5 普済群生 宜野湾王子朝陽 寛政3年（1791） 枚聞神社

6 鐘霊 義村王子朝宜 寛政7年（1795） 枚聞神社

7 徳配天 毛氏嵩原親方安執 享和3年（1803） 枚聞神社

8 瞻仰 読谷山王子朝恒 安永2年（1773） 花尾神社

9 沢敷海国 世子尚哲 安永2年（1773） 花尾神社

10 蔭長 今帰仁按司朝賞 天明7年（1787） 花尾神社

11 無斁

琉球国使者
盛島親雲上朝朗
伊集院親雲上朝義 
富里親雲上朝永

天明7年（1787） 花尾神社

12 朝宗

琉球国使者
幸地親方良篤
安次富親方良頭
渡慶次親方真厚
阿波根親方朝紀

天明7年（1787） 花尾神社

13 永頼 今帰仁按司朝賞 天明７年（1787） 一之宮神社

14 徳馨

琉球国使者
幸地親方良篤
安次富親方良頭
渡慶次親方真厚
阿波根親方朝紀

天明７年（1787） 一之宮神社

図
17　
江
戸
上
り
に
お
け
る
楽
童
子
「
琉
球
楽
童
子
白
馬
乗
之
図
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
所
蔵

図 18　江戸における楽童子の席書「琉球人舞楽絵巻物」（部分）
　　　 　 　 　 　　 　 　 　  沖縄県立博物館・美術館所蔵
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楽
童
子
は
一
五
～
一
八
歳
位
の
琉
球
の
美
少
年
た
ち
が
士
族
か
ら
選
ば
れ
、
そ
の
任
務
に
就
い
て
い
た）

11
（

。
宮
城
栄
昌
氏
の

「『
江
戸
上
り
史
料
』
の
中
の
芸
能
史
料）

11
（

」
に
よ
る
と
、
楽
童
子
た
ち
は
、
江
戸
上
り
の
際
、
随
行
さ
せ
ら
れ
、
途
中
、
薩
摩

を
は
じ
め
江
戸
に
至
る
ま
で
の
各
地
で
中
国
風
の
音
楽
を
演
奏
し
た
り
舞
踊
を
し
て
い
た
。
服
装
は
琉
球
装
束
を
身
に
ま
と

い
「『
唐
織
の
か
ぎ
り
な
き
美
服
を
着
し
た
』
若
き
楽
童
子
の
姿
は
全
く
あ
で
や
か
で
あ
っ
た
。」
と
い
う
。
楽
童
子
は
大
和

め
い
た
衣
裳
を
着
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
演
奏
の
音
楽
は
一
、二
曲
の
琉
歌
を
除
い
て
全
て
中
国
の
曲
目
で

あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
楽
童
子
は
書
を
所
望
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、「
席
書
」
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
（
図

18
）。

　

楽
童
子
が
書
く
文
字
の
内
容
や
書
風
に
つ
い
て
は
、
音
楽
や
舞
踊
と
同
様
に
、
中
国
的
な
も
の
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
た
め

に
幼
い
頃
か
ら
稽
古
に
励
ん
で
い
た
と
い
う
（
図
19
）。

　

ま
た
、
江
戸
上
り
の
際
、
琉
球
の
使
節
た
ち
が
薩
摩
の
神
社
に
中
国
風
の
書
を
し
た
た
め
寄
贈
し
た
も
の
が
現
在
も
扁
額

と
し
て
遺
さ
れ
て
い
る
。【
表
７
】
は
そ
れ
ら
の
扁
額
に
つ
い
て
の
一
覧
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
蹟
も
、
琉
球
の
人
物
の
書

が
、
文
徳
の
高
い
清
朝
の
正
統
を
汲
む
も
の
で
あ
る
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
、
中
国
書
蹟
と
同
様
に
需
要
の
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
も
の
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
、
琉
球
の
士
族
で
あ
る
古
波
蔵
親
雲
上
鄭
嘉
訓
は
文
化
十
三
年
（
一
八
一
五
）、
薩
摩
藩
主
島
津
斉
興
に
招
か
れ
、

藩
内
で
書
の
指
南
役
を
担
っ
た
と
い
う
。
鹿
児
島
市
の
黎
明
館
に
は
こ
の
鄭
嘉
訓
の
書
が
遺
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
薩
摩
に
は
、
中
国
書
蹟
を
珍
重
し
、
且
つ
、
琉
球
人
の
中
国
的
な
書
風
ま
で
を
も

評
価
し
、
積
極
的
に
摂
取
し
よ
う
と
す
る
気
風
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
琉
球
王
府
や
士
族
の
者
た
ち
は
所
蔵
す
る
中
国

書
蹟
や
自
ら
の
書
を
薩
摩
へ
献
上
し
て
い
た
。
鹿
児
島
に
現
存
す
る
中
国
書
蹟
も
そ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
も
た
ら
さ
れ

た
書
蹟
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　

第
四
章
　
江
戸
へ
渡
っ
た
中
国
書
蹟

　

東
京
国
立
博
物
館
に
は
、
琉
球
か
ら
薩
摩
を
通
じ
て
江
戸
へ
将
来
さ
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
中
国
書
蹟
が
七
点
現
存
し



130

て
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
ま
と
め
た
の
が
【
表
８
】
で
あ
る
。
こ
の
七
点
の
書
蹟
の
う
ち
、
五
点
の
書
蹟
に
つ
い
て

は
市
河
米
庵
の
『
小
山
林
堂
書
画
文
房
図
録）

11
（

』
に
記
載
が
み
ら
れ
る）

11
（

。
ま
た
、
米
庵
と
同
時
代
の
人
物
で
あ
る
浅
野
梅

堂
の
著
書
『
漱
芳
閣
書
画
記
』
に
も
、
薩
摩
の
者
か
ら
手
に
入
れ
た
と
さ
れ
る
中
国
書
蹟
に
関
す
る
記
述
が
複
数
存
在

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
件
の
文
献
の
記
述
か
ら
確
認
で
き
る
、
琉
球
を
経
由
し
て
江
戸
へ
渡
っ
た
中
国
書
蹟
に
つ
い
て

ま
と
め
た
の
が
【
表
９
】
で
あ
る
。

　

本
章
で
は
、
第
一
節
で
市
河
米
庵
『
小
山
林
堂
書
画
文
房
図
録
』
の
記
述
に
み
ら
れ
る
中
国
書
蹟
に
つ
い
て
、
第
二

節
で
は
、
浅
野
梅
堂
『
漱
芳
閣
書
画
記
』
に
み
ら
れ
る
中
国
書
蹟
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
識
語
の
内
容
を
検
討
し
な

が
ら
論
じ
て
い
く
。
こ
れ
に
よ
り
、
当
時
琉
球
を
経
由
し
た
中
国
書
蹟
が
江
戸
ま
で
将
来
さ
れ
て
い
た
実
相
を
明
ら
か

に
し
た
い
。

　
　
　
　
　

第
一
節
　
市
河
米
庵
『
小
山
林
堂
書
画
文
房
図
録
』
に
み
る
中
国
書
蹟

　

市
河
米
庵
（
一
七
七
九
─
一
八
五
八
）
は
、
儒
者
・
詩
人
と
し
て
名
高
い
市
河
寛
斎
の
長
男
で
あ
る
。
江
戸
京
橋
桶
町

に
生
ま
れ
、
名
を
三
亥
、
字
を
孔
陽
、
小
春
と
い
っ
た
。『
小
山
林
堂
書
画
文
房
図
録
』
は
、
市
河
米
庵
が
多
年
に
わ

た
り
収
集
し
た
品
を
図
録
と
し
て
刊
行
し
た
も
の
で
、
唐
・
宋
・
元
・
明
・
清
の
墨
蹟
、
書
画
、
銅
器
、
玉
器
、
文
房

具
な
ど
に
つ
い
て
、
模
図
を
付
し
、
作
者
、
伝
来
な
ど
を
識
語
と
し
て
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
書

蹟
の
う
ち
、
琉
球
を
通
じ
て
米
庵
の
手
元
に
渡
っ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
も
の
が
【
資
料
３
】
に
ま
と
め
た
七
点
で
あ

る
。　
　

　

こ
こ
で
は
、
米
庵
の
記
し
た
識
語
か
ら
、
当
時
、
米
庵
が
所
蔵
し
た
中
国
書
蹟
の
実
相
に
迫
っ
て
み
た
い
。

【
資
料
３
】『
小
山
林
堂
書
画
文
房
図
録
』
に
見
ら
れ
る
琉
球
に
関
連
す
る
書
蹟
の
識
語

①
徐
葆
光
五
律

　

徐
葆
光
、
字
亮
直
、
江
南
人
。
康
煕
壬
辰
進
士
。
官
翰
林
院
編
修
。
戊
戌
六
月
奉
命
、
册
封
琉
球
。

【表 8】東京に現存する、琉球を経由して江戸へ将来された中国書蹟の一覧

※『東京国立博物館 収蔵品目録 : 絵画 書跡 彫刻 建築』（東京国立博物館編集　1952 年 ) をもとに作成した。    
記載のみられる文献資料の有無は管見による。また、書蹟の成立年については、作者の来琉年をもとに推定した。

作者 書蹟名 形式 成立年 規格（㎝） 所蔵先 記載のみられる文献資料 本稿における図版

1 徐葆光 五言律詩 掛軸 康熙58年（1719） 107.6×56.1 東京国立博物館 有 ( 市河米庵『小山林堂
書画文房図録』庚冊 清二 )

2 周煌 七言律詩 掛軸 乾隆21年（1756） 130.3×75.8 東京国立博物館 有 ( 市河米庵『小山林堂
書画文房図録』庚冊 清二 )

3 汪楫 七言二句 掛軸 康熙22年（1683） 99.1×45.5 東京国立博物館 有 ( 市河米庵『小山林堂
書画文房図録』乙冊 清一 )

4 林麒 五言律詩 掛軸 康熙22年（1683） 81.8×39.4 東京国立博物館 有 ( 市河米庵『小山林堂
書画文房図録』乙冊 清一 )

5 全魁 五言律詩 掛軸 乾隆21年（1756） 40×64.2 東京国立博物館 無

6 王澍 臨欧陽詢書 掛軸 不明 131.8×75.8 東京国立博物館 有 ( 市河米庵『小山林堂
書画文房図録』庚冊 清二 ) 図 20

7 陳元輔 七言二句 掛軸 不明 126.4×52.1 東京国立博物館 無
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徐
書
、
余
所
経
見
、
多
臨
仿
者
。
此
幅
乃
自
運
隸
書
。
詩
亦
於
琉
球
所
作
。
事
詳
其

著
中
山
伝
信
録
。

　
（
徐
葆
光
、
字
は
亮
直
、
江
南
の
人
な
り
。
康
熙
壬
辰
の
進
士
。
官
は
翰
林
院
編
修
。
戊
戌

六
月
命
を
奉
じ
、
琉
球
に
冊
封
す
。
徐
の
書
、
余
経
見
せ
し
所
、
臨
仿
す
る
者
多
し
。
此

の
幅
乃
ち
自
運
の
隷
書
な
り
。
詩
も
亦
た
琉
球
に
於
い
て
作
る
所
な
り
。
事
其
の
著
の
中

山
伝
信
録
に
詳
ら
か
な
り
。）

②
周
煌
行
書
七
律

　

閣
学
周
煌
、
字
景
垣
、
号
海
山
、
四
川
人
。
乾
隆
丁
已
、
奉
命
、
冊
封
琉
球
国
。（
中

略
）
余
、
又
蔵
册
封
使
全
魁
、
趙
文
楷
、
李
鼎
元
等
、
及
近
今
人
書
数
十
幅
。
皆
不

備
載
。

　
（
閣
学
周
煌
、
字
は
景
垣
、
号
は
海
山
。
四
川
の
人
な
り
。
乾
隆
丁
已
、
命
を
奉
じ
、
琉
球

国
に
冊
封
し
た
り
。（
中
略
）
余
、
又
た
冊
封
使
全
魁
、
趙
文
楷
、
李
鼎
元
等
、
及
び
近
今

の
人
の
書
数
十
幅
を
蔵
す
る
も
、
皆
は
備
載
せ
ず
。）

③
汪
楫
行
書
七
言
二
句

　

汪
楫
、
字
舟
次
、
号
悔
斎
、
江
都
人
。（
中
略
）
書
法
以
骨
勝
、
有
楊
凝
式
米
芾
之
神
。

挙
博
学
鴻
詞
、
授
検
討
、
充
封
琉
球
正
使
。（
中
略
）
寛
政
丙
辰
冬
、
琉
球
襲
封
、
遣

来
使
謝
恩
。
此
幅
出
薩
人
手
。
数
転
帰
余
。

　
（
汪
楫
、
字
は
舟
次
、
号
は
悔
斎
、
江
都
の
人
な
り
。（
中
略
）
書
法
は
骨
勝
を
以
て
、
楊
凝

式
米
芾
の
神
有
り
。
博
学
鴻
詞
に
挙
げ
ら
れ
、
検
討
を
授
け
、
琉
球
正
使
に
充
封
す
。（
中

略
）
寛
政
丙
辰
の
冬
、
琉
球
襲
封
し
、
来
使
に
遣
ひ
し
て
謝
恩
せ
し
む
。
此
の
幅
、
薩
人

の
手
よ
り
出
で
、
数
転
し
て
余
に
帰
す
。）

④
清
林
麒

五
律

　

林
麒

石
来
、
莆
田
人
。（
中
略
）
按
康
煕
廿
二
年
、
汪
楫
為
正
使
、
林
為
副
使
至
琉

市河米庵『小山林堂書画文房図録』、浅野梅堂『漱芳閣書画記』の記述をもとに作成した。

【表 9】文献の記述から、琉球を経由して江戸へ将来されたことが確認できる中国書蹟

引用文献 作者 文献に記された書蹟名 形式 書蹟の現存

1 市河米庵『小山林堂書画文房図録』庚冊清二 徐葆光 徐葆光五律 掛軸 有（東京国立博物館所蔵）

2 市河米庵『小山林堂書画文房図録』庚冊清二 周煌 周煌行書七律 掛軸 有（東京国立博物館所蔵）

3 市河米庵『小山林堂書画文房図録』乙冊清一 汪楫 汪楫行書七言二句 掛軸 有（東京国立博物館所蔵）

4 市河米庵『小山林堂書画文房図録』乙冊清一 林麒 林麒 五律 掛軸 有（東京国立博物館所蔵）

5 市河米庵『小山林堂書画文房図録』乙冊清一 陳翼 陳翼草書五絶 掛軸 無

6 市河米庵『小山林堂書画文房図録』庚冊清二 王澍 王虚舟臨欧陽率更書 掛軸 有（東京国立博物館所蔵）

7 市河米庵『小山林堂書画文房図録』庚冊清二 陳元輔 陳元輔七律 掛軸 無

8 浅野梅堂『漱芳閣書画記』清人懸幅 汪楫 汪楫詩幅 掛軸 無

9 浅野梅堂『漱芳閣書画記』清人懸幅 陳翼 陳翼草書幅 掛軸 無

10 浅野梅堂『漱芳閣書画記』清人懸幅 周煌 周煌詩幅 掛軸 無

11 浅野梅堂『漱芳閣書画記』清人懸幅 趙文楷 趙文楷詩幅 掛軸 無

12 浅野梅堂『漱芳閣書画記』清人懸幅 李鼎元 李鼎元書 掛軸 無

13 浅野梅堂『漱芳閣書画記』清人懸幅 高人鑑 高人鑑聯幅 聯 無

14 浅野梅堂『漱芳閣書画記』清人懸幅 寄塵 寄塵詩幅 掛軸 無

15 浅野梅堂『漱芳閣書画記』清人懸幅 斎鯤 斎鯤書幅 掛軸 無

16 浅野梅堂『漱芳閣書画記』元明清帖冊 王文治 王文治書諸体詩冊 帖冊 無

17 浅野梅堂『漱芳閣書画記』元明清帖冊 王文治 又落花詩冊 帖冊 無
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球
。
此
詩
、
想
在
琉
球
所
作
。

　
（
林
麒

石
来
、
莆
田
の
人
な
り
。（
中
略
）
按
ず
る
に
康
熙
廿
二
年
、
汪
楫
正
使
と
為
り
、
林
副
使
と
為
り
て
琉
球
に
至
る
。
此

の
詩
、
想
ふ
に
琉
球
に
在
り
て
作
る
所
な
り
。）

⑤
清
陳
翼
草
書
五
絶

　

張
学
礼
使
琉
球
紀
載
、
康
煕
元
年
、
張
学
礼
、
王
垓
、
册
封
琉
球
。
例
有
従
客
。
姑
蘇
陳
翼
、
友
石
。
多
才
芸
、
挾
以
行
、

授
王
子
等
琴
。
求
書
者
、
無
虚
日
。
此
書
稍
帯
文
法
、
頗
有
雅
趣
。

　
（
張
学
礼
使
琉
球
紀
に
、
康
熙
元
年
、
張
学
礼
、
王
垓
、
琉
球
に
冊
封
す
。
例
に
よ
り
従
客
有
り
。
姑
蘇
の
陳
翼
、
字
は
友
石
。
才

芸
多
く
、
挟
み
て
行
く
を
以
て
、
王
子
等
に
琴
を
授
く
。
書
を
求
む
る
者
、
虚
日
無
し
、
と
載
す
。
此
の
書
稍
か
に
文
の
法
を
帯

び
、
頗
る
雅
趣
有
り
。）

⑥
王
虚
舟
臨
欧
陽
率
更
書

　

王
澍
、
字
虚
舟
、
金
壇
人
。（
中
略
）
余
獲
之
薩
人
。
蓋
係
琉
球
册
封
使
所
齎
来
者
。

　
（
王
澍
、
字
は
虚
舟
、
金
壇
の
人
な
り
。（
中
略
）
余
は
薩
人
よ
り
之
を
獲
た
り
。
蓋
し
琉
球
冊
封
使
に
係
り
て
齎
来
す
る
所
の
者

な
り
。）

⑦
清
陳
元
輔
七
律

　

中
山
詩
文
集
云
、
陳
元
輔
、
字
昌
箕
、
閩
中
人
。
補
県
丞
、
康
煕
己
巳
使
琉
球
。
有
枕
山
楼
集
。
陳
書
世
多
伝
之
。
皆
草

書
磊
磈
。
此
幅
小
行
帯
草
、
殊
為
沈
勁
。
其
詩
、
則
使
琉
球
時
、
唱
和
之
作
。
陳
、
又
有
枕
山
楼
詩
話
。
余
家
蔵
之
。

　
（
中
山
詩
文
集
に
云
ふ
、
陳
元
輔
、
字
は
昌
箕
、
閩
中
の
人
な
り
。
県
丞
に
補
さ
れ
、
康
熙
己
巳
琉
球
に
使
ひ
す
。
枕
山
楼
集
有
り
、

と
。
陳
の
書
世
に
多
く
之
を
伝
ふ
。
皆
草
書
は
磊
磈
、
此
の
幅
小
行
に
草
を
帯
び
、
殊
に
勁
を
沈
す
る
を
為
す
。
其
の
詩
、
則
ち

琉
球
に
使
ひ
し
時
、
唱
和
の
作
な
り
。
陳
、
又
た
枕
山
楼
詩
話
有
り
。
余
之
を
家
蔵
す
。）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
①
か
ら
⑦
の
番
号
、
お
よ
び
句
読
点
は
稿
者
に
よ
る
。

　
『
小
山
林
堂
書
画
文
房
図
録
』
に
掲
載
さ
れ
た
中
国
書
蹟
の
う
ち
、
琉
球
を
訪
れ
た
冊
封
使
節
の
書
蹟
は
①
か
ら
⑤
の
五

点
、
清
か
ら
琉
球
へ
舶
来
さ
れ
た
後
に
薩
摩
を
通
じ
て
米
庵
の
手
に
渡
り
、
架
蔵
さ
れ
た
書
蹟
が
⑤
⑥
の
二
点
で
あ
る
。
こ
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の
中
に
は
、『
虚
舟
題
跋
』
等
の
書
論
で
著
名
な
王
澍
の
書
蹟
も
み
ら
れ
る
（
図
20
）。

　

ま
た
、
②
の
識
語
に
「
余
、
又
た
冊
封
使
全
魁
、
趙
文
楷
、
李
鼎
元
等
、
及
び
近
今
の
人
の
書
数
十
幅
を
蔵
す
る
も
、
皆

は
備
載
せ
ず
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
米
庵
は
『
小
山
林
堂
書
画
文
房
図
録
』
に
記
載
し
た
書
蹟
以
外
に
も
、
冊
封
使
節
と
し
て

琉
球
を
訪
れ
た
全
魁
、
趙
文
楷
、
李
鼎
元
と
い
っ
た
人
物
達
の
書
蹟
を
数
十
幅
所
蔵
し
て
い
た
と
い
う
。
第
一
章
で
述
べ
た

通
り
、
来
琉
し
た
使
節
の
書
は
琉
球
に
お
け
る
需
要
が
大
変
多
く
、
尚
且
つ
、
清
朝
側
の
事
情
で
、
そ
の
高
い
文
徳
を
示
す

べ
く
、
書
蹟
の
揮
毫
や
下
賜
が
い
た
る
所
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
書
蹟
が
ほ
ぼ
間
を
空
け
ず
に
薩
摩
を
経
由
し
て

米
庵
の
手
に
渡
っ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
事
実
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
書
蹟
が
米
庵
の
手
元
に
渡
っ
た
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
③
の
識
語
に
「
寛
政
丙
辰
の
冬
、
琉
球
襲
封
し
、
来
使

に
遣
ひ
し
て
謝
恩
せ
し
む
。
此
の
幅
、
薩
人
の
手
よ
り
出
で
、
数
転
し
て
余
に
帰
す
。」、
⑥
の
識
語
に
「
余
は
薩
人
よ
り
之

を
獲
た
り
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
薩
摩
の
人
物
を
介
し
て
入
手
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
記
述
に
よ
り
、
米
庵
が
薩
摩

の
人
物
と
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
琉
球
か
ら
書
蹟
が
流
通
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か

図
20　
王
澍
「
臨
欧
陽
詢
書
」　
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
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し
な
が
ら
、
米
庵
が
薩
摩
の
ど
の
よ
う
な
人
物
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
場
に
於
い
て
書
蹟
を
手
に
入
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て

は
、
こ
の
識
語
の
み
で
は
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

第
二
節
　
浅
野
梅
堂
『
漱
芳
閣
書
画
記
』
に
み
え
る
中
国
書
蹟

　

浅
野
梅
堂
（
一
八
一
六
─
一
八
八
〇
）。
名
は
長
祚
、
字
は
胤
卿
、
号
を
梅
堂
と
し
た
。
江
戸
飯
田
町
に
生
ま
れ
た
禄

高
三
千
五
百
石
の
旗
本
で
、
書
画
へ
の
造
詣
が
深
く
、
幕
末
を
代
表
す
る
蒐
集
家
と
し
て
も
名
を
馳
せ
た
。
慶
応
三
年

（
一
八
六
七
）
に
隠
居
し
、
維
新
後
は
入
谷
に
移
り
、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
六
十
五
歳
で
没
し
た）

11
（

。

　
『
漱
芳
閣
書
画
記）

1（
（

』
は
、
浅
野
梅
堂
が
そ
の
漱
芳
閣
に
所
蔵
す
る
書
画
、
典
籍
、
器
玩
に
つ
い
て
、
題
跋
や
図
賞
、
版
式
、

規
格
を
記
し
、
さ
ら
に
自
ら
の
意
見
を
交
え
つ
つ
識
語
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
、
宋
元
明
懸
幅
、
清
人
懸
幅
、
元

明
清
巻
軸
、
元
明
清
帖
冊
、
宋
元
板
朝
鮮
板
旧
抄
本
、
古
法
帖
及
文
房
諸
器
玩
の
六
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
豊
富
な
書
画
や

典
籍
に
関
す
る
情
報
や
、
識
語
に
述
べ
ら
れ
た
内
容
か
ら
も
、
こ
の
文
献
は
、
近
世
に
お
け
る
中
国
書
蹟
・
絵
画
の
舶
来
と

い
っ
た
日
中
文
物
交
流
の
実
情
を
示
す
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
『
漱
芳
閣
書
画
記
』
に
記
載
さ
れ
た
書
蹟
の
う
ち
、
琉
球
に
関
連
す
る
も
の
と
判
断
で
き
る
も
の
が
【
資
料
４
】
の

十
点
で
あ
る
。

【
資
料
４
】『
漱
芳
閣
書
画
記
』
に
み
ら
れ
る
琉
球
関
連
の
書
蹟

①
清
汪
楫
詩
幅

　

右
、
行
書
四
行
。
案
舟
次
、
嘗
奉
琉
球
。
此
詩
、
當
爾
時
所
作
也
。
詩
書
俱
佳
。

　
（
右
、
行
書
四
行
な
り
。
案
ず
る
に
舟
次
、
嘗
て
琉
球
に
奉
ず
。
此
の
詩
、
爾そ

の
時
に
当
た
り
作
り
し
所
な
り
。
詩
書
俱
に
佳
し
。）

②
清
陳
翼
草
書
幅

　

友
石
、
康
煕
初
使
琉
球
。（
中
略
）
此
書
在
龍
国
所
書
。
僅
々
十
字
甚
有
可
観
。
昔
年
、
赴
任
于
浦
賀
。
安
龍

以
贐
之
。

（
友
石
、
康
熙
初
に
琉
球
に
使
ひ
す
。（
中
略
）
此
の
書
龍
国
に
在
り
て
書
す
る
所
な
り
。
僅
々
十
字
な
る
も
甚
だ
観
る
べ
き
有
り
。
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昔
年
、
浦
賀
に
赴
任
す
。
安
龍

以
て
之
を
贐
と
す
。）

③
清
周
煌
詩
幅

　

按
、
煌
、
字
景
垣
、
号
緒
楚
、
四
川
涪
洲
人
。
乾
隆
二
十
一
年
、
以
翰
林
院
編
修
、
副
全
魁
而
奉
使
琉
球
。
此
蓋
彼
時
所

書
也
。
書
法
沈
着
、
詩
亦
太
雅
。
不
失
学
士
之
本
色
。

　
（
按
ず
る
に
、
煌
、
字
は
景
垣
、
号
は
緒
楚
、
四
川
涪
洲
の
人
な
り
。
乾
隆
二
十
一
年
、
翰
林
院
編
修
を
以
て
、
全
魁
に
副
ひ
て
琉

球
に
奉
使
す
。
此
れ
蓋
し
彼
の
時
に
書
す
る
所
な
り
。
書
法
沈
着
に
し
て
、
詩
も
亦
た
太
だ
雅
な
り
。
学
士
の
本
色
を
失
は
ず
。）

④
清
趙
文
楷
詩
幅

　

按
、
文
楷
、
江
南
太
湖
県
人
。
嘉
慶
五
年
、
以
翰
林
院
修
撰
奉
使
琉
球
。
此
蓋
在
彼
所
書
者
。

　
（
按
ず
る
に
、
文
楷
、
江
南
太
湖
県
の
人
な
り
。
嘉
慶
五
年
、
翰
林
院
修
撰
を
以
て
琉
球
に
奉
使
す
。
此
れ
蓋
し
彼
に
在
り
て
書
す

る
所
の
者
な
り
。）

⑤
李
鼎
元
書

　

此
亦
在
琉
球
所
書
者
。
按
鼎
元
、
字
墨
荘
、
四
川
綿
州
人
。
官
内
閣
中
書
舎
人
。
嘉
慶
五
年
副
趙
文
楷
而
使
琉
球
。

　
（
此
れ
も
亦
た
琉
球
に
在
り
て
書
す
る
所
の
者
な
り
。
按
ず
る
に
鼎
元
、字
は
墨
荘
、四
川
綿
州
の
人
な
り
。
官
は
内
閣
中
書
舎
人
。

嘉
慶
五
年
趙
文
楷
に
副
ひ
て
琉
球
に
使
ひ
す
。）

⑥
清
高
人
鑑
聯
幅

　

高
人
鑑
、
道
光
年
册
封
使
。
故
其
蹟
、
自
龍
求
多
伝
。

　
（
高
人
鑑
、
道
光
年
の
冊
封
使
な
り
。
故
に
其
の
蹟
、
龍
求
よ
り
多
く
伝
へ
り
。）

⑦
清
寄
塵
詩
幅

　

右
行
書
三
行
。
筆
意
勁
攀
。

　
（
右
行
書
三
行
。
筆
意
勁
攀
た
り
。）

⑧
清
斎
鯤
書
幅

　

行
書
。
書
、
通
暢
。

　
（
行
書
。
書
、
通
暢
た
り
。）
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⑨
清
王
文
治
書
諸
体
詩
冊

　

嘗
従
全
魁
、
至
琉
球
。
故
其
書
、
頗
伝
我
邦
。
然
多
片
詞
隻
句
、
未
見
如
此
本
完
具
精
妙
者
也
。

　
（
嘗
て
全
魁
に
従
ひ
、
琉
球
に
至
る
。
故
に
其
の
書
、
頗
る
我
邦
に
伝
ふ
。
然
れ
ど
も
片
詞
隻
句
多
く
、
未
だ
此
の
本
の
如
く
完
具

に
し
て
精
妙
な
る
者
を
見
ざ
る
な
り
。）

⑩
又
落
花
詩
冊

　

夢
楼
、
従
乾
隆
廿
一
年
册
封
使
全
魁
、
周
煌
等
赴
琉
球
。
于
時
歳
猶
廿
余
。
書
法
専
歩
趨
坡
仙
。
而
今
存
我
邦
者
、
多
係

此
時
之
筆
。

　
（
夢
楼
、
乾
隆
廿
一
年
冊
封
使
全
魁
、
周
煌
等
に
従
ひ
て
琉
球
に
赴
く
。
時
に
歳
猶
ほ
廿
余
。
書
法
は
専
ら
坡
仙
に
歩
趨
す
。
而
し

て
今
我
邦
に
存
す
る
者
、
多
く
此
の
時
の
筆
に
係
れ
り
。）

※
①
か
ら
⑩
の
番
号
は
稿
者
に
よ
る
。

　

こ
れ
ら
の
識
語
を
見
て
み
る
と
、
梅
堂
は
「
此
の
詩
、
当
に
尓
の
時
に
作
る
所
な
り
。」「
蓋
し
彼
に
在
り
て
書
す
る
所
の

者
な
り
。」
と
記
し
、
こ
れ
ら
が
琉
球
で
揮
毫
さ
れ
た
書
蹟
で
あ
る
と
推
察
し
て
い
る
。
⑦
の
寄
塵）

11
（

、
⑧
の
斎
鯤）

11
（

に
つ
い
て

は
、
書
人
と
し
て
著
名
な
人
物
で
は
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
梅
堂
の
識
語
に
琉
球
を
訪
れ
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
記
載
は

み
ら
れ
な
い
。
一
方
で
、
王
文
治
に
対
し
て
は
、
か
つ
て
琉
球
を
訪
れ
た
こ
と
や
、
そ
れ
ゆ
え
に
我
が
国
に
伝
来
す
る
書
蹟

が
非
常
に
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
識
語
か
ら
、
幕
末
に
お
い
て
は
、
す
で
に
王
文
治
が
琉
球
を
訪
れ
て
い

た
事
実
は
、
江
戸
の
文
人
に
と
っ
て
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
中
国
の
書
蹟
や
書

人
に
関
す
る
情
報
が
清
や
琉
球
か
ら
江
戸
へ
伝
達
さ
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

　

梅
堂
は
米
庵
と
同
様
に
、
そ
れ
ら
の
書
蹟
を
所
蔵
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
学
識
趣
味
に
従
っ
て
広
範
囲
の
人
々
と
交
際

し
て
い
た）

11
（

。
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
伊
勢
長
島
藩
主
の
増
山
正
賢
、
伊
勢
神
戸
藩
主
の
本
多
忠
敬
、
肥
前
蓮
池
藩
主
の
鍋
島

直
興
と
い
っ
た
藩
主
や
、
米
庵
、
貫
名
海
屋
と
い
っ
た
書
家
で
あ
り
鑑
識
家
で
も
あ
る
人
物
な
ど
多
岐
に
渡
っ
て
い
た）

11
（

。『
漱

芳
閣
書
画
記
』
の
内
容
を
見
て
い
く
と
、
彼
ら
が
そ
の
文
化
人
サ
ー
ク
ル
に
お
い
て
、
詩
文
を
語
り
書
画
を
鑑
賞
し
合
い
、

己
の
収
蔵
を
誇
り
他
の
逸
品
を
羨
望
す
る
な
ど
、
ま
さ
に
文
人
た
る
日
常
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

今
後
は
、
琉
球
を
経
由
し
て
薩
摩
か
ら
江
戸
へ
も
た
ら
さ
れ
た
中
国
書
蹟
が
、
こ
れ
ら
の
書
家
た
ち
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
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に
評
価
さ
れ
、
彼
ら
の
書
作
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

以
上
、
四
章
に
わ
た
り
、
琉
球
か
ら
薩
摩
、
薩
摩
か
ら
江
戸
へ
渡
っ
た
中
国
書
蹟
に
つ
い
て
、
現
存
す
る
書
蹟
の
リ
ス
ト

を
提
示
し
、
現
存
し
な
い
書
蹟
に
関
し
て
は
文
献
資
料
の
記
述
か
ら
そ
れ
ら
の
書
蹟
が
存
在
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
、
そ
れ
ら
が
伝
播
し
た
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
真
栄
平
氏
の
諸
研
究
を
は
じ
め
歴
史
学
の
研
究
を
頼
り
と
し
な
が

ら
把
握
に
努
め
た
。

　

本
研
究
で
紹
介
し
た
沖
縄
や
鹿
児
島
、
そ
し
て
東
京
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
書
跡
の
う
ち
、
現
在
、
展
覧
会
等
で
実
見
が
可

能
な
も
の
は
、
東
京
国
立
博
物
館
で
時
折
展
示
さ
れ
る
市
河
米
庵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
数
点
に
過
ぎ
な
い
。
今

後
、
こ
れ
ら
の
書
蹟
の
存
在
を
人
々
に
周
知
し
、
書
道
史
上
に
位
置
付
け
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
が
美
術
品
と
し
て
個

別
に
有
す
る
美
的
価
値
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
中
国
書
蹟
が
揮
毫
さ

れ
、
流
通
し
た
当
時
に
お
け
る
社
会
的
価
値
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
点
で
、
本
研
究

が
こ
れ
ら
の
書
蹟
と
そ
の
流
通
ル
ー
ト
の
存
在
を
理
解
す
る
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
中
国
書
蹟
が
揮
毫
さ
れ
た
清
に
お
い
て
、
書
蹟
は
国
の
文
化
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
示
す
最
先
端
の
文
物
で
あ
り
ツ
ー

ル
で
あ
っ
た
。
王
文
治
や
何
紹
基
を
は
じ
め
と
す
る
時
代
を
代
表
す
る
文
人
達
が
琉
球
を
訪
れ
、
貴
重
な
文
物
と
し
て
人
々

に
認
識
さ
れ
て
い
た
書
蹟
が
多
数
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

今
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
蹟
が
制
作
さ
れ
た
背
景
や
、
そ
の
書
風
の
分
析
を
し
、
い
か
に
書
作
品
と
し
て
個
別
の
価
値
を

持
つ
も
の
で
あ
る
の
か
も
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
中
国
書
蹟
が
琉
球
や
薩
摩
、
江
戸
に
お

い
て
如
何
に
受
容
さ
れ
、
書
作
品
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

〈
注
〉

（
1
）
島
谷
弘
幸
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
中
国
文
化
の
受
容
」（『
東
京
国
立
博
物
館　

特
別
展
観　

唐
様
の
書
』
東
京
国
立
博
物
館
、
一
九
九
六
年
）、

髙
橋
利
郎
『
江
戸
の
書
』（
二
玄
社
、
二
〇
一
〇
年
）。
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（
2
）
大
庭
脩
「
海
を
渡
っ
た
中
国
の
『
書
』
─
江
戸
時
代
に
舶
載
さ
れ
た
法
帖
類
─
」（『
月
刊
し
に
か
』
十
一
月
号　

大
修
館
書
店
、一
九
九
八

年
）、
大
庭
脩
「
江
戸
時
代
に
舶
載
さ
れ
た
法
帖
の
研
究
」（『
書
学
書
道
史
研
究
』
第
八
号
書
学
書
道
史
学
会
、
一
九
九
八
年
）、
大
庭
脩
『
江
戸
時

代
に
お
け
る
唐
船
持
渡
書
の
研
究
』 （
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
、
一
九
六
七
年
）。

（
3
）
前
掲
注
（
1
）
島
谷
弘
幸
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
中
国
文
化
の
受
容
」。

（
4
）
前
掲
注
（
2
）
大
庭
脩
「
海
を
渡
っ
た
中
国
の
『
書
』
─
江
戸
時
代
に
舶
載
さ
れ
た
法
帖
類
─
」。

（
5
）
壷
井
義
正
「
解
題
」（『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
資
料
集
刊
八　

附
注
影
印　

漱
芳
閣
書
画
記
』
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
、
一
九
七
三

年
）。

（
6
）『
冊
封
使
─
中
国
皇
帝
の
使
者
─
』（
沖
縄
県
立
博
物
館
友
の
会
、
一
九
八
九
年
）。

（
7
）
大
庭
脩
『
江
戸
時
代
に
お
け
る
唐
船
持
渡
書
の
研
究
』（
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
、
一
九
六
七
年
）。

（
8
）
琉
球
と
中
国
、そ
し
て
薩
摩
等
の
関
係
と
文
物
交
流
に
つ
い
て
は
、真
栄
平
房
昭
「
琉
球
王
国
に
伝
来
し
た
中
国
絵
画
─
唐
物
の
輸
入
と
王
権

を
め
ぐ
る
視
点
─
」（『
沖
縄
文
化
』
百
号　

沖
縄
文
化
協
会
、
二
〇
〇
六
年
）、
真
栄
平
房
昭
「
海
を
越
え
た
扁
額
─
『
薩
遊
紀
行
』
に
み
る
琉

球
・
中
国
の
扁
額
─
」（『
海
が
繋
い
だ
薩
摩
─
琉
球
』
南
さ
つ
ま
市
坊
津
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
輝
津
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
真
栄
平
房
昭
「
琉
球
使

節
の
唐
旅
と
文
化
交
流
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』N

o.147　

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。
ま
た
、
薩
摩
と
琉
球
の
文
物
の
交
流

に
つ
い
て
は
、
高
津
孝
氏
の
『
博
物
学
と
書
物
の
東
ア
ジ
ア
─
薩
摩
・
琉
球
と
海
域
交
流
─
』（
容
樹
書
林
、
二
〇
一
〇
年
）
に
詳
し
い
。

（
9
）『
昭
和
五
十
七
年
度
沖
縄
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
四
十
四
集　

歴
史
資
料
調
査
Ⅳ　

扁
額
・
聯
等
遺
品
調
査
報
告
書
』（
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、

一
九
八
二
年
）。
巻
頭
の
「
資
料
目
録
」
に
よ
る
と
、
こ
れ
が
沖
縄
に
遺
さ
れ
た
書
蹟
に
関
す
る
初
め
て
の
調
査
で
あ
る
と
い
う
。

（
10
）
陳
大
端
・
真
栄
平
房
昭
（
訳
）「
清
代
に
お
け
る
琉
球
国
王
の
冊
封
」（『
九
州
文
化
史
研
究
紀
要
』
第
三
十
三
号　

九
州
文
化
史
研
究
所
編
、
一

九
八
八
年
）。

（
11
）「
冊
封
使
録
」
と
は
、
琉
球
を
訪
れ
た
明
や
清
の
冊
封
使
た
ち
が
、
琉
球
で
行
わ
れ
た
故
王
の
諭
祭
と
新
王
の
冊
封
の
儀
式
、
そ
し
て
滞
在
中
に

見
聞
し
た
風
俗
・
習
慣
地
理
・
歴
史
・
言
語
な
ど
に
つ
い
て
、
帰
国
後
に
記
し
た
も
の
。
当
時
の
中
国
人
の
目
を
通
し
た
琉
球
の
有
り
様
を
概
観
で

き
る
点
で
、
琉
球
史
の
研
究
に
於
い
て
は
欠
か
せ
な
い
史
料
で
あ
る
。

（
12
）「
馬
姓
家
譜
（
小
禄
家
）」（『
那
覇
市
史
』
家
譜
資
料
三　

那
覇
市
史
編
集
室
、
一
九
八
二
年
）
の
「
九
世
馬
亮
功
（
仲
里
里
主
）」
の
頁
。

（
13
）「
毛
姓
家
譜
（
伊
野
波
家
）」（『
那
覇
市
史
』
家
譜
資
料
三　

那
覇
市
史
編
集
室
、一
九
八
二
年
）
の
「
十
三
世
盛

」
の
頁
に
は
次
の
よ
う
な
記

述
が
み
ら
れ
る
。「
道
光
十
八
年
戊
戌
六
月
、
勅
使
問
安
之
時
、
正
使
林
鴻
年
賜
掛
床
字
、
並
物
件
。
副
使
高
人
鑑
賜
掛
床
字
、
並
物
件
。
八
月
十

六
日
、
正
副
使
遊
覧
弁
嶽
之
時
、
賜
掛
物
各
一
幅
、
十
八
日
遊
覧
末
吉
宮
之
時
、
正
副
使
賜
掛
物
各
一
幅
。」。

（
14
）
城
間
圭
太
「
何
紹
基
と
琉
球
訪
問
─
沖
縄
県
立
図
書
館
東
恩
納
寛
惇
文
庫
蔵
『
冊
封
琉
球
賦
』
を
中
心
に
─
」（『
大
学
書
道
研
究
』
二
号　

全
国
大
学
書
道
学
会
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
15
）
前
掲
注
（
6
）『
冊
封
使
─
中
国
皇
帝
の
使
者
─
』。

（
16
）
黨
武
彦
「
清
代
の
翰
林
院
―
清
初
か
ら
嘉
慶
期
ま
で
―
」（『
専
修
大
学
人
文
科
学
研
究
所
月
報
』
第
一
九
四
号　

専
修
大
学
人
文
科
学
研
究

所
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
17
）
黒
江
一
郎
「
王
文
治
と
琉
球
」（『
宮
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
二
一
号　

宮
崎
大
学
教
育
学
部
、
一
九
七
六
年
）。

（
18
）『
清
史
列
伝
』
巻
七
三
、『
碑
伝
集
』
巻
九
、『
続
碑
伝
集
』
巻
一
八
、『
国
朝
書
人
輯
略
』
巻
一
〇
に
所
収
。
青
木
正
児
氏
の
「
何
紹
基
の
書
学
」
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は
、『
青
木
正
児
全
集
』
第
二
巻
「
支
那
文
学
芸
術
考
」（
春
秋
社
、
一
九
七
〇
年
）
に
所
収
。
い
ず
れ
も
、
道
光
十
七
年
か
ら
十
八
年
の
何
紹
基
の

詳
細
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。

（
19
）「
東
洲
草
堂
文
鈔
」
に
つ
い
て
は
、『
清
代
稿
本
百
種
彙
刊
』
七
二
（
文
海
出
版
社
、
一
九
七
四
年
）、『
歴
代
画
家
詩
文
集
』
二
一
（
台
湾
学
生

書
局
、
一
九
七
一
年
）、『
近
代
中
国
史
料
叢
刊
』
第
八
九
輯
（
文
海
出
版
社
、
一
九
七
三
年
）
の
三
種
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）
前
掲
注
（
14
）
城
間
圭
太
「
何
紹
基
と
琉
球
訪
問
─
沖
縄
県
立
図
書
館
東
恩
納
寛
惇
文
庫
蔵
『
冊
封
琉
球
賦
』
を
中
心
に
─
」。

（
21
）
沖
縄
史
の
大
家
で
あ
る
東
恩
納
寛
惇
氏
（
一
八
八
二
─
一
九
六
三
）
の
旧
蔵
書
を
所
蔵
す
る
文
庫
。
一
九
七
二
年
の
本
土
復
帰
後
は
、沖
縄
県
立

図
書
館
に
継
承
さ
れ
た
。
一
九
八
二
年
、
新
館
建
設
の
た
め
同
文
庫
は
取
り
壊
さ
れ
、
蔵
書
は
図
書
館
内
の
特
殊
文
庫
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）「
何

叟
日
記
」（『
古
学
彙
刊
』
広
陵
書
社 

、
二
〇
〇
六
年
）。

（
23
）
前
掲
注
（
16
）
黨
武
彦
「
清
代
の
翰
林
院
―
清
初
か
ら
嘉
慶
期
ま
で
―
」。

（
24
）『
清　

何
紹
基
作
品
集
』（『
書
跡
名
品
叢
刊
』
一
一
〇　

二
玄
社
刊
、
一
九
六
三
年
）
所
収
。

（
25
）
前
掲
注
（
10
）
陳
大
端
・
真
栄
平
房
昭
（
訳
）「
清
代
に
お
け
る
琉
球
国
王
の
冊
封
」。

（
26
）
琉
球
へ
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
清
皇
帝
の
御
書
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
6
）『
冊
封
使
─
中
国
皇
帝
の
使
者
─
』
を
は
じ
め
、
多
く
の
研
究

や
資
料
に
お
い
て
そ
の
一
覧
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
御
書
院
御
物
帳
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
書
蹟
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
8
）
真
栄
平

房
昭
「
琉
球
王
国
に
伝
来
し
た
中
国
絵
画
─
唐
物
の
輸
入
と
王
権
を
め
ぐ
る
視
点
─
」
に
お
い
て
一
覧
が
作
成
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
27
）
前
掲
注
（
8
）
真
栄
平
房
昭
「
琉
球
王
国
に
伝
来
し
た
中
国
絵
画
─
唐
物
の
輸
入
と
王
権
を
め
ぐ
る
視
点
─
」。

（
28
）
渡
名
喜
明
「〈
資
料
紹
介
〉『
御
書
院
御
物
帳
』（
沖
縄
県
立
博
物
館
蔵
）『
御
座
飾
帳
』（
同
）『
御
書
院
並
南
風
御
殿
御
床
飾
』（
同
）」（『
沖
縄

県
立
博
物
館
紀
要
』
第
八
号　

沖
縄
県
立
博
物
館
、
一
九
八
二
年
）。

（
29
）『
琉
球
録
話
』（『
内
閣
文
庫
所
蔵
写
本
（
旧
外
務
省
本
）』
成
島
司
直
編
、
書
写
年
不
明
）。

（
30
）
高
津
孝
『
博
物
学
と
書
物
の
東
ア
ジ
ア
─
薩
摩
・
琉
球
と
海
域
交
流
─
』（
容
樹
書
林
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
31
）
塚
本
麿
充
「
宋
代
皇
帝
御
書
の
機
能
と
社
会
─
孝
宗
『
太
白
名
山
碑
』（
東
福
寺
）
を
め
ぐ
っ
て
」（『
美
術
史
論
集
』
第
七
号　

神
戸
大
学
美

術
史
研
究
会
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
32
）『
清
代
起
居
注
冊
・
康
熙
期
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
33
）
陳
碩
炫
「
一
、清
代
琉
球
進
貢
使
節
派
遣
日
程
に
つ
い
て
」（『
琉
球
大
学 

人
の
移
動
と
二
一
世
紀
の
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
Ⅸ 

中
国
と
琉
球
人
の
移

動
を
探
る
─
明
清
時
代
を
中
心
と
し
た
デ
ー
タ
の
構
築
と
研
究
─
』
赤
嶺
守
・
朱
徳
蘭
・
謝
必
震
編
、
彩
流
社
、
二
〇
一
三
年
）。

（
34
）『
歴
代
宝
案
』
と
は
、
琉
球
王
国
の
外
交
文
書
を
記
録
し
た
漢
文
史
料
。
全
二
七
〇
巻
か
ら
な
る
が
、
現
存
す
る
の
は
二
五
〇
巻
。

（
35
）
増
田
知
之
「
康
熙
帝
に
よ
る
『
書
』
文
化
政
策
の
一
端
─
そ
の
法
帖
刊
行
事
業
を
中
心
に
─
」（『
金
壷
集
―
石
田
肇
教
授
退
休
記
念
金
石

書
学
論
叢
―
』
石
田
肇
教
授
退
休
記
念
事
業
会
、
二
〇
一
三
年
）。

（
36
）
前
掲
注
（
30
）
高
津
孝
『
博
物
学
と
書
物
の
東
ア
ジ
ア
─
薩
摩
・
琉
球
と
海
域
交
流
─
』。

（
37
）
小
野
ま
さ
子
他
「
史
料
紹
介　

岸
秋
正
文
庫
『
薩
遊
紀
行
』」（『
史
料
編
集
室
紀
要
』
沖
縄
県
教
育
庁
文
化
財
課
史
料
編
集
班
、
二
〇
〇
六
年
）

に
原
文
が
掲
載
さ
れ
、
注
も
付
さ
れ
て
い
る
。

（
38
）『
鹿
児
島
神
宮
史
』（
鹿
児
島
神
宮
社
務
所
、
一
九
八
九
年
）。

（
39
）
中
国
・
北
宋
の
政
治
家
、
文
人
。
字
は
希
文
、
謚
は
文
正
。
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（
40
）
前
掲
注
（
30
）
高
津
孝
『
博
物
学
と
書
物
の
東
ア
ジ
ア
─
薩
摩
・
琉
球
と
海
域
交
流
─
』。

（
41
）
真
栄
平
房
昭
「
海
を
越
え
た
扁
額
─
『
薩
遊
紀
行
』
に
み
る
琉
球
・
中
国
の
扁
額
─
」（『
海
が
繋
い
だ
薩
摩
─
琉
球
』
南
さ
つ
ま
市
坊
津

歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
輝
津
館
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
42
）
横
山
学
「
琉
球
物
の
流
行
と
近
世
の
琉
球
学
」（
季
刊
『
文
学
』
第
九
巻
・
第
三
号　

岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）、
宮
城
栄
昌
「『
江
戸
上
り
史

料
』
の
中
の
芸
能
史
料
」（『
沖
縄
文
化
研
究
』
三
号　

法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
、
一
九
七
六
年
）
等
。

（
43
）
前
掲
注
（
１
）
島
谷
弘
幸
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
中
国
文
化
の
受
容
」。　

（
44
）
斉
藤
全
人
「
渡
辺
始
興
草
花
図
に
み
ら
れ
る
琉
球
植
物
─
薩
摩
絵
師
木
村
探
元
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
て
─
」（『
美
術
史
』
五
六
号　

美
術
史

学
会
編
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
45
）
前
掲
注
（
44
）
斉
藤
全
人
「
渡
辺
始
興
草
花
図
に
み
ら
れ
る
琉
球
植
物
─
薩
摩
絵
師
木
村
探
元
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
て
─
」。

（
46
）
楽
童
子
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
42
）
宮
城
栄
昌
「『
江
戸
上
り
史
料
』
の
中
の
芸
能
史
料
」
及
び
、
崎
原
綾
乃
「
琉
球
使
節
の
文
化
交
流
～
文

学
・
芸
能
～
」（『
薩
摩
の
琉
球
侵
攻
四
〇
〇
年　

琉
球
使
節
江
戸
へ
行
く
！
～
琉
球
慶
賀
使
・
謝
恩
使
一
行
二
〇
〇
〇
キ
ロ
の
旅
絵
巻
～
』　

沖
縄

県
立
博
物
館
・
美
術
館
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
47
）
前
掲
注
（
42
）
宮
城
栄
昌
「『
江
戸
上
り
史
料
』
の
中
の
芸
能
史
料
」。

（
48
）
市
河
米
庵
『
小
山
林
堂
書
画
文
房
図
録
』（『
日
本
書
論
集
成
』
第
四
巻　

西
川
寧
編　

汲
古
書
院
、
一
九
七
八
年
）。

（
49
）
米
庵
の
収
蔵
品
は
、
そ
の
歿
後
に
散
佚
し
た
が
、
子
息
の
市
河
三
兼
氏
が
再
収
集
に
尽
力
し
、
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）、
東
京
帝
室
博
物

館
に
寄
贈
し
た
と
い
う
。

（
50
）
浅
野
梅
堂
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
研
究
に
詳
し
い
。
田
村
悦
子
「
浅
野
梅
堂
自
筆
稿
本
『
墨
華
塾
書
画
銘
心
録
・
同
本
朝
書
画
銘
心
録
』
の

研
究
」（『
美
術
研
究
』
第
三
三
一
号　

東
京
文
化
財
研
究
所
企
画
情
報
部
編
、
一
九
八
五
年
）、
脇
本
十
九
郎
「
漱
芳
閣
書
画
記
と
そ
の
著
者
浅
野

梅
堂
に
就
い
て
」（『
美
術
研
究
』
第
三
五
号　

東
京
文
化
財
研
究
所
企
画
情
報
部
編
、
一
九
三
四
年
）、
竹
之
内
茂
「
浅
野
梅
堂
『
寒
檠
璅
綴
』
の

成
立
過
程
」（『
東
洋
文
化
』
三
三
六
号　

財
団
法
人
無
窮
会
、
二
〇
〇
九
年
）、
遠
藤
秀
紀
「『
仙
嶽
闢
路
図
』
に
見
る
浅
野
梅
堂
の
『
書
』
に
つ
い

て
」（『
山
梨
大
学　

国
語
・
国
文
と
国
語
教
育
』
第
一
七
号　

山
梨
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
一
〇
年
）、
坂
口
筑
母
『
浅
野
梅
堂　

幕
末
の
文

化
人
』
上
巻
・
下
巻
（
明
石
書
房
、
一
九
八
二
年
）。

（
51
）
前
掲
注
（
5
）
壷
井
義
正
「
解
題
」。

（
52
）
寄
塵
（
生
没
年
不
詳
）
一
八
〇
二
年
に
冊
封
副
使
李
鼎
元
の
従
客
と
し
て
琉
球
を
訪
れ
た
。

（
53
）
斎
鯤
（
一
七
七
六
─
一
八
二
〇
）
一
八
〇
七
年
に
琉
球
を
訪
れ
た
。

（
54
）
前
掲
注
（
50
）
坂
口
筑
母
『
浅
野
梅
堂　

幕
末
の
文
化
人
』。

（
55
）
前
掲
注
（
50
）
坂
口
筑
母
『
浅
野
梅
堂　

幕
末
の
文
化
人
』。

附
記　

本
稿
は
平
成
二
十
六
年
度
第
二
回
公
募 

公
益
財
団
法
人 

日
本
習
字
教
育
財
団 

学
術
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美

術
館
、
一
般
財
団
法
人 

沖
縄
美
ら
島
財
団 

首
里
城
公
園
管
理
部
、
鹿
児
島
県
霧
島
市
立
隼
人
歴
史
民
俗
資
料
館
に
は
、
御
厚
意
に
よ
り
調
査
や
収

蔵
資
料
撮
影
の
機
会
及
び
、
貴
重
な
資
料
の
提
供
を
賜
っ
た
。
ま
た
、
東
京
国
立
博
物
館
、
沖
縄
県
立
図
書
館
、
尚
古
集
成
館
に
は
貴
重
な
資
料
の

提
供
を
賜
っ
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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中
華
人
民
共
和
国
『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
』
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
目
標
の
分
析
を
中
心
に
し
て
―

草
津
祐
介

　
　
　

は
じ
め
に

　

二
〇
一
三
年
一
月
一
八
日
、中
華
人
民
共
和
国
教
育
部
は
『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
』（
以
降
、『
指
導
綱
要
』
と
表
記
）

を
制
定
し
た
。
本
綱
要
に
基
づ
き
、
今
後
、
中
華
人
民
共
和
国
（
以
降
、
中
国
と
表
記
）
の
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
に

お
い
て
書
法
教
育
が
推
進
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
現
在
、
中
国
の
大
学
学
部
に
お
い
て
は
、
書
法
を
担
当
す
る
教
員
養

成
の
た
め
と
み
ら
れ
る
募
集
人
数
の
増
加
も
見
ら
れ
る（

１
）。 

　

本
研
究
に
お
い
て
は
、『
指
導
綱
要
』
に
示
さ
れ
る
目
標
お
よ
び
学
習
内
容
の
性
質
お
よ
び
特
徴
に
つ
い
て
、
関
連
文
献
を

分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
中
国
の
教
育
シ
ス
テ
ム
の
概
略
を
確
認
し
、
そ
の
教
育
段
階
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
各
教
育
段
階
に
お

い
て
、
写
字
教
育
、
書
法
教
育
に
ど
の
よ
う
な
目
標
、
学
習
内
容
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、『
義
務
教
育
語
文
課
程
標
準

（
二
〇
一
一
年
版
）』（
以
降
、『
課
程
標
準
』
と
表
記
）
お
よ
び
『
指
導
綱
要
』
中
の
記
述
を
も
と
に
整
理
し
て
い
き
た
い
。
ま

た
、
そ
の
際
、
日
本
の
『
学
習
指
導
要
領
』
の
内
容
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
国
の
写
字
・
書
法
教
育
の
特
徴
を
確
認

し
た
い
。

　

次
に
、『
指
導
綱
要
』
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
発
行
さ
れ
た
も
の
な
の
か
を
確
認
し
、
さ
ら
に
「
綱
要
」
が
中
国

の
教
育
法
規
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
の
か
確
認
し
た
い
。
そ
の
う
え
で
、『
指
導
綱
要
』
以
前
に

中
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
写
字
・
書
法
教
育
に
関
す
る
法
規
で
あ
る
『
九
年
義
務
教
育
全
日
制
小
学
写
字
教
学
指
導
綱
要
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（
試
用
）』（
以
降
、『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
と
表
記
）、『
教
育
部
関
于
在
中
小
学
加
強
写
字
教
学

的
若
干
意
見
』（
以
降
、『
写
字
教
学
的
若
干
意
見
』
と
表
記
）、『
教
育
部
関
于
中
小
学
開
展
書
法

教
育
的
意
見
』（
以
降
、『
書
法
教
育
的
意
見
』
と
表
記
）
の
写
字
教
育
あ
る
い
は
書
法
教
育
の
目

標
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
『
指
導
綱
要
』
へ
と
至
っ
た
の
か
を
考
察
を
し
、『
指
導
綱
要
』

の
位
置
づ
け
を
試
み
た
い
。

　

最
後
に
、『
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
』（
以
降
、『
憲
法
』
と
表
記
）、『
中
華
人
民
共
和
国
教
育

法
』（
以
降
、『
教
育
法
』
と
表
記
）、『
国
家
中
長
期
教
育
改
革
和
発
展
規
劃
綱
要
（
二
〇
一
〇
―

二
〇
二
〇
）』（
以
降
、『
規
劃
綱
要
』
と
表
記
）
と
い
っ
た
上
位
法
規
中
の
『
指
導
綱
要
』
に
共
通

す
る
記
述
を
確
認
し
、
現
在
の
中
国
の
ど
の
よ
う
な
教
育
潮
流
の
な
か
で
『
指
導
綱
要
』
が
制

定
さ
れ
た
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
『
指
導
綱
要
』
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
三
年
の
制
定
以
降
、
い
ま
だ
充
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て

い
な
い
。『
指
導
綱
要
』
に
示
さ
れ
て
い
る
目
標
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、中
国
の
写

字
・
書
法
教
育
の
研
究
を
す
す
め
て
い
く
う
え
で
の
基
盤
的
性
質
を
持
つ
非
常
に
重
要
な
作
業

で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　

第
一
章
　
中
国
の
教
育
シ
ス
テ
ム
と
写
字
・
書
法
教
育
の
現
況（

２
）

　
　
　
　
　

一
、
中
国
の
教
育
シ
ス
テ
ム

　

ま
ず
、
中
国
の
教
育
シ
ス
テ
ム
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
九
八
六
年
制
定
、
二
〇
〇
六
年

改
定
の
『
義
務
教
育
法
』
に
よ
っ
て
、小
学
校
（
小
学
）
と
中
学
校
（
初
中
）
の
合
計
九
年
間
の

義
務
教
育
が
定
め
ら
れ
た
。
二
〇
一
〇
年
に
は
義
務
教
育
が
全
国
に
普
及
し
た
と
い
う
。
義
務

教
育
は
一
般
的
に
小
学
校
六
年
間
と
中
学
校
三
年
で
、
小
学
校
五
年
間
と
中
学
校
四
年
間
の
九

年
一
貫
教
育
も
見
ら
れ
る
。
中
国
の
学
校
シ
ス
テ
ム
を
図
示
し
た
も
の
が
「
図
一　

中
国
の
学

　
図
一　
中
国
の
学
校
系
統
図

『
諸
外
国
の
教
育
動
向
二
〇
一
四
年
度
版
』（
文
部
科
学
省
、
二
〇
一
五
年
四
月
、
明
石
書

店
）
二
五
三
ペ
ー
ジ
よ
り
転
載
。
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校
系
統
図
」
で
あ
る
。

　

で
は
、
中
国
の
教
育
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、「
就
学
前
教
育
」「
初
等
教
育
」「
中
等
教
育
」「
高
等
教
育
」
に
わ
け
て
簡
単

に
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　

①
就
学
前
教
育

　

一
般
的
に
は
三
歳
～
六
歳
ま
で
の
幼
児
が
対
象
の
幼
児
園
（
日
本
の
「
幼
稚
園
」
に
相
当
）
が
あ
る
。
小
学
校
付
設
の
幼
児

学
級
も
あ
る
。

　

②
初
等
教
育

　

日
本
で
の
小
学
校
に
相
当
す
る
「
小
学
」（
以
降
、「
小
学
校
」
と
表
記
）
が
あ
り
、
六
年
制
で
あ
る
。
基
本
は
六
歳
で
の
入

学
だ
が
、
地
域
に
よ
っ
て
は
七
歳
ま
で
遅
れ
て
の
入
学
も
許
可
さ
れ
て
い
る
。

　

③
中
等
教
育

　

日
本
の
中
学
校
に
相
当
す
る
「
初
級
中
学（

３
）」 

と
日
本
の
高
等
学
校
に
相
当
す
る
「
高
級
中
学（

４
）」 

、初
級
中
学
卒
業
後
の
「
中

等
専
業
学
校
」「
技
工
学
校
」「
職
業
中
学
」
が
あ
る
。
初
級
中
学
（
以
降
「
中
学
校
」
と
表
記
）
は
三
～
四
年
制
。
高
級
中
学

（
以
降
「
高
等
学
校
」
と
表
記
）
は
三
年
で
普
通
教
育
を
お
こ
な
い
、
中
等
専
業
学
校
は
三
～
四
年
制
で
職
業
教
育
を
お
こ
な

い
、
技
工
学
校
は
一
般
的
に
三
年
制
、
職
業
中
学
は
二
～
三
年
制
で
あ
る
。

　

④
高
等
教
育

　

高
等
学
校
（
高
中
）
卒
業
後
の
進
路
と
し
て
は
、
日
本
の
大
学
学
部
レ
ベ
ル
に
相
当
す
る
四
～
五
年
の
「
大
学
本
科
」、
ま

た
は
二
～
三
年
の
日
本
の
短
期
大
学
レ
ベ
ル
に
相
当
す
る
「
大
学
専
科
（
専
科
学
校
）」、
ま
た
「
職
業
技
術
学
院
」
も
あ
る
。

大
学
の
本
科
を
卒
業
後
に
は
、
大
学
院
（
修
士
、
博
士
課
程
）、
博
士
後
（
博
士
号
取
得
研
究
員
）
の
他
、
中
国
科
学
院
や
中
国

社
会
科
学
院
と
い
っ
た
研
究
所
も
存
在
す
る
。
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二
、
中
国
の
写
字
・
書
法
教
育
の
現
況

　

次
に
現
代
中
国
で
は
ど
の
よ
う
に
写
字
・
書
法
教
育
が
実
施
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
目
標
と
内
容
を
中
心
に
確
認
し
て

い
き
た
い
。
中
国
の
写
字
教
育
は
、
日
本
の
小
・
中
学
校
国
語
科
書
写
教
育
に
相
当
し
、
書
法
教
育
は
、
日
本
の
高
等
学
校

芸
術
科
書
道
教
育
に
相
当
す
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
や
実
施
学
年
な
ど
に
つ
い
て
は
、
日
本
と
異

な
る
点
が
あ
る
。
二
〇
一
一
年
に
『
課
程
標
準（

５
）』 

、
二
〇
一
三
年
に
『
指
導
綱
要（

６
）』 

が
制
定
さ
れ
、
現
在
の
中
国
の
写
字
・
書

法
教
育
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
研
究
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
一
年
以
降
の
中
国
に
お
け
る
写
字
・
書
法
教

育
の
学
習
目
標
と
内
容
を
確
認
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
『
課
程
標
準
』
は
義
務
教
育
の
小
学
校
（
小
学
）、
中
学
校
（
初
中
）
で
の
語
文
課
程
の
目
標
と
教
育
内
容
を
記
載
し
た
も

の
で
あ
り
、
硬
筆
お
よ
び
毛
筆
に
よ
る
学
習
に
つ
い
て
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。『
指
導
綱
要
』
は
、
小
学
校
（
小
学
）、
中
学

校
（
初
中
）、
高
等
学
校
（
高
中
）
に
お
け
る
書
法
の
教
育
内
容
に
つ
い
て
記
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
硬
筆
、
毛
筆
に
よ
る
書

法
教
育
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。

　

で
は
、『
課
程
標
準
』
お
よ
び
『
指
導
綱
要
』
に
基
づ
き
、
中
国
で
は
写
字
教
育
、
書
法
教
育
が
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
、
ま
と
め
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
日
本
の
『
学
習
指
導
要
領（

７
）』 

と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日

中
間
の
差
異
、
特
徴
も
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　

①
写
字
・
書
法
教
育
の
目
標

　

こ
こ
で
は
、
中
国
に
お
け
る
写
字
・
書
法
教
育
の
目
標
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
原
文
は
簡
体
字
表
記
で
あ
る
が
、

本
研
究
に
お
い
て
は
す
べ
て
日
本
漢
字
に
改
め
た
。
ま
た
、
繁
雑
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
、
原
文
は
す
べ
て
注
釈
に
記
載

し
た
。

　

ま
ず
『
課
程
標
準
』
に
よ
っ
て
中
国
の
写
字
教
育
の
目
標
を
確
認
し
た
い
。『
課
程
標
準
』
の
「
第
二
部
分　

課
程
目
標
と

内
容（

８
）」 

中
の
写
字
・
書
法
教
育
に
関
わ
り
が
あ
る
箇
所
を
訳
出
し
確
認
す
る
。



145 中華人民共和国『中小学書法教育指導綱要』の研究

１
．
語
文
学
習
過
程
に
お
い
て
、
愛
国
主
義
、
全
体
主
義
、
社
会
主
義
思
想
の
道
徳
的
で
健
康
的
な
審
美
情
緒
を
育
成

し
、
個
性
を
発
展
さ
せ
、
精
神
の
変
革
と
精
神
的
協
力
を
養
成
し
、
だ
ん
だ
ん
と
積
極
的
な
人
生
の
態
度
と
正
確
な

世
界
観
、
価
値
観
を
形
成
し
て
い
く
。

２
．
中
華
文
明
が
豊
厚
博
大
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
民
族
文
化
の
知
恵
を
吸
収
す
る
。
現
代
の
文
化
生
活
に
関
心
を

持
ち
、
多
様
な
文
化
を
尊
重
し
、
人
類
の
優
秀
な
文
化
の
要
素
を
吸
収
し
、
文
化
品
位
を
高
め
る
。

３
．
祖
国
の
言
語
を
熱
愛
す
る
情
感
を
養
成
し
、
言
語
を
学
習
す
る
自
信
を
強
め
、
良
好
な
言
語
の
学
習
習
慣
を
養
成

し
、
言
語
学
習
の
基
本
的
方
法
の
初
歩
を
身
に
つ
け
る
。

４
．
言
語
能
力
を
発
展
さ
せ
る
と
同
時
に
、
論
理
的
思
考
能
力
を
発
展
さ
せ
、
科
学
的
思
想
の
方
法
を
学
習
し
、
だ
ん

だ
ん
と
実
事
求
是
（
物
事
の
真
理
を
追
究
す
る
）
の
学
問
態
度
、本
当
の
知
識
を
崇
高
す
る
科
学
的
態
度
を
養
成
す
る
。

５
．
積
極
的
に
探
究
型
の
学
習
を
お
こ
な
い
、
想
像
力
と
創
造
の
潜
在
能
力
を
か
き
立
て
、
実
践
に
お
い
て
言
語
を
学

習
し
運
用
す
る
こ
と
。

６
．
中
国
語
の
ピ
ン
イ
ン
を
学
ん
で
身
に
つ
け
る
。
標
準
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
。
約
三
五
〇
〇
文
字
程
度
の
常
用

漢
字
を
理
解
す
る
。
正
確
に
整
っ
た
漢
字
を
写
字
で
き
る
よ
う
に
し
、
一
定
の
速
度
で
書
け
る
よ
う
に
す
る（

９
）。 

　

次
に
、『
指
導
綱
要
』「
二
、
目
標
と
内
容）

（1
（

」 

の
「（
一
）
書
法
教
育
の
総
体
的
目
標
と
内
容）

（（
（

」 

部
分
を
訳
出
し
確
認
す
る
。

１
．
漢
字
の
硬
筆
写
字
、
毛
筆
写
字
の
基
本
的
な
技
法
を
学
習
し
身
に
つ
け
、
写
字
能
力
を
高
め
、
良
好
な
写
字
習
慣

を
養
成
す
る
。

２
．
漢
字
と
書
法
の
魅
力
を
感
じ
、
情
操
を
陶
冶
し
、
審
美
能
力
と
文
化
品
位
を
高
め
る
。

３
．
漢
字
や
書
法
学
習
を
強
く
愛
す
る
心
情
を
高
め
、
中
華
の
優
秀
な
伝
統
文
化
を
重
視
し
、
文
化
へ
の
自
信
と
愛
国

心
を
い
っ
そ
う
高
め
る）

（1
（

。 

　

で
は
、中
国
の
『
課
程
標
準
』
お
よ
び
『
指
導
綱
要
』
と
日
本
の
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
国
語
）』
お
よ
び
『
中
学
校
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学
習
指
導
要
領
（
国
語
）』
の
該
当
箇
所
を
比
較
し
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
国
語
）』
に
は
、そ
の
目
標
を
「
国
語
を
適
切
に
表
現
し
正
確
に
理
解
す
る
能
力
を
育
成
し
、伝

え
合
う
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
思
考
力
や
想
像
力
及
び
言
語
感
覚
を
養
い
、
国
語
に
対
す
る
関
心
を
深
め
国
語
を
尊
重
す

る
態
度
を
育
て
る
」
と
あ
り
、『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
国
語
）』
に
は
、「
国
語
を
適
切
に
表
現
し
正
確
に
理
解
す
る
能
力

を
育
成
し
、
伝
え
合
う
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
思
考
力
や
想
像
力
を
養
い
言
語
感
覚
を
豊
か
に
し
、
国
語
に
対
す
る
認
識

を
深
め
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
」
と
あ
る
。
日
本
で
は
、
書
写
教
育
を
言
語
教
育
と
し
て
位
置
づ
け
、
言
語
教
育

と
し
て
の
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

中
国
の
『
課
程
標
準
』
に
見
ら
れ
る
目
標
を
日
本
の
『
学
習
指
導
要
領
』
に
見
ら
れ
る
目
標
と
比
べ
る
と
、
と
り
わ
け
目

立
つ
の
が
、
思
想
的
、
道
徳
的
な
内
容
、
価
値
観
と
い
っ
た
内
容
を
、
写
字
教
育
を
含
む
語
文
教
育）

（1
（

で
学
習
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、『
指
導
綱
要
』
に
お
い
て
も
、「
愛
国
心
を
い
っ
そ
う
高
め
る
」
と
端
的
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
中
華
文
明
」「
民
族
文
化
」「
人
類
の
優
秀
な
文
化
」「
中
華
の
優
秀
な
伝
統
文
化
」
と
、
言
い
方
の

違
い
は
あ
る
も
の
の
、『
課
程
標
準
』
お
よ
び
『
指
導
綱
要
』
と
も
に
、
文
化
教
育
と
し
て
の
要
素
が
そ
の
内
容
に
強
く
反
映

し
て
い
る
。
中
国
で
は
、
言
語
教
育
と
し
て
の
側
面
を
も
ち
つ
つ
も
、
思
想
教
育
、
文
化
教
育
と
し
て
、
写
字
教
育
を
お
こ

な
う
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
、
愛
国
主
義
教
育
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る）

（1
（

。 

　
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
芸
術
科
書
道
）』
で
の
書
道
教
育
の
目
標
を
確
認
す
る
と
、
書
道
Ⅰ
に
お
い
て
は
、「
書
道
の

幅
広
い
活
動
を
通
し
て
、
生
涯
に
わ
た
り
書
を
愛
好
す
る
心
情
を
育
て
る
と
と
も
に
、
感
性
を
高
め
、
書
写
能
力
の
向
上
を

図
り
、
表
現
と
鑑
賞
の
基
礎
的
な
能
力
を
伸
ば
し
、
書
の
伝
統
と
文
化
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
」
と
あ
る
。
書
道
Ⅱ
に

お
い
て
は
、「
書
道
の
創
造
的
な
諸
活
動
を
通
し
て
、
生
涯
に
わ
た
り
書
を
愛
好
す
る
心
情
を
育
て
る
と
と
も
に
、
感
性
を
高

め
、
個
性
豊
か
な
表
現
と
鑑
賞
の
能
力
を
伸
ば
し
、
書
の
伝
統
と
文
化
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
」
と
あ
る
。
書
道
Ⅲ
に

お
い
て
も
、「
書
道
の
創
造
的
な
諸
活
動
を
通
し
て
、
生
涯
に
わ
た
り
書
を
愛
好
す
る
心
情
と
書
の
伝
統
と
文
化
を
尊
重
す
る

態
度
を
育
て
る
と
と
も
に
、
感
性
を
磨
き
、
個
性
豊
か
な
書
の
能
力
を
高
め
る
」
と
あ
る
。
日
本
の
高
等
学
校
で
お
こ
な
わ

れ
る
書
道
教
育
は
文
化
教
育
の
要
素
も
含
ん
で
お
り
、
こ
の
点
で
中
国
の
写
字
・
書
法
教
育
と
の
共
通
性
は
確
認
で
き
る
。

　

ま
た
、
中
国
の
『
指
導
綱
要
』
で
は
、「
情
操
を
陶
冶
し
、
審
美
能
力
と
文
化
品
位
を
高
め
る
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
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る
。
記
述
の
後
半
は
鑑
賞
能
力
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
り
、
日
本
の
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
芸
術
科
書
道
）』
と
の
共

通
性
も
認
め
ら
れ
る
が
、
前
半
の
「
情
操
を
陶
冶
し
」
と
い
う
情
操
教
育
と
し
て
の
要
素
は
、
日
本
の
『
学
習
指
導
要
領
』

に
は
見
ら
れ
ず
、『
指
導
綱
要
』、
中
国
の
書
法
教
育
の
特
徴
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　

さ
ら
に
、
書
法
教
育
と
書
道
教
育
と
い
う
観
点
で
、『
指
導
綱
要
』
と
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
を
比
較
し
て
み
る

と
、
日
本
の
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
に
あ
る
、「
創
造
的
な
」
と
い
う
要
素
が
中
国
の
『
指
導
綱
要
』
に
は
見
ら
れ
な

い
。
日
本
の
書
道
教
育
は
芸
術
教
育
の
一
貫
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
中
国
の
写
字
・
書
法
教
育
は
、
芸
術

教
育
と
し
て
の
要
素
が
強
く
な
い
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

②
小
学
校
低
学
年
に
お
け
る
目
標
と
内
容

　

で
は
、
次
に
中
国
の
小
学
校
低
学
年
（
第
一
学
年
、
第
二
学
年
）、
中
学
年
（
第
三
学
年
、
第
四
学
年
）、
高
学
年
（
第
五
学
年
、

第
六
学
年
）
に
お
け
る
目
標
と
内
容
を
日
本
の
『
学
習
指
導
要
領
』
と
比
較
し
な
が
ら
確
認
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
比
較

に
あ
た
っ
て
、
中
国
の
『
課
程
標
準
』
お
よ
び
『
指
導
綱
要
』
の
訳
文
お
よ
び
日
本
の
『
学
習
指
導
要
領
』
の
該
当
箇
所
を

「
表
１　

日
中
の
各
学
習
段
階
に
お
け
る
目
標
と
内
容
の
比
較
」
に
ま
と
め
た
。

　

低
学
年
に
お
い
て
は
、
日
本
も
中
国
も
硬
筆
に
よ
る
学
習
の
み
で
毛
筆
は
用
い
ず
、
学
習
す
る
書
体
は
楷
書
で
あ
る
。『
課

程
標
準
』
お
よ
び
『
指
導
綱
要
』
と
も
に
、
筆
順
の
ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
文
字
を
書
く
こ
と
、
間
架
結
構
に
注
意
し
て
書

く
こ
と
、
漢
字
の
形
の
美
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
、
良
好
な
写
字
習
慣
、
正
確
な
写
字
姿
勢
、
規
範
的
に
端
正
に
整
え
て
写
字

す
る
こ
と
等
を
目
標
に
し
て
い
る
。

　

日
本
の
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
国
語
）』
に
お
い
て
は
、
正
し
い
姿
勢
や
筆
記
具
の
持
ち
方
、
点
画
の
長
短
・
方
向
・

接
し
方
、
交
わ
り
方
に
注
意
し
て
、
筆
順
に
従
っ
て
書
く
よ
う
に
と
の
記
載
が
あ
り
、
大
き
な
違
い
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

し
か
し
、『
指
導
綱
要
』
に
限
っ
て
い
え
ば
、
硬
筆
で
の
運
筆
感
覚
や
硬
筆
に
お
け
る
筆
圧
、
速
度
変
化
等
に
も
言
及
を
し

て
い
る
。
ま
た
、
習
字
格
と
い
う
具
体
的
な
学
習
手
段
に
つ
い
て
も
記
載
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
日
本
の
『
学
習
指
導
要

領
（
国
語
）』
に
は
見
ら
れ
な
い
『
指
導
綱
要
』
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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③
小
学
校
中
学
年
に
お
け
る
目
標
と
内
容

　

次
に
、
小
学
校
中
学
年
（
第
三
学
年
、
第
四
学
年
）
に
お
け
る
目
標
お
よ
び
内
容
の
記
述
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

中
国
、
日
本
と
も
に
小
学
校
第
三
学
年
か
ら
、
硬
筆
お
よ
び
毛
筆
の
兼
修
が
は
じ
ま
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
ず
、
硬
筆
の
学
習
内
容
を
見
て
い
く
。『
課
程
標
準
』
お
よ
び
『
指
導
綱
要
』
の
内
容
を
比
べ
る
と
、『
指
導
綱
要
』
は
、

硬
筆
の
指
導
内
容
に
万
年
筆
を
使
用
す
る
と
い
う
記
載
が
あ
る
点
、
集
字
に
よ
る
練
習
を
お
こ
な
う
点
に
『
課
程
標
準
』
と

の
ち
が
い
が
あ
る
。
さ
ら
に
、『
指
導
綱
要
』
に
お
い
て
、
第
三
学
年
よ
り
、
美
し
さ
等
と
と
も
に
書
く
ス
ピ
ー
ド
を
求
め
て

い
る
点
に
も
特
徴
が
あ
る
。

　

日
本
の
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
国
語
）』
と
比
べ
る
と
、文
字
の
大
き
さ
や
配
置
配
列
に
つ
い
て
の
記
述
が
『
課
程
標

準
』『
指
導
綱
要
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
中
国
で
は
配
置
配
列
に
つ
い
て
の
記
述
は
第
五
学
年
、第
六
学
年
に
そ
の
記
述
が
初

め
て
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
本
の
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
国
語
）』
で
は
、
毛
筆
で
筆
圧
を
学
ぶ
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る

の
に
対
し
、
中
国
に
お
い
て
、「
筆
圧
」
の
記
述
は
『
指
導
綱
要
』
の
硬
筆
学
習
全
体
の
目
標
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
み

で
、
毛
筆
に
お
い
て
は
「
筆
圧
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、
中
国
の
写
字
・
書
法
教
育
に
お
い
て
は
、
毛
筆
に
よ
る
学
習
が
小
学
校
第
三
学
年
か
ら
始
ま
る
。『
課
程
標
準
』
で

は
、「
毛
筆
を
用
い
て
正
楷
字
の
字
帖
を
臨
摹
す
る
こ
と
」
と
あ
り
、『
指
導
綱
要
』
は
、
楷
書
の
字
帖
を
臨
摹
す
る
こ
と
、

楷
書
の
碑
法
帖
に
触
れ
は
じ
め
る
こ
と
と
の
記
載
が
あ
る
。
こ
の
学
習
内
容
は
、
日
本
で
い
う
な
ら
ば
、
高
等
学
校
芸
術
科

書
道
の
学
習
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
を
中
国
で
は
、
語
文
ま
た
は
書
法
の
授
業
で
小
学
校
第
三
学
年
か
ら
お
こ
な
う
と
い
う
と

こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、『
指
導
綱
要
』
で
は
、
推
奨
す
る
楷
書
の
碑
法
帖
と
し
て
、
欧
陽
詢
の
『
化
度
寺
碑
』、『
九
成
宮
醴
泉
銘
』、
褚
遂

良
の
『
雁
塔
聖
教
序
』、『
大
字
陰
符
経
』（
伝
）、
顔
真
卿
の
『
多
宝
搭
碑
』、『
顔
勤
礼
碑
』、
柳
公
権
の
『
玄
秘
塔
碑
』、『
神

策
軍
碑
』、
趙
孟
頫
の
『
三
門
記
』、『
妙
厳
寺
記
』
を
挙
げ
て
い
る
。
碑
法
帖
と
し
て
、
日
本
の
芸
術
科
書
道
で
は
あ
ま
り
用

い
ら
れ
な
い
碑
法
帖
も
散
見
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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④
小
学
校
高
学
年
に
お
け
る
目
標
と
内
容

　

次
に
、
小
学
校
第
五
学
年
、
第
六
学
年
に
お
け
る
写
字
・
書
法
教
育
の
目
標
と
内
容
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
中
国
の
小

学
校
第
五
学
年
、
第
六
学
年
の
硬
筆
学
習
に
お
い
て
は
、『
課
程
標
準
』
に
よ
る
と
、
楷
書
に
よ
る
写
字
を
一
定
の
速
度
で

字
配
り
を
整
え
て
書
く
よ
う
に
と
の
記
載
が
あ
る
。『
指
導
綱
要
』
に
お
い
て
は
、
楷
書
に
よ
っ
て
一
定
の
速
度
で
配
置
配

列
に
気
を
つ
け
て
美
し
く
書
け
る
よ
う
に
と
の
記
載
が
あ
り
内
容
は
共
通
す
る
。
ま
た
、
中
国
の
第
五
学
年
以
上
に
お
い
て

は
、
日
本
の
小
学
校
第
三
学
年
、
第
四
学
年
に
お
い
て
記
載
が
あ
っ
た
配
置
配
列
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、『
指
導
綱
要
』
の
硬
筆
学
習
の
内
容
を
見
る
と
、
規
範
的
な
行
楷
書
、
通
行
の
行
楷
書
を
学
ん
で
も
い
い
と
す

る
。
日
本
に
お
い
て
行
書
の
学
習
は
中
学
校
か
ら
で
あ
り
、
日
本
の
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
国
語
）』
で
は
、
楷
書
で
の

筆
脈
を
意
識
し
た
執
筆
、
書
く
速
さ
に
つ
い
て
の
指
導
の
記
述
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

　

中
国
の
小
学
校
第
五
学
年
、
第
六
学
年
の
毛
筆
学
習
に
つ
い
て
、『
課
程
標
準
』
に
お
い
て
は
、
毛
筆
で
美
し
く
楷
書
を
書

く
よ
う
に
と
の
記
載
が
あ
る
。『
指
導
綱
要
』
に
お
い
て
は
、
碑
法
帖
の
臨
書
が
中
心
の
内
容
に
な
り
、
運
筆
、
用
筆
、
間
架

結
構
な
ど
に
お
い
て
よ
り
高
い
水
準
で
の
技
術
内
容
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
小
学
校
高
学
年
に
お
い

て
書
法
鑑
賞
の
初
期
的
学
習
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
ろ
う
。

　
『
指
導
綱
要
』
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
推
奨
鑑
賞
作
品
は
、『
泰
山
刻
石
』、
皇
象
『
急
就
章
』、『
石
門
頌
』、『
西
狭

頌
』、『
張
遷
碑
』、
鍾
繇
『
宣
示
表
』、
陸
機
『
平
復
帖
』、
王
羲
之
『
得
示
帖
』、
王
献
之
『
中
秋
帖
』、
王
珣
『
伯
遠
帖
』、

『
張
猛
龍
碑
』、
智
永
『
真
草
千
字
文
』、『
等
慈
寺
碑
』、
孫
過
庭
『
書
譜
』、『
霊
飛
経
』、
張
旭
『
古
詩
四
帖
』（
伝
）、
懐
素

『
自
叙
帖
』、
黄
庭
堅
『
松
風
閣
』、
米
芾
『
蜀
素
帖
』、
趙
孟
頫
『
道
徳
経
』、
王
鐸
作
品
、
呉
昌
碩
作
品
、
于
右
任
作
品
、
魯

迅
作
品
、
沈
伊
黙
作
品
、
郭
沫
若
作
品
、
毛
沢
東
作
品
、
林
散
之
作
品
、
沙
孟
海
作
品
、
啓
功
作
品
で
あ
る
。

　

こ
の
『
指
導
綱
要
』
の
内
容
は
日
本
に
お
い
て
は
、
中
学
校
国
語
科
書
写
よ
り
も
高
等
学
校
芸
術
科
書
道
の
内
容
と
の
共

通
性
が
強
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

中
国
の
小
学
校
で
は
一
貫
し
て
、「
正
確
な
写
字
姿
勢
で
、
良
好
な
写
字
習
慣
を
身
に
つ
け
る
こ
と
」
と
い
う
目
標
と
し
て

見
ら
れ
、
写
字
姿
勢
と
写
字
習
慣
が
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
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表
１　
日
中
の
各
学
習
段
階
に
お
け
る
目
標
と
内
容
の
比
較

１
．
好
ん
で
漢
字
を
学
習
し
、
自
発
的
に
識
字
や
写
字
を
お
こ
な

う
気
持
ち
を
持
つ
こ
と
。

２
．
常
用
漢
字
一
六
〇
〇
文
字
程
度
を
理
解
し
、
う
ち
八
〇
〇
文

字
程
度
を
書
け
る
こ
と
。

３
．
漢
字
の
基
本
点
画
と
常
用
の
偏
と
旁
の
部
首
を
把
握
し
、
筆

順
の
規
則
に
従
い
硬
筆
で
文
字
を
書
け
、
間
架
結
構
に
気
を
つ

け
る
こ
と
。
初
歩
的
な
漢
字
の
形
体
美
を
感
じ
る
こ
と
。

４
．
良
好
な
写
字
習
慣
の
養
成
を
努
力
し
、正
確
な
写
字
姿
勢
で
、

規
範
的
に
整
っ
て
き
れ
い
に
書
け
る
こ
と
。

　

鉛
筆
を
用
い
て
正
し
い
楷
書
を
書
き
、漢
字
の
基
本
的
な
筆
画
、

常
用
す
る
偏
や
旁
と
い
っ
た
部
首
や
基
本
的
な
筆
順
の
ル
ー
ル
を

体
得
す
る
。
習
字
格
（
罫
線
）
に
よ
っ
て
漢
字
の
筆
画
と
間
架
結

構
を
把
握
し
、
写
字
力
に
規
範
、
端
正
さ
、
清
潔
さ
を
求
め
、
漢

字
の
形
体
美
に
つ
い
て
初
歩
的
な
体
験
を
す
る
。

ウ　

文
字
に
関
す
る
事
項 

（
ア
）
平
仮
名
及
び
片
仮
名
を
読
み
、
書
く
こ
と
。
ま
た
、
片
仮

名
で
書
く
語
の
種
類
を
知
り
、
文
や
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
。

（
イ
）
第
一
学
年
に
お
い
て
は
、別
表
の
学
年
別
漢
字
配
当
表
（
以

下
「
学
年
別
漢
字
配
当
表
」
と
い
う
。）
の
第
一
学
年
に
配
当

さ
れ
て
い
る
漢
字
を
読
み
、
漸
次
書
き
、
文
や
文
章
の
中
で
使

う
こ
と
。

（
ウ
）
第
二
学
年
に
お
い
て
は
、
学
年
別
漢
字
配
当
表
の
第
二
学

年
ま
で
に
配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
を
読
む
こ
と
。
ま
た
、
第
一

学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
を
書
き
、
文
や
文
章
の
中
で
使

う
と
と
も
に
、
第
二
学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
を
漸
次
書

き
、
文
や
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
。

（
２
）
書
写
に
関
す
る
次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。 

ア　

姿
勢
や
筆
記
具
の
持
ち
方
を
正
し
く
し
、
文
字
の
形
に
注
意

し
な
が
ら
、
丁
寧
に
書
く
こ
と
。

イ　

点
画
の
長
短
や
方
向
、
接
し
方
や
交
わ
り
方
な
ど
に
注
意
し

て
、
筆
順
に
従
っ
て
文
字
を
正
し
く
書
く
こ
と
。

１
．
漢
字
の
学
習
に
対
し
て
強
い
興
味
を
持
ち
、
主
導
的
に
識
字

に
取
り
組
む
習
慣
を
養
成
す
る
こ
と
。

２
．
合
計
二
五
〇
〇
文
字
程
度
の
漢
字
を
理
解
し
、
そ
の
う
ち

一
六
〇
〇
文
字
程
度
を
書
け
る
こ
と
。

３
．
初
歩
的
な
独
立
し
た
識
字
能
力
を
も
つ
こ
と
。
音
序
検
字
法

（
漢
字
音
に
よ
る
検
字
法
）
と
部
首
検
字
法
を
用
い
て
字
典
や

詞
典
で
調
べ
ら
れ
る
こ
と
。

４
．
硬
筆
を
用
い
た
正
楷
字
の
写
字
に
熟
練
し
、
規
範
的
で
端
正

で
美
し
い
文
字
が
書
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。毛
筆
を
用
い
て
、

正
楷
字
の
字
帖
を
臨
摹
す
る
こ
と
。

５
．
正
し
い
写
字
姿
勢
で
、
良
好
な
写
字
習
慣
を
身
に
つ
け
る
こ

と
。

【
硬
筆
】

　

小
学
校
中
学
年
で
は
、
万
年
筆
を
用
い
た
学
習
を
開
始
し
、
万

年
筆
を
用
い
た
正
し
い
楷
書
の
写
字
に
熟
練
し
、
端
正
か
つ
バ
ラ

ン
ス
の
よ
い
漢
字
を
書
き
、
で
き
る
だ
け
美
し
さ
を
追
求
し
、
次

第
に
速
く
書
く
よ
う
に
し
て
い
く
。

【
毛
筆
】

１
．
毛
筆
の
執
筆
要
領
と
正
確
な
写
字
姿
勢
を
把
握
し
、
筆
、
墨
、

紙
、
硯
な
ど
の
常
用
の
写
字
用
具
の
常
識
を
理
解
し
、
正
確
に

使
用
し
管
理
す
る
こ
と
を
学
習
す
る
。
写
字
環
境
を
清
潔
に
保

つ
こ
と
に
注
意
す
る
。

２
．
毛
筆
を
用
い
て
楷
書
の
字
帖
を
臨
摹
す
る
こ
と
を
学
び
、
臨

書
の
基
本
的
な
方
法
を
把
握
す
る
。
楷
書
の
基
本
点
画
の
書
き

方
を
習
得
し
、
初
歩
的
な
起
筆
、
送
筆
、
収
筆
の
基
本
的
方
法

を
理
解
す
る
。
習
字
格
を
用
い
、
文
字
の
筆
画
と
間
架
結
構
を

把
握
す
る
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
．
楷
書
の
古
典
碑
法
帖
に
触
れ
は
じ
め
、
初
歩
的
な
感
性
の
認

識
を
獲
得
す
る
。
集
字
に
よ
る
練
習
を
試
み
る
。

ウ　

文
字
に
関
す
る
事
項 

（
ア
）
第
三
学
年
に
お
い
て
は
、
日
常
使
わ
れ
て
い
る
簡
単
な
単

語
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
字
で
表
記
さ
れ
た
も
の
を
読
み
、
ま
た
、

ロ
ー
マ
字
で
書
く
こ
と
。

（
イ
）
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
の
各
学
年
に
お
い
て
は
、
学
年

別
漢
字
配
当
表
の
当
該
学
年
ま
で
に
配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
を

読
む
こ
と
。 

ま
た
、
当
該
学
年
の
前
の
学
年
ま
で
に
配
当
さ

れ
て
い
る
漢
字
を
書
き
、
文
や
文
章
の
中
で
使
う
と
と
も
に
、

当
該
学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
を
漸
次
書
き
、
文
や
文
章

の
中
で
使
う
こ
と
。

（
ウ
）
漢
字
の
へ
ん
、
つ
く
り
な
ど
の
構
成
に
つ
い
て
の
知
識
を

も
つ
こ
と
。

（
２
）
書
写
に
関
す
る
次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。 

ア　

文
字
の
組
立
て
方
を
理
解
し
、
形
を
整
え
て
書
く
こ
と
。

イ　

漢
字
や
仮
名
の
大
き
さ
、
配
列
に
注
意
し
て
書
く
こ
と
。

ウ　

点
画
の
種
類
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、
毛
筆
を
使
用
し
て
筆

圧
な
ど
に
注
意
し
て
書
く
こ
と
。

１
．
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
で
の
独
立
し
た
識
字
能
力
を
身
に
つ
け
る

こ
と
。
合
計
三
〇
〇
〇
文
字
程
度
の
漢
字
を
読
め
、
そ
の
中
の

二
五
〇
〇
文
字
程
度
が
書
け
る
こ
と
。

【
硬
筆
】

　

小
学
校
高
学
年
で
は
、
横
線
を
使
っ
て
ノ
ー
ト
へ
の
文
章
の
練

習
を
す
る
時
、
配
置
配
列
が
整
い
、
美
し
く
な
る
よ
う
に
で
き
る

ウ　

文
字
に
関
す
る
事
項 

（
ア
）
第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
の
各
学
年
に
お
い
て
は
、
学
年

別
漢
字
配
当
表
の
当
該
学
年
ま
で
に
配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
を

中
　
　
国

義
務
教
育
語
文
課
程
標
準
（
二
〇
一
一
年
版
）

中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要

日
　
本

学
習
指
導
要
領

小学校

低学年（第一学年、第二学年）中学年（第三学年、第四学年）
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１
．
上
手
に
字
典
、
詞
典
を
使
用
し
一
人
で
文
字
を
調
べ
る
こ
と

が
で
き
、
多
種
な
検
字
方
法
を
使
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。
合

計
三
五
〇
〇
文
字
程
度
の
漢
字
を
理
解
で
き
る
こ
と
。

２
．
硬
筆
を
用
い
た
上
手
な
正
楷
字
の
写
字
の
基
礎
の
う
え
に
、

規
範
的
、通
行
的
な
行
楷
字
を
書
く
こ
と
を
学
び
、写
字
ス
ピ
ー

ド
を
高
め
る
。

３
．
著
名
な
名
家
の
書
法
を
臨
摹
し
、
書
法
の
審
美
価
値
を
体
得

す
る
こ
と
。

４
．
正
確
な
写
字
姿
勢
で
、
良
好
な
写
字
習
慣
を
身
に
つ
け
る
こ

と
。

【
硬
筆
】

　

中
学
校
段
階
に
お
い
て
は
、
規
範
的
行
楷
書
、
通
行
の
行
楷
書

を
学
ぶ
。

【
毛
筆
】

１
．
継
続
し
て
毛
筆
を
用
い
て
楷
書
の
古
典
碑
法
帖
を
臨
摹
し
、

で
き
る
だ
け
精
緻
に
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
興
味
の
あ
る
学
生

は
隷
書
、
行
書
な
ど
、
そ
の
他
の
書
体
に
挑
戦
し
、
篆
刻
の
常

識
を
理
解
す
る
。

２
．
代
表
的
な
書
家
や
作
品
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
基
本
点
画
、

結
構
、
章
法
か
ら
背
景
な
ど
の
方
面
ま
で
学
び
、
書
法
作
品
に

つ
い
て
鑑
賞
し
、
書
法
の
美
を
だ
ん
だ
ん
と
感
じ
と
り
、
他
の

人
と
鑑
賞
し
て
感
じ
た
こ
と
分
か
っ
た
こ
と
を
交
流
す
る
。

３
．
ク
ラ
ス
、
学
年
、
学
校
、
地
域
社
会
で
の
活
動
お
よ
び
家
庭

生
活
に
お
い
て
、
自
分
の
写
字
技
能
を
積
極
的
に
用
い
る
。

〔
第
一
学
年
〕

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕

（
２
）
書
写
に
関
す
る
次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。 

ア　

字
形
を
整
え
、
文
字
の
大
き
さ
、
配
列
な
ど
に
つ
い
て
理
解

し
て
、
楷
書
で
書
く
こ
と
。

イ　

漢
字
の
行
書
の
基
礎
的
な
書
き
方
を
理
解
し
て
書
く
こ
と
。

〔
第
二
学
年
〕

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕

（
２
）
書
写
に
関
す
る
次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。 

ア　

漢
字
の
行
書
と
そ
れ
に
調
和
し
た
仮
名
の
書
き
方
を
理
解
し

て
、
読
み
や
す
く
速
く
書
く
こ
と
。

イ　

目
的
や
必
要
に
応
じ
て
、
楷
書
又
は
行
書
を
選
ん
で
書
く
こ

と
。

〔
第
三
学
年
〕

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕

（
２
）
書
写
に
関
す
る
次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。 

ア　

身
の
回
り
の
多
様
な
文
字
に
関
心
を
も
ち
、
効
果
的
に
文
字

を
書
く
こ
と
。

小学校中学校

２
．
硬
筆
で
楷
書
を
写
字
し
、
字
配
り
を
整
え
、
で
き
る
だ
け
美

し
く
書
き
、
一
定
の
速
度
で
書
く
こ
と
。

３
．
毛
筆
を
用
い
て
楷
書
を
書
け
、
写
字
に
お
い
て
漢
字
の
美
し

さ
を
体
得
す
る
こ
と
。

４
．
正
確
な
写
字
姿
勢
で
、
良
好
な
写
字
習
慣
を
身
に
つ
け
る
こ

と
。

だ
け
努
め
、
一
定
の
速
度
で
書
く
こ
と
を
求
め
る
。
興
味
の
あ
る

学
生
は
硬
筆
を
用
い
て
試
し
に
規
範
的
行
楷
書
、
通
行
の
行
楷
書

を
学
ん
で
も
よ
い
。

【
毛
筆
】

１
．
継
続
し
て
毛
筆
を
用
い
て
楷
書
を
書
き
練
習
す
る
。
毛
筆
の

運
筆
方
法
を
よ
り
熟
練
し
て
身
に
つ
け
、
筆
の
上
げ
下
げ
、
力

の
入
れ
方
、
リ
ズ
ム
等
の
変
化
を
体
得
す
る
。
習
字
格
を
用
い

て
、
点
画
の
間
隔
、
部
首
の
間
隔
の
位
置
関
係
を
よ
く
把
握
し
、

点
画
の
規
範
、
結
構
の
バ
ラ
ン
ス
、
均
整
の
と
れ
た
美
し
さ
を

次
第
に
つ
か
む
よ
う
に
す
る
。
正
確
な
写
字
姿
勢
と
良
好
な
写

字
習
慣
を
維
持
す
る
。

２
．
楷
書
の
古
典
の
碑
法
帖
の
臨
摹
に
挑
戦
し
、
そ
の
特
徴
を
体

得
し
、
臨
摹
能
力
が
次
第
に
向
上
す
る
よ
う
に
す
る
。
臨
摹
や

そ
の
他
の
写
字
活
動
中
に
お
い
て
、
先
に
脳
で
考
え
、
そ
の
後

手
を
動
か
す
習
慣
を
養
成
す
る
。

３
．
書
法
作
品
の
鑑
賞
の
学
習
を
す
る
。
条
幅
、
斗
方
（
正
方
形

の
紙
）、
対
聯
な
ど
、
よ
く
見
か
け
る
書
法
作
品
の
形
式
に
つ

い
て
理
解
す
る
。
書
法
の
社
会
生
活
に
お
け
る
応
用
に
注
意
を

払
う
。
古
典
の
碑
法
帖
の
鑑
賞
を
通
し
て
、
初
め
は
篆
書
、
隷

書
、
草
書
、
楷
書
、
行
書
の
五
種
類
の
書
体
を
認
識
し
、
書
体

の
お
お
よ
そ
の
変
遷
過
程
を
理
解
し
、
次
第
に
異
な
る
書
体
の

美
を
体
験
す
る
。

４
．
初
歩
的
な
書
法
の
応
用
意
識
を
持
ち
、
学
習
と
生
活
に
お
い

て
自
分
の
写
字
技
能
を
好
ん
で
運
用
し
よ
う
と
す
る
。

読
む
こ
と
。
ま
た
、
当
該
学
年
の
前
の
学
年
ま
で
に
配
当
さ
れ

て
い
る
漢
字
を
書
き
、
文
や
文
章
の
中
で
使
う
と
と
も
に
、
当

該
学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
を
漸
次
書
き
、
文
や
文
章
の

中
で
使
う
こ
と
。

（
イ
）
仮
名
及
び
漢
字
の
由
来
、
特
質
な
ど
に
つ
い
て
理
解
す
る

こ
と
。

（
２
）
書
写
に
関
す
る
次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。 

ア　

用
紙
全
体
と
の
関
係
に
注
意
し
、
文
字
の
大
き
さ
や
配
列
な

ど
を
決
め
る
と
と
も
に
、
書
く
速
さ
を
意
識
し
て
書
く
こ
と
。

イ　

目
的
に
応
じ
て
使
用
す
る
筆
記
具
を
選
び
、
そ
の
特
徴
を
生

か
し
て
書
く
こ
と
。

ウ　

毛
筆
を
使
用
し
て
、
穂
先
の
動
き
と
点
画
の
つ
な
が
り
を
意

識
し
て
書
く
こ
と
。

高学年（第五学年、第六学年）
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⑤
中
学
校
に
お
け
る
目
標
と
内
容

　

次
に
中
学
校
に
お
け
る
写
字
・
書
法
教
育
の
目
標
と
学
習
内
容
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。『
課
程
標
準
』
に
は
、
小
学
校

に
引
き
続
き
、「
正
確
な
写
字
姿
勢
で
、
良
好
な
写
字
習
慣
を
身
に
つ
け
る
こ
と
」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
、
正
確
な
姿
勢
で
の

写
字
、
良
好
な
写
字
習
慣
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
識
字
教
育
を
強
化
し
て
き
た
な

ご
り
で
あ
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
中
国
の
中
学
校
に
お
け
る
硬
筆
学
習
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。『
課
程
標
準
』
に
お
い
て
は
、
上
手
な
正
楷
字
の
基

礎
の
う
え
に
、
規
範
的
な
行
書
、
通
行
的
な
行
書
を
書
く
こ
と
と
し
、
写
字
ス
ピ
ー
ド
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
。『
指
導
綱

要
』
に
お
い
て
は
、
規
範
的
行
楷
書
、
通
行
の
行
楷
書
を
学
ぶ
と
の
記
載
が
あ
る
。
日
本
の
書
写
教
育
に
お
い
て
は
、
中
学

校
か
ら
行
書
の
学
習
を
は
じ
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、「
規
範
的
」、「
通
行
的
」
と
い
う
か
た
ち
で
「
行
書
」
を
区
別
す

る
こ
と
や
行
書
の
「
行
楷
字
」「
行
楷
書
」
と
い
っ
た
分
類
は
な
く
、こ
の
点
は
中
国
書
法
史
の
流
れ
に
立
脚
し
た
中
国
の
写

字
・
書
法
教
育
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
中
国
の
中
学
校
に
お
け
る
毛
筆
学
習
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。『
課
程
標
準
』
で
は
、
著
名
な
名
家
の
作
品
の
臨

摹
が
学
習
内
容
に
含
ま
れ
て
お
り
、
臨
摹
に
よ
り
「
書
法
の
審
美
価
値
」
を
体
得
す
る
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
指
導
綱

要
』
に
お
い
て
は
、
精
緻
な
古
典
碑
法
帖
の
臨
摹
が
学
習
内
容
で
あ
り
、
学
習
す
る
書
体
は
楷
書
、
行
書
、
隷
書
、
そ
の
他

の
書
体
お
よ
び
篆
刻
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
代
表
的
書
家
や
作
品
に
つ
い
て
、
書
学
書
道
史
的
な
内
容
も
学
習
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
『
指
導
綱
要
』
掲
載
の
推
奨
す
る
楷
書
以
外
の
臨
書
碑
法
帖
と
し
て
、
行
書
の
碑
法
帖
に

は
、
王
羲
之
『
蘭
亭
序
』（
神
龍
半
印
本
）、
顔
真
卿
『
祭
姪
文
稿
』、
蘇
軾
『
黄
州
寒
食
詩
巻
』、
趙
孟
頫
『
洛
神
賦
』、
隷
書

の
臨
書
手
本
と
し
て
、『
乙
瑛
碑
』、『
礼
器
碑
』、『
史
晨
碑
』、『
曹
全
碑
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
中
国
の
中
学
校
の
毛
筆
に

よ
る
学
習
は
、
鑑
賞
や
学
習
内
容
な
ど
の
記
述
が
あ
り
、
日
本
の
高
等
学
校
芸
術
科
書
道
の
学
習
内
容
と
大
い
に
共
通
性
が

あ
る
と
は
い
え
よ
う
。
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第
二
章
　『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
』
に
つ
い
て

　

で
は
、
次
に
『
指
導
綱
要
』
に
つ
い
て
、
そ
の
発
行
の
経
緯
、
法
的
な
位
置
づ
け
を
確
認
し
、『
指
導
綱
要
』
以
前
の
写

字
・
書
法
教
育
に
関
す
る
法
規
か
ら
『
指
導
綱
要
』
に
至
る
目
標
と
学
習
内
容
の
変
遷
を
確
認
し
た
い
。
さ
ら
に
、『
指
導
綱

要
』
の
上
位
法
規
に
あ
た
る
『
憲
法
』『
教
育
法
』『
規
劃
綱
要
』
の
三
つ
の
上
位
法
規
中
、『
指
導
綱
要
』
に
関
連
す
る
記
述

を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　

一
、
発
行
に
至
る
経
緯

　

ま
ず
、『
指
導
綱
要
』
が
発
行
さ
れ
る
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
、『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
解
読）

（1
（

』
の
記
述
を
参
考
に

し
て
ま
と
め
る
。

　

二
〇
一
一
年
五
月
、
教
育
部
基
礎
教
育
二
司
は
、「
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
専
家
研
制
工
作
組
」
を
組
織
し
た
。
教
育

部
基
礎
教
育
二
司
は
、中
華
人
民
共
和
国
教
育
部
の
教
育
部
学
前
教
育
弁
公
室
と
教
育
部
特
殊
教
育
弁
公
室
を
指
す
。「
中
小

学
書
法
教
育
指
導
綱
要
専
家
研
制
工
作
組
」
は
、
首
都
師
範
大
学
中
国
書
法
文
化
研
究
院
名
誉
院
長
で
あ
る
欧
陽
中
石
を
代

表
と
し
て
、
華
中
師
範
大
学
教
授
で
あ
り
国
家
基
礎
教
育
課
程
教
材
専
家
委
員
会
の
委
員
で
あ
る
雷
実
、
中
国
教
育
学
会
書

法
教
育
専
業
委
員
会
常
務
副
理
事
長
で
あ
る
張
鳳
民
を
主
要
メ
ン
バ
ー
と
す
る
。
さ
ら
に
、
郭
振
有
、
劉
守
安
、
王
元
軍
、

王
亜
輝
、
趙
士
英
、
席
殊
、
李
亮
ら
が
そ
の
名
を
メ
ン
バ
ー
に
連
ね
て
い
る
。
首
都
師
範
大
学
中
国
書
法
文
化
研
究
院
、
華

東
師
範
大
学
、
華
中
師
範
大
学
、
北
京
師
範
大
学
の
一
部
教
員
や
北
京
市
、
天
津
市
、
武
漢
市
、
江
蘇
省
、
吉
林
省
の
教
研

員）
（1
（

 

、
研
究
員
、
校
長
、
教
師
も
綱
要
の
研
究
・
制
定
・
修
正
作
業
に
助
言
を
し
て
い
る
と
い
う
。

　

一
年
ほ
ど
か
け
て
、
研
制
組
は
写
字
・
書
法
教
育
の
歴
史
文
献
、
書
法
教
育
の
原
理
と
理
論
、
書
法
教
育
の
現
状
調
査
を

お
こ
な
い
、『
指
導
綱
要
』
の
初
稿
を
完
成
さ
せ
、
広
く
意
見
を
求
め
た
。
ま
た
、
綱
要
の
研
究
・
制
定
作
業
の
過
程
に
お
い

て
も
教
育
部
基
礎
教
育
二
司
は
様
々
な
段
階
の
『
指
導
綱
要
』
に
つ
い
て
、
各
地
の
研
究
組
織
、
教
師
、
教
研
員
、
書
法
教

育
の
専
門
家
に
意
見
を
求
め
た
と
い
う
。
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教
育
部
基
礎
教
育
二
司
は
各
省
の
教
育
庁
の
下
、二
〇
一
二
年
四
月
、『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
（
征
求
意
見
稿
）』
を

発
行
し
、
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
中
国
書
法
家
協
会
に
も
意
見
を
求
め
た
。
集
ま
っ
た
意
見
を
も
と
に
、
教
育
部
基
礎

教
育
二
司
の
鄭
富
芝
司
長
、
申
継
亮
副
司
長
お
よ
び
教
育
部
基
礎
教
育
課
程
改
革
専
家
委
員
会
の
朱
慕
菊
秘
書
長
な
ど
と
何

回
も
研
制
小
組
が
共
同
で
協
議
を
し
な
が
ら
綱
要
の
修
正
に
あ
た
っ
た
。
そ
し
て
、『
指
導
綱
要
』
が
二
〇
一
三
年
一
月
一
八

日
に
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
　
　
　
　

二
、『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
』
の
教
育
法
規
に
お
け
る
位
置
づ
け

　

こ
こ
で
は
、『
指
導
綱
要
』
が
中
国
の
教
育
法
規
に
お
い
て
ど
う
い
っ
た
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
確
認
し
て
い
き

た
い
。

　

日
本
の
『
学
習
指
導
要
領
』
は
、
そ
れ
自
体
が
法
的
な
拘
束
力
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、『
学
校
教
育
法
施
行
規

則
』（
文
部
省
令
）
の
委
任
に
よ
り
制
定
さ
れ
、
法
律
を
補
充
す
る
と
い
う
性
質
か
ら
、
法
的
命
令
の
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ

る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　

で
は
、『
指
導
綱
要
』
は
中
国
で
ど
の
よ
う
な
法
的
位
置
づ
け
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。「
綱
要
」
の
法
的
位
置
づ
け
を
確
認

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
指
導
綱
要
』
の
法
的
な
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

篠
原
清
昭
に
よ
る
と
、
中
国
の
教
育
法
を
よ
り
広
義
に
捉
え
る
と
、
次
の
五
種
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う）

（1
（

。 

一
、
全
国
人
民
代
表
大
会
が
審
査
し
公
布
す
る
教
育
法
律
。

二
、
国
家
の
行
政
活
動
を
指
導
・
監
督
す
る
国
務
院
が
、
憲
法
と
法
律
に
も
と
づ
い
て
制
定
・
公
布
す
る
教
育
方
面
の

行
政
法
規
。
そ
の
名
称
は
、
条
例
・
規
定
・
方
法
等
。

三
、
国
務
院
内
部
の
各
部
・
委
員
会
が
法
律
と
国
務
院
の
行
政
法
規
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
部
門
内
部
の
権
限
内
で
制

定
す
る
教
育
方
面
の
規
則
。
そ
の
名
称
は
、
規
定
・
方
法
・
細
則
・
大
綱
・
綱
要
・
守
則
標
準
等
。

四
、
各
省
・
自
治
区
・
直
轄
市
の
人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
が
、
憲
法
・
法
律
・
行
政
法
規
に
抵
触
し
な
い

か
ぎ
り
に
お
い
て
制
定
す
る
地
方
の
教
育
法
規
（
こ
の
場
合
、
省
・
自
治
区
の
人
民
政
府
所
在
地
の
市
と
国
務
院
が
承
認
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す
る
大
規
模
な
市
の
人
民
代
表
大
会
も
ま
た
同
等
の
権
限
を
も
つ
）。

五
、
省
・
市
の
人
民
政
府
が
法
律
と
国
務
院
の
行
政
法
規
を
根
拠
と
し
て
制
定
す
る
教
育
規
則
（
な
お
、
そ
れ
に
は
「
国

家
の
承
認
」
を
条
件
と
し
、
国
家
の
行
政
の
施
行
規
則
的
内
容
を
も
つ
こ
と
が
必
要
）。

　

篠
原
清
昭
の
分
類
に
基
づ
く
と
、『
指
導
綱
要
』
は
教
育
部
の
発
行
し
た
法
規
で
あ
り
、
三
番
目
の
教
育
規
則
に
あ
た
る
と

い
え
る
。
と
す
る
と
、『
指
導
綱
要
』
は
教
育
法
と
し
て
当
て
は
ま
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
法
的
根
拠
が
非
常
に
強
い
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

中
国
に
お
い
て
最
高
法
規
は
『
憲
法
』
で
あ
る
。
教
育
法
に
お
い
て
、
最
上
位
に
あ
た
る
法
律
が
『
教
育
法
』
で
あ
り
、

『
教
育
法
』
は
す
べ
て
の
教
育
法
の
「
母
法
」
で
あ
り
、教
育
の
「
根
本
法
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
次
に
位
置
す

る
教
育
法
が
、「
部
門
教
育
法
」
と
よ
ば
れ
る
教
育
法
で
、「
職
業
教
育
法
」「
学
位
条
例
」「
義
務
教
育
法
」「
教
師
法
」「
高

等
教
育
法
」
な
ど
が
あ
る
。

　

そ
の
次
に
あ
た
る
の
が
、
国
務
院
や
教
育
部
と
い
っ
た
中
央
教
育
行
政
機
関
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
教
育
行
政
法
規
や
教

育
行
政
規
則
で
あ
る
。
篠
原
清
昭
に
よ
る
と
、「
こ
れ
ら
の
教
育
行
政
法
規
や
規
則
の
多
く
が
、
部
門
教
育
法
よ
り
先
に
数
多

く
制
定
さ
れ
、
教
育
政
策
の
具
現
化
の
た
め
の
国
家
規
範
と
し
て
機
能
し
て
い
た）

（1
（

」
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、「
部
門
教
育

法
」
の
先
行
法
と
し
て
の
法
的
価
値
を
持
ち
、「
部
門
教
育
法
」
が
未
整
備
の
状
況
に
お
い
て
は
、「
部
門
教
育
法
」
の
代
替

教
育
法
と
し
て
の
法
的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う）

（1
（

。 

『
指
導
綱
要
』
は
教
育
部
発
行
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
教
育
行
政
法

規
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、『
指
導
綱
要
』
の
法
的
位
置
づ
け
は
決
し
て
低
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
は
確
認
で
き
そ
う
で
あ
る
。
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第
三
章
　『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
』
に
至
る
ま
で
の
目
標
の
変
遷）

11
（

 

　
　
　
　
　

一
、『
九
年
義
務
教
育
全
日
制
小
学
写
字
教
学
指
導
綱
要
（
試
用
）』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
お
い
て
示
さ
れ
た
写
字
教
育
の
目
標

　

で
は
次
に
、『
指
導
綱
要
』
に
至
る
写
字
・
書
法
教
育
の
主
な
法
規
に
つ
い
て
、
そ
の
変
遷
を
見
て
い
き
た
い
。
中
国
の
写

字
教
育
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
の
が
、
一
九
九
七
年
に
中
華
人
民
共
和
国
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
『
写
字
教

学
指
導
綱
要）

1（
（

』
で
あ
る
。

　
「
写
字
は
小
学
生
が
備
え
る
べ
き
重
要
な
言
語
能
力
の
一
つ
で
あ
り
、
写
字
教
育
は
小
学
校
語
文
（
国
語
）
教
育
の
重
要
な

内
容
で
あ
る
。
写
字
教
育
を
き
ち
ん
と
実
施
す
る
こ
と
は
、
学
生
の
学
習
と
今
後
の
仕
事
に
す
べ
か
ら
く
重
要
な
作
用
を
お

よ
ぼ
す）

11
（

」 
と
い
う
前
文
か
ら
は
じ
ま
る
『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
は
、
そ
の
内
容
も
具
体
的
で
、
近
代
中
国
の
写
字
・
書
法

教
育
の
方
向
を
決
定
づ
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
は
、
以
下
の
構
成
で
記
述
さ
れ
る
。

一
、
教
育
の
目
的
と
要
求

二
、
教
育
の
主
な
内
容

三
、
教
育
の
原
則
と
注
意
す
べ
き
問
題

四
、
各
学
年
に
お
け
る
教
育
の
内
容
と
要
求

　
　

六
年
制
小
学
校
の
各
学
年
に
お
け
る
教
育
内
容
と
要
求

　
　

五
年
制
小
学
校
の
各
学
年
に
お
け
る
教
育
内
容
と
要
求

附
録

一
、
教
材
と
し
て
取
り
あ
げ
る
主
要
な
文
字
の
例

二
、
漢
字
部
首
名
称
表
（
小
学
校
用
）



157 中華人民共和国『中小学書法教育指導綱要』の研究

三
、
漢
字
基
本
点
画
名
称
表

四
、
写
字
筆
順
規
則
表）

11
（

 

　

一
九
九
七
年
と
い
え
ば
、
香
港
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
中
国
に
返
還
さ
れ
、
近
代
化
に
突
き
進
ん
で
い
く
転
換
点
に
も
あ
た
る

年
で
も
あ
る
。
そ
ん
な
な
か
、
国
家
教
育
委
員
会
が
基
礎
教
育
の
改
革
と
発
展
と
方
針
と
し
て
示
し
た
も
の
が
、
こ
の
『
写

字
教
学
指
導
綱
要
』
で
あ
る
。

　

で
は
、『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
に
お
い
て
、
写
字
教
育
の
目
標
が
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
か
、
確
認
し
て
い
き

た
い
。
原
文
は
、『
学
科
教
育
』
一
九
九
七
年
第
九
期）

11
（

に
掲
載
の
も
の
を
用
い
た
。

　

一
、
教
育
の
目
標
と
要
求

　

小
学
校
に
お
け
る
写
字
教
育
の
目
標
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
学
生
が
鉛
筆
や
万
年
筆
を
用
い
て
文
字
を
書
け
る
よ

う
に
し
、
毛
筆
に
よ
っ
て
文
字
を
書
く
こ
と
を
学
習
し
、
学
生
が
正
確
な
漢
字
の
写
字
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
。
識
字

教
育
の
成
果
を
し
っ
か
り
と
し
た
も
の
に
し
、
学
生
の
祖
国
の
言
語
を
愛
す
る
嗜
好
を
育
成
し
、
心
理
を
陶
冶
し
、
審

美
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
。
真
面
目
で
注
意
深
く
調
査
す
る
学
習
態
度
と
良
好
な
意
志
・
品
格
を
養
成
す
る
こ
と
。

　

写
字
教
育
で
は
以
下
の
こ
と
を
指
導
す
る
よ
う
求
め
る
。
学
生
が
正
確
な
写
字
姿
勢
、
執
筆
法
、
運
筆
法
に
よ
っ
て

書
く
よ
う
養
成
す
る
こ
と
。
識
字
教
育
の
基
礎
に
基
づ
き
、
漢
字
の
点
画
、
部
首
、
結
構
の
特
徴
に
つ
い
て
さ
ら
に
深

く
理
解
す
る
こ
と
。
初
歩
的
な
漢
字
の
写
字
方
法
に
つ
い
て
習
熟
す
る
こ
と
。
鉛
筆
で
書
く
文
字
、
万
年
筆
で
書
く
文

字
を
次
第
に
適
切
に
正
し
く
き
れ
い
に
整
え
て
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
。
文
字
の
配
置
を
整
え
て
一
定
の
速

度
で
書
く
こ
と
。
毛
筆
に
よ
る
文
字
の
写
字
も
重
視
し
、
毛
筆
に
よ
る
写
字
訓
練
を
強
化
し
、
学
生
に
描
紅
や
仿
影
に

よ
っ
て
臨
書
さ
せ
、
次
第
に
毛
筆
で
均
整
を
と
っ
て
書
け
る
よ
う
に
な
り
、
紙
面
を
き
れ
い
に
で
き
る
こ
と
。
学
生
の

写
字
に
つ
い
て
の
興
味
と
審
美
能
力
の
育
成
を
重
視
す
る
こ
と
。
学
生
が
真
摯
に
写
字
し
筆
記
用
具
を
大
切
に
す
る
よ

う
重
視
し
て
育
成
す
る
こ
と）

11
（

。 
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こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
目
標
を
整
理
す
る
と
次
の
三
点
に
集
約
で
き
る
。

①
硬
筆
・
毛
筆
に
よ
る
正
確
な
写
字
。

②
漢
字
を
愛
す
る
嗜
好
、
良
好
な
心
理
、
鑑
賞
能
力
の
育
成
。

③
真
摯
な
学
習
態
度
、
良
好
な
人
格
の
育
成
。

　

そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
で
は
次
の
六
点
を
指
導
す
る
う
え
で
必
要
と
す
る
。

①
正
し
い
姿
勢
で
、
正
し
い
筆
記
具
の
持
ち
方
で
、
正
し
い
筆
記
具
の
使
い
方
を
指
導
す
る
こ
と
。

②
漢
字
の
点
画
、
部
首
、
構
成
に
つ
い
て
詳
し
く
指
導
す
る
こ
と
。

③
漢
字
の
初
歩
的
な
写
字
方
法
、
適
切
に
正
し
く
き
れ
い
に
整
え
て
書
く
指
導
を
す
る
こ
と
。

④
配
置
、
書
く
速
度
に
気
を
つ
け
た
指
導
を
す
る
こ
と
。

⑤
描
紅
や
仿
影
と
い
っ
た
中
国
の
伝
統
的
な
練
習
方
法
を
用
い
、
毛
筆
に
よ
る
写
字
の
指
導
を
強
化
し
、
毛
筆
に
お
い

て
も
き
れ
い
に
整
え
て
書
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

⑥
写
字
に
つ
い
て
興
味
を
引
き
出
し
、
鑑
賞
能
力
を
育
成
し
、
写
字
や
筆
記
用
具
に
対
す
る
真
摯
な
態
度
を
育
成
す
る

こ
と
。

　

一
九
九
七
年
の
段
階
で
は
、
当
時
の
中
国
の
生
徒
の
状
況
や
教
育
環
境
も
あ
り
、
整
っ
た
字
を
書
く
と
い
う
写
字
と
と
も

に
正
確
な
文
字
を
書
く
識
字
教
育
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

　

学
習
内
容
と
し
て
『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
る
と
、
そ
の
筆
頭
に
「
情
感
、
興
味
の
育
成
」

が
挙
げ
ら
れ
、「
初
め
は
学
生
に
漢
字
の
歴
史
や
文
化
価
値
を
紹
介
し
、
学
生
の
祖
国
の
文
字
を
熱
愛
す
る
情
感
を
育
成
す

る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
続
い
て
「
学
生
に
わ
が
国
の
書
法
に
関
係
す
る
話
を
紹
介
し
、
学
生
の
漢
字
の
構
造
の
特
徴
と

写
字
を
認
識
し
、漢
字
使
用
の
過
程
で
学
生
の
写
字
に
対
す
る
興
味
と
審
美
能
力
を
育
成
す
る
」
と
し
て
い
る
。『
写
字
教
学



159 中華人民共和国『中小学書法教育指導綱要』の研究

指
導
綱
要
』
で
は
、「
漢
字
を
愛
す
る
嗜
好
」
は
、
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
強
調
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　

二
、『
教
育
部
関
于
在
中
小
学
加
強
写
字
教
学
的
若
干
意
見
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
写
字
教
育
の
意
義

　

で
は
、二
〇
〇
二
年
に
発
行
さ
れ
た
『
写
字
教
学
的
若
干
意
見
』
で
示
さ
れ
た
写
字
教
育
の
意
義
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。

　

な
ぜ
『
写
字
教
学
的
若
干
意
見
』
が
発
行
さ
れ
た
の
か
。『
写
字
教
学
的
若
干
意
見
』
前
文
に
よ
り
、『
写
字
教
学
的
若
干

意
見
』
発
行
の
理
由
を
確
認
し
た
い
。
考
察
に
当
た
っ
て
は
、『
教
育
部
政
報
』
二
〇
〇
二
年
六
期
お
よ
び
『
中
華
人
民
共
和

国
国
務
院
公
報
』
二
〇
〇
三
年
七
期
に
掲
載
の
も
の
を
参
考
に
し
た
。

　

一
九
九
八
年
に
教
育
部
が『
九
年
義
務
教
育
全
日
制
小
学
写
字
教
学
指
導
綱
要
（
試
用
）』を
発
布
し
実
施
し
て
以
来
、

各
地
で
小
学
校
段
階
の
写
字
教
育
に
つ
い
て
あ
ま
ね
く
力
を
い
れ
て
指
導
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
部
の
地
域

と
学
校
で
の
写
字
教
育
で
は
、
適
切
な
写
字
教
育
の
指
導
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
学
生
の
基

本
的
な
文
化
素
養
の
普
遍
的
な
水
準
が
向
上
せ
ず
格
差
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
教
育
部
発
行
の
『
基
礎
教
育
課
程
改
革

綱
要
（
試
行
）』
で
は
「
義
務
教
育
段
階
の
語
文
お
よ
び
美
術
課
程
中
、
写
字
教
育
に
力
を
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
再
び
写
字
教
育
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
現
在
、
小
中
学
校
の
写
字
教
育
の
強
化
に
つ
い

て
以
下
の
意
見
を
提
出
し
、
小
中
学
校
の
実
際
に
関
連
さ
せ
て
、
真
剣
に
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
望
む）

11
（

。 

　

つ
ま
り
、
一
九
九
八
年
に
発
行
さ
れ
た
『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
に
よ
り
、
小
学
校
に
お
い
て
写
字
教
育
を
お
こ
な
う
よ

う
に
さ
れ
た
が
、
す
べ
て
の
学
校
で
適
切
に
十
分
な
写
字
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
た
め
、
さ
ら
に
写
字

教
育
を
全
国
で
あ
ま
ね
く
実
施
す
る
よ
う
に
『
写
字
教
学
的
若
干
意
見
』
が
発
布
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　
『
写
字
教
学
的
若
干
意
見
』
は
、

（
一
）
写
字
教
育
の
目
的
と
意
義
に
つ
い
て
十
分
に
認
識
す
る
こ
と

（
二
）
写
字
教
育
の
要
求
に
つ
い
て
明
確
に
す
る
こ
と
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（
三
）
各
課
程
に
お
い
て
す
べ
か
ら
く
写
字
教
育
を
重
視
す
べ
き
こ
と

（
四
）
学
生
が
漢
字
を
書
き
や
す
い
環
境
を
設
営
す
る
こ
と
、
必
要
な
条
件
を
提
供
す
る
こ
と

（
五
）
写
字
教
育
の
評
価
を
改
善
す
る
こ
と）

11
（

 

　

と
い
う
構
成
で
記
述
さ
れ
る
。『
写
字
教
学
的
若
干
意
見
』
は
、『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
が
全
国
の
小
中
学
校
に
浸
透
し

て
い
な
い
た
め
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
目
的
や
意
義
は
、
お
お
む
ね
『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
に
沿
っ
た
も

の
に
な
る
。
以
下
、
示
さ
れ
て
い
る
目
的
と
意
義
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　
（
一
）
写
字
教
育
の
目
的
と
意
義
に
つ
い
て
十
分
に
認
識
す
る
こ
と

　

標
準
的
で
、
正
し
く
、
整
っ
た
漢
字
の
写
字
は
書
面
に
よ
る
交
流
の
基
礎
を
保
証
す
る
の
に
有
効
で
あ
り
、
学
生
が

語
文
お
よ
び
そ
の
他
の
課
程
で
学
習
す
る
も
の
で
あ
り
、
生
涯
に
わ
た
る
学
習
す
る
能
力
の
基
礎
を
形
成
す
る
も
の
で

あ
る
。
祖
国
の
文
字
を
愛
し
、
良
好
な
写
字
習
慣
を
養
成
し
、
習
熟
し
た
写
字
技
能
を
身
に
つ
け
、
な
ら
び
に
初
歩
的

な
書
法
鑑
賞
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
現
代
中
国
の
国
民
が
備
え
る
べ
き
基
本
的
な
素
養
で
あ
り
、
基
礎
教
育
課

程
の
目
標
の
一
つ
で
あ
る
。

　

中
国
書
法
は
漢
字
の
表
意
性
と
造
形
芸
術
を
融
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
悠
久
の
歴
史
が
あ
り
、
広
く
群
衆
が
基
礎
を

そ
な
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
漢
字
写
字
の
美
学
的
価
値
は
、
国
境
や
漢
字
文
化
圏
と
い
う
境
界
を
も
超
越
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
だ
か
ら
、
写
字
教
育
は
学
生
の
心
理
や
鑑
賞
能
力
や
祖
国
の
言
語
へ
の
熱
愛
や
文
化
的
理
解
を
育
て
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
す
で
に
写
字
技
能
の
向
上
に
有
益
で
あ
り
、
学
問
と
教
養
の
増
進
に
有
益
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。

　

現
在
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
漢
字
の
タ
イ
ピ
ン
グ
技
術
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
重
視
す
る
と
同
時
に
、
必
ず
小
・
中

学
生
は
漢
字
を
き
ち
ん
と
書
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
継
続
し
て
強
調
す
る
。
中
華
民
族
の
優
秀
な
文
化
を
継
承

し
発
揚
し
、
写
字
教
育
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
写
字
教
育
を
弱
め
て
は
な
ら
な
い）

11
（

。 

　
『
写
字
教
学
的
若
干
意
見
』
に
よ
る
と
、
写
字
教
育
の
意
義
は
、
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①
標
準
的
で
正
し
く
整
っ
た
漢
字
を
書
く
こ
と
に
よ
り
写
字
技
能
が
向
上
し
、
書
面
に
よ
る
交
流
の
基
礎
を
保
証
し
、

語
文
や
他
の
教
科
を
通
じ
て
生
涯
に
わ
た
る
学
習
の
基
礎
を
形
成
で
き
、学
問
と
教
養
の
増
進
に
有
益
で
あ
る
こ
と
。

②
祖
国
の
文
字
を
愛
し
、
き
ち
ん
と
し
た
写
字
習
慣
を
身
に
つ
け
、
習
熟
し
た
写
字
技
能
を
身
に
つ
け
、
書
法
鑑
賞
能

力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
が
そ
な
え
る
べ
き
基
本
的
な
素
養
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
こ
と
。

③
学
生
の
情
操
、
鑑
賞
能
力
、
祖
国
の
言
語
へ
の
熱
愛
や
文
化
理
解
を
育
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

に
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
で
記
述
さ
れ
て
い
る
目
標
が
、

①
硬
筆
・
毛
筆
に
よ
る
正
確
な
写
字

②
漢
字
を
愛
す
る
嗜
好
、
良
好
な
心
理
、
鑑
賞
能
力
の
育
成

③
真
摯
な
学
習
態
度
、
良
好
な
人
格
の
育
成

の
三
点
に
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。『
写
字
教
学
的
若
干
意
見
』
の
内
容
は
『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
と
比
べ
て
、お
お

む
ね
同
じ
で
あ
る
と
考
え
て
い
い
が
、
い
く
つ
か
の
差
違
が
確
認
で
き
る
。
ま
ず
、『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
「
③
真
摯
な
学
習
態
度
、
良
好
な
人
格
の
育
成
」
に
類
す
る
記
述
が
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』

の
「
②
漢
字
を
愛
す
る
嗜
好
の
育
成
」
に
類
す
る
記
述
が
『
写
字
教
学
的
若
干
意
見
』
で
は
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

た
し
か
に
、『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
で
も
、「
識
字
教
育
の
成
果
を
し
っ
か
り
と
し
た
も
の
に
し
、
学
生
の
祖
国
の
言
語

を
愛
す
る
嗜
好
を
育
成
し
」
と
い
う
記
述
は
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
教
育
内
容
と
し
て
も
、「
初
め
は
学
生
に
漢
字
の
歴
史
や

文
化
価
値
を
紹
介
し
、
学
生
の
祖
国
の
文
字
を
熱
愛
す
る
情
感
を
育
成
す
る
」、「
学
生
に
わ
が
国
の
書
法
に
関
係
す
る
話
を

紹
介
し
、
学
生
の
漢
字
の
構
造
の
特
徴
と
写
字
を
認
識
し
、
漢
字
使
用
の
過
程
で
学
生
の
写
字
に
対
す
る
興
味
と
審
美
能
力

を
育
成
す
る
」
と
祖
国
の
文
字
を
愛
す
る
心
情
の
育
成
を
教
育
の
内
容
に
挙
げ
て
は
い
る
。
た
だ
、『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』

か
ら
『
写
字
教
学
的
若
干
意
見
』
に
な
り
、
そ
の
表
現
が
高
い
レ
ベ
ル
を
要
求
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。



162

　

で
は
、ど
の
よ
う
に
表
現
が
高
い
レ
ベ
ル
を
要
求
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
で
示

さ
れ
た
、
写
字
教
育
を
通
し
て
「
学
生
の
祖
国
の
言
語
を
愛
す
る
嗜
好
を
育
成
」
す
る
と
い
う
表
現
が
、『
写
字
教
学
的
若
干

意
見
』
に
お
い
て
「
祖
国
の
文
字
を
熱
愛
し
、
良
好
な
写
字
習
慣
を
養
成
し
、
習
熟
し
た
写
字
技
能
を
身
に
つ
け
、
な
ら
び

に
初
歩
的
な
書
法
鑑
賞
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
」
が
「
現
代
中
国
の
国
民
が
備
え
る
べ
き
基
本
的
な
素
養
」
で
あ
る
と
明

記
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
中
国
書
法
は
漢
字
の
表
意
性
と
造
形
芸
術
を
融
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
悠
久
の
歴
史

が
あ
り
、
広
く
群
衆
が
基
礎
を
備
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
漢
字
写
字
の
美
学
的
価
値
は
、
国
境
や
漢
字
文
化
圏
と
い
う
境

界
を
も
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
か
ら
、
写
字
教
育
は
学
生
の
心
理
や
鑑
賞
能
力
や
祖
国
の
言
語
へ
の
愛
や
文
化
的
理

解
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
中
国
書
法
は
悠
久
の
歴
史
が
あ
り
、
様
々
な
境
界
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
写

字
教
育
は
祖
国
の
言
語
へ
の
熱
愛
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

　

こ
の
写
字
教
育
と
祖
国
の
言
語
を
繋
げ
る
考
え
は
、『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
に
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
こ
ま
で
は
強
調

さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
で
は
、
写
字
教
育
に
よ
っ
て
祖
国
の
言
語
を
愛
す
る
嗜
好
を
教
え
る
こ
と

が
で
き
、
ま
た
教
え
る
こ
と
が
目
標
で
あ
る
と
記
述
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
写
字
教
学
的
若
干
意
見
』
で
は
、
写
字
教
育
に

お
い
て
祖
国
の
文
字
を
愛
す
る
こ
と
が
現
代
中
国
国
民
の
基
本
的
な
素
養
で
あ
り
、
写
字
教
育
は
祖
国
へ
の
言
語
へ
の
愛
を

育
て
る
こ
と
が
で
き
る
意
義
が
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
は
、「
中
華
民
族
の
優
秀
な
文
化
を
継
承
し
発
揚
し
、
写
字
教
育
を
強

化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
写
字
教
育
を
弱
め
て
は
な
ら
な
い
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。

　

写
字
教
育
と
祖
国
の
文
字
文
化
を
愛
す
る
こ
と
を
強
く
結
び
つ
け
始
め
た
こ
と
が
、『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
か
ら
『
写

字
教
学
的
若
干
意
見
』
へ
の
大
き
な
変
化
で
あ
る
こ
と
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、「
祖
国
の
文
化
を
愛
す
る
心
情
を
育
て
る
た

め
に
写
字
教
育
を
強
化
す
る
」
と
い
う
考
え
か
ら
、「
祖
国
の
文
字
を
愛
す
る
こ
と
は
国
民
の
基
本
的
な
素
養
で
あ
る
か
ら
、

写
字
教
育
を
強
化
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
論
理
へ
の
転
換
で
あ
り
、
こ
の
違
い
は
大
き
い
。

　
　
　
　
　

三
、『
教
育
部
関
于
中
小
学
開
展
書
法
教
育
的
意
見
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
書
法
教
育
の
意
義

　

で
は
、
次
に
、
二
〇
一
一
年
に
発
行
さ
れ
た
『
書
法
教
育
的
意
見
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
書
法
教
育
の
意
義
に
つ
い
て
確

認
し
て
い
き
た
い
。
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『
書
法
教
育
的
意
見
』
は
『
規
劃
綱
要
』
に
基
づ
き
、素
質
教
育
の
全
面
実
施
お
よ
び
中
華
民
族
の
優
秀
な
文
化
を
継
承
し

広
め
る
た
め
、
小
中
学
校
で
の
書
法
教
育
を
推
し
進
め
る
よ
う
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
と
し
て
も
、
ま
た
北
京
師

範
大
学
出
版
社
発
行
の
『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
』
に
『
書
法
教
育
的
意
見
』
が
『
指
導
綱
要
』
と
と
も
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
と
も
に
『
規
劃
綱
要
』
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、『
書
法
教
育
的
意
見
』
は
『
指
導

綱
要
』
の
前
身
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
『
指
導
綱
要
』
と
一
組
で
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
『
書
法
教
育
的
意
見
』
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
書
法
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
の
重
要
な
意
義
に
つ
い
て
十
分
認
識
す
る
こ
と

二
、
小
中
学
校
に
お
け
る
書
法
教
育
の
総
体
的
要
求

　
　

１
．
書
法
教
育
課
開
設
の
要
求

　
　

２
．
書
法
教
育
へ
の
要
求

三
、
書
法
教
育
を
実
施
す
る
た
め
の
条
件
を
保
証
す
る
こ
と）

11
（

 

　

こ
の
『
書
法
教
育
的
意
見
』
は
、
中
国
の
写
字
・
書
法
教
育
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
な
ぜ
な
ら

ば
、『
書
法
教
育
的
意
見
』
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
小
中
学
校
で
「
写
字
」
と
言
わ
れ
て
い
た
も
の
が
「
書
法
」
と
言
い
替
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
一
三
年
に
発
行
さ
れ
た
『
指
導
綱
要
』
で
も
「
書
法
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
書
法
教
育
的
意
見
』
に
お
い
て
は
書
法
の
授
業
の
開
設
が
示
さ
れ
て
い
る
。
で
は
書
法
と
い
う
授
業
は
ど
の
よ
う

な
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
書
法
教
育
的
意
見
』の
該
当
部
分
を
訳
出
し
て
確
認
し
た
い
。
訳
出
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
中
国
人
民
共
和
国
中
央
人
民
政
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ）

11
（

お
よ
び
『
書
法
教
育
的
実
施
与
推
広）

1（
（

』
に
掲
載
の
も
の
を

用
い
た
。

　

小
中
学
校
の
主
要
な
関
係
の
あ
る
課
程
お
よ
び
活
動
を
通
し
て
書
法
教
育
を
推
進
す
る
。
義
務
教
育
段
階
の
語
文
課

程
に
お
い
て
、
課
程
標
準
に
照
ら
し
た
書
法
教
育
の
推
進
を
要
求
し
、
そ
の
な
か
で
も
三
年
か
ら
六
年
生
の
語
文
課
程
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に
お
い
て
、
毎
週
一
回
の
書
法
の
授
業
を
設
置
す
る
。
義
務
教
育
段
階
の
美
術
や
芸
術
の
課
程
に
お
い
て
、
学
科
の
特

徴
に
合
わ
せ
て
多
種
多
様
な
書
法
教
育
を
推
進
す
る
。
普
通
科
高
等
学
校
の
語
文
な
ど
の
適
当
な
課
程
に
書
法
と
関
係

す
る
選
択
科
目
を
設
置
す
る
。
小
中
学
校
で
は
さ
ら
に
総
合
実
践
活
動
や
地
方
の
特
殊
課
程
、
学
校
の
特
殊
課
程
に
お

い
て
書
法
教
育
を
推
進
す
る）

11
（

。 

　
『
書
法
教
育
的
意
見
』
に
お
い
て
は
、書
法
の
授
業
開
設
の
要
求
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
書
法
の
授
業
開
設
の
要
求

と
は
、
小
中
学
校
の
語
文
課
程
に
お
い
て
、
課
程
標
準
に
照
ら
し
書
法
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
で
あ
り
、
小
中
学
校
の
美
術
、

芸
術
な
ど
の
課
程
に
お
い
て
、
学
科
の
特
徴
に
合
わ
せ
様
々
な
か
た
ち
で
書
法
教
育
を
実
施
し
推
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
小
学
校
三
年
か
ら
六
年
生
の
語
文
課
程
に
お
い
て
、
週
一
時
間
の
書
法
の
授
業
を
設
置
す
る
こ
と
で
あ
り
、
小

中
学
校
の
美
術
や
芸
術
の
課
程
に
お
い
て
、
学
科
の
特
徴
に
合
わ
せ
て
多
種
多
様
な
書
法
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
高
等
学
校
の
語
文
な
ど
の
適
当
な
課
程
に
書
法
と
関
連
す
る
選
択
科
目
を
設
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
小
中

学
校
に
お
い
て
は
、
そ
の
他
様
々
な
課
程
に
お
い
て
も
、
学
校
や
地
域
の
特
色
に
あ
わ
せ
た
書
法
教
育
の
実
践
を
要
求
し
て

い
る
。

　

で
は
、『
書
法
教
育
的
意
見
』
に
お
い
て
、
書
法
教
育
の
意
義
は
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
確

認
し
た
い
。

　

一
、
書
法
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
の
重
要
な
意
義
に
つ
い
て
十
分
認
識
す
る
こ
と

　

書
法
は
中
華
民
族
文
化
の
宝
で
あ
り
、
人
類
文
明
の
貴
重
な
財
産
で
あ
り
、
基
礎
教
育
の
重
要
な
内
容
で
あ
る
。
書

法
教
育
を
通
し
て
小
中
学
生
に
写
字
の
基
本
的
技
能
の
育
成
と
書
法
芸
術
鑑
賞
を
実
施
し
、
中
華
民
族
の
優
秀
な
文
化

を
伝
承
し
、
愛
国
心
を
養
う
重
要
な
手
段
で
あ
る
。
学
生
の
漢
字
写
字
能
力
を
向
上
さ
せ
、
審
美
嗜
好
を
育
み
、
情
操

を
陶
冶
し
、
文
化
教
養
を
高
め
、
全
面
的
な
発
展
を
促
進
す
る
重
要
な
動
作
で
あ
る
。

　

現
在
、
情
報
技
術
の
猛
烈
な
発
展
が
パ
ソ
コ
ン
、
携
帯
電
話
の
普
及
に
及
ぶ
に
と
も
な
い
、
人
々
の
交
流
の
方
法
が

学
習
方
法
に
ま
で
及
び
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
極
め
て
大
き
な
変
化
が
発
生
し
、
小
中
学
生
の
漢
字
写
字
能
力
が
い
た
る
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と
こ
ろ
で
低
下
し
て
お
り
、
中
華
の
優
秀
な
文
化
の
継
承
と
拡
大
の
た
め
に
、
国
民
の
素
質
を
高
め
、
小
中
学
校
に
お

け
る
書
法
教
育
の
促
進
が
必
要
で
あ
る）

11
（

。 

　

書
法
教
育
の
意
義
に
つ
い
て
、『
書
法
教
育
的
意
見
』
で
は
冒
頭
に
書
法
は
中
華
民
族
文
化
の
宝
で
あ
り
、
人
類
文
明
の
貴

重
な
財
産
で
あ
り
、
基
礎
教
育
の
重
要
な
内
容
で
あ
り
、
書
法
教
育
に
よ
っ
て
中
華
民
族
の
優
秀
な
文
化
で
あ
る
書
法
を
伝

承
し
、
書
法
教
育
に
よ
っ
て
愛
国
心
を
養
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
示
す
。
そ
こ
で
『
書
法
教
育
的
意
見
』
に
お
い
て
、
写

字
と
い
う
呼
称
か
ら
書
法
と
い
う
呼
称
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
『
書
法
教
育
的
意
見
』
で
は
、
写
字
技
能
の
育
成

に
つ
い
て
そ
の
重
要
性
を
十
分
に
認
め
つ
つ
も
、
愛
国
主
義
教
育
の
手
段
と
し
て
の
書
法
教
育
を
お
こ
な
う
と
い
う
意
図
が

さ
ら
に
強
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
で
示
さ
れ
た
「
真
摯
な
学
習
態
度
、
良
好
な
人
格
の
育
成
」

に
あ
た
る
表
現
が
『
書
法
教
育
的
意
見
』
で
は
見
ら
れ
な
い
。『
書
法
教
育
的
意
見
』
で
は
、
①
写
字
の
基
本
的
な
技
能
、
鑑

賞
能
力
、
情
操
、
文
化
教
養
の
育
成
、
②
文
化
伝
承
、
愛
国
心
を
養
う
手
段
、
と
い
う
書
法
教
育
の
意
義
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

四
、『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
目
標

　
『
指
導
綱
要
』
は
『
書
法
教
育
的
意
見
』
と
と
も
に
『
規
劃
綱
要
』
に
基
づ
き
、
素
質
教
育
の
全
面
実
施
お
よ
び
中
華
民

族
の
優
秀
な
文
化
を
継
承
し
広
め
る
た
め
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
書
法
教
育
的
意
見
』
で
理
念
を
示
し
、『
指
導
綱

要
』
で
具
体
例
を
示
し
た
と
も
い
え
る
。

　
『
指
導
綱
要
』
は
教
育
部
基
礎
教
育
課
程
教
材
専
家
工
作
委
員
会
の
審
議
に
よ
り
作
成
さ
れ
、二
〇
一
三
年
春
よ
り
実
施
さ

れ
た
。
で
は
、
そ
の
目
標
は
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、『
指
導
綱
要
』
は
『
書
法

教
育
的
意
見
』
と
一
組
で
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
目
標
も
『
書
法
教
育
的
意
見
』
と
ほ
ぼ
同
様
と
い
っ
て
い
い
が
、『
指

導
綱
要
』
で
は
簡
潔
に
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

二
、
目
標
と
内
容

（
一
）
書
法
教
育
の
全
体
的
な
目
標
と
内
容
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１
．
漢
字
の
硬
筆
、
毛
筆
写
字
の
基
本
的
な
技
術
を
学
習
し
身
に
つ
け
、
写
字
能
力
を
高
め
、
良
好
な
写
字
習
慣
を
育

成
す
る
。

２
．
漢
字
と
書
法
の
魅
力
を
感
じ
、
情
操
を
育
成
し
、
審
美
能
力
と
文
化
品
位
を
高
め
る
。

３
．
漢
字
へ
の
熱
愛
や
書
法
学
習
へ
の
熱
意
を
強
く
引
き
出
し
、
中
華
の
優
秀
な
伝
統
文
化
を
重
視
し
、
文
化
へ
の
自

信
と
愛
国
心
を
い
っ
そ
う
高
め
る）

11
（

。 

　

言
い
方
は
多
少
か
わ
る
も
の
の
『
書
法
教
育
的
意
見
』
と
大
き
な
差
異
は
な
い
。
や
は
り
、
書
法
教
育
の
目
標
を
、
写
字

技
術
の
習
得
、
写
字
習
慣
、
情
操
、
審
美
能
力
、
文
化
教
養
の
育
成
と
漢
字
へ
の
熱
愛
、
文
化
の
伝
承
、
文
化
へ
の
自
信
や

愛
国
心
を
高
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
で
は
、
写
字
教
育
に
よ
り
「
祖
国
の
言
語
を
愛
す
る
嗜
好
を
育
成
」
す
る
と
表
現
さ
れ
、『
写
字

教
学
的
若
干
意
見
』
で
は
、「
祖
国
の
文
字
を
愛
す
る
こ
と
が
現
代
中
国
の
国
民
が
備
え
る
べ
き
基
本
的
な
素
養
で
あ
り
、
写

字
教
育
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
お
こ
な
う
」
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、『
書
法
教
育
的
意
見
』
で
は
、
書
法
教
育
は
「
中
華
民
族

の
優
秀
な
文
化
で
あ
る
書
法
を
伝
承
し
、
愛
国
心
を
養
う
重
要
な
手
段
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
。『
指
導
綱
要
』
で
は
、
書
法
教

育
に
よ
っ
て
、「
漢
字
へ
の
熱
愛
や
書
法
学
習
へ
の
熱
意
を
強
く
引
き
出
し
、
中
華
の
優
秀
な
伝
統
文
化
を
重
視
し
、
文
化
へ

の
自
信
と
愛
国
心
を
い
っ
そ
う
高
め
る
」
と
示
さ
れ
た
。
文
化
の
伝
承
、
愛
国
心
を
養
う
こ
と
が
写
字
教
育
に
お
い
て
重
視

さ
れ
る
に
当
た
り
、「
写
字
」
と
い
う
呼
称
か
ら
「
書
法
」
に
替
わ
っ
た
。
言
い
方
を
か
え
れ
ば
、
写
字
教
育
と
祖
国
の
文
字

文
化
を
愛
す
る
と
い
う
目
標
を
強
く
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
写
字
か
ら
書
法
と
い
う
広
汎
な
内
容
を
教
育
す
る
こ
と
が

で
き
る
概
念
に
そ
の
呼
称
が
変
わ
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
写
字
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
は
文
化
の
伝
承
や
愛
国
心
を
育
て

る
教
育
内
容
を
包
括
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
書
法
と
い
う
よ
り
広
い
概
念
を
用
い
た
教
育
内
容
に
よ
っ
て
授
業
を
お
こ
な
っ

て
い
く
必
要
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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第
四
章
　『
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
』『
中
華
人
民
共
和
国
教
育
法
』

　
　
　
　
　
　
　
　『
国
家
中
長
期
教
育
改
革
和
発
展
規
劃
綱
要
』
と
『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
』

　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
愛
国
心
、
文
化
伝
承
の
重
視
と
い
っ
た
『
指
導
綱
要
』
の
特
徴
に
つ
い
て
、『
憲
法
』

や
『
教
育
法
』、『
規
劃
綱
要
』
に
お
け
る
記
述
と
の
共
通
点
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　

一
、『
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
』
に
見
ら
れ
る
記
述

　
『
指
導
綱
要
』
に
よ
っ
て
、『
指
導
綱
要
』
以
前
の
写
字
・
書
法
教
育
の
法
規
に
比
べ
、
文
化
の
伝
承
や
愛
国
心
を
育
て
る

教
育
の
手
段
と
し
て
の
側
面
を
書
法
教
育
が
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
た
。
で
は
、
中
国
で
の
最
高
法
規

で
あ
る
『
憲
法
』
で
は
、
ど
の
よ
う
な
教
育
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
の
か
、
簡
単
に
確
認
し
た
い
。

　

な
お
、『
憲
法
』
を
確
認
す
る
に
あ
た
り
、
現
代
日
本
語
訳
は
、
仲
田
陽
一
訳）

11
（

を
用
い
、
原
文
は
、
中
華
人
民
共
和
国
中
央

人
民
政
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ）

11
（

お
よ
び
『
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
注
釈
本）

11
（

』 

に
よ
っ
て
確
認
し
た
。『
憲
法
』
の
教
育
に
つ
い
て
の

条
文
は
、「
第
一
章　

総
則）

11
（

」
の
第
一
九
条
、
第
二
三
条
、
第
二
四
条
、
第
四
六
条）

11
（

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
こ
で
は
関
連
す
る

第
二
四
条
を
見
て
い
き
た
い
。

　

第
二
四
条

１
．
国
家
は
、
思
想
教
育
、
道
徳
教
育
、
文
化
教
育
及
び
規
則
・
遵
法
教
育
の
普
及
を
通
じ
て
、
都
市
と
農
村
と
を
問

わ
ず
諸
分
野
の
大
衆
の
間
で
の
各
種
の
目
標
や
規
則
を
定
め
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
主
義
精
神
文
明
の
建
設

を
強
化
す
る
。

２
．
国
家
は
、
祖
国
を
愛
し
、
人
民
を
愛
し
、
労
働
を
愛
し
、
科
学
を
愛
し
、
社
会
主
義
を
愛
す
る
と
い
う
社
会
の
公

聴
を
推
奨
し
、
人
民
の
間
で
愛
国
主
義
、
集
団
主
義
、
国
家
主
義
及
び
共
産
主
義
の
教
育
を
進
め
、
弁
証
法
的
唯
物

論
及
び
史
的
唯
物
論
の
教
育
を
行
い
、
資
本
主
義
、
封
建
主
義
そ
の
他
の
腐
敗
し
た
思
想
に
反
対
す
る）

11
（

。 
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『
憲
法
』
第
二
四
条
を
確
認
す
る
と
、
す
で
に
確
認
し
た
中
国
の
写
字
・
書
法
教
育
の
特
徴
で
あ
る
思
想
教
育
、
道
徳
教

育
、文
化
教
育
と
い
っ
た
側
面
が
憲
法
に
見
ら
れ
る
教
育
の
目
標
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
憲
法
』
は
す
べ
て
の
法
律
の
上

位
に
あ
る
が
故
に
『
指
導
綱
要
』
も
『
憲
法
』
に
則
し
た
記
述
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
愛
国
主
義
教

育
も
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
教
育
の
方
向
性
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、『
指
導
綱
要
』
の
愛
国
主
義
教
育
に
関
す
る
記
述
も
『
憲

法
』
に
則
し
た
記
述
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　

二
、『
中
華
人
民
共
和
国
教
育
法
』
に
見
ら
れ
る
記
述

　

次
に
教
育
法
の
母
法
で
も
あ
り
、根
本
法
と
も
い
わ
れ
る
『
教
育
法
』
に
ど
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
の
か
見
て
い
き
た
い
。

　

な
お
、『
教
育
法
』
を
確
認
す
る
に
あ
た
り
、
現
代
日
本
語
訳
は
、
篠
原
清
昭
の
訳）

1（
（

を
中
心
に
し
文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ）
11
（

掲
載
の
も
の
と
比
較
し
て
用
い
、
原
文
は
、
中
華
人
民
共
和
国
中
央
人
民
政
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ）

11
（

お
よ
び
『
中
華
人
民
共
和

国
教
育
法）

11
（

』
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。

　

で
は
、「
第
一
章　

総
則
」
の
該
当
部
分
を
確
認
し
た
い
。

第
６
条　

国
家
は
教
育
を
受
け
る
者
に
対
し
愛
国
主
義
、
集
団
主
義
、
社
会
主
義
の
教
育
を
進
行
さ
せ
、
理
想
、
道
徳
、

紀
律
、
法
制
、
国
防
と
民
族
団
結
の
教
育
を
進
行
さ
せ
る
。

第
７
条　

教
育
は
中
華
民
族
の
優
秀
な
歴
史
・
文
化
・
伝
統
を
継
承
し
、
高
揚
し
、
人
類
文
明
が
生
ん
だ
一
切
の
優
秀

な
成
果
を
吸
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

11
（

。 

　
『
教
育
法
』
の
該
当
箇
所
を
見
る
と
、
愛
国
主
義
教
育
、
集
団
主
義
教
育
、
社
会
主
義
教
育
の
推
進
と
と
も
に
道
徳
教
育
、

民
族
団
結
の
教
育
を
進
行
さ
せ
る
と
記
載
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
と
と
も
に
、
教
育
は
、
中
華
民
族
の

優
秀
な
歴
史
・
文
化
・
伝
統
を
継
承
し
、
高
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
書
法
は
、
中
華
民
族
の
優
秀
な
歴
史
・
文

化
・
伝
統
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
書
法
教
育
が
当
然
、
強
く
推
進
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
り
、『
指
導
綱
要
』
に
よ
り
書
法
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教
育
を
推
進
し
て
い
く
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

実
際
、『
指
導
綱
要
』
の
通
知
部
分
に
は
、「
中
華
民
族
の
優
秀
な
文
化
を
継
承
し
広
め
る
た
め
」
に
『
指
導
綱
要
』
を
制

定
し
た
と
あ
り
、『
指
導
綱
要
』
序
の
部
分
に
は
、「
漢
字
と
漢
字
を
媒
介
と
し
た
中
国
書
法
は
、
中
華
民
族
文
化
の
宝
で
あ

り
、
人
類
文
明
の
貴
重
な
財
産
で
あ
る
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、『
教
育
法
』
か
ら
の
強
い
影
響
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

三
、『
国
家
中
長
期
教
育
改
革
和
発
展
規
劃
綱
要
』
に
見
ら
れ
る
記
述

　

中
国
の
教
育
行
政
に
お
い
て
は
、
定
期
的
に
中
期
的
な
教
育
計
画
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
に
、『
規
劃
綱
要
』

が
制
定
さ
れ
た
。『
規
劃
綱
要
』
に
は
、
十
年
と
い
う
期
間
で
の
到
達
目
標
が
掲
げ
ら
れ
、
分
野
ご
と
改
善
内
容
が
指
示
さ
れ

る
。
二
〇
一
三
年
に
制
定
さ
れ
た
『
指
導
綱
要
』
も
、
当
然
こ
の
『
規
劃
綱
要
』
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
指
導
綱
要
』
の
教
育
部
か
ら
各
省
、
自
治
区
、
直
轄
市
教
育
庁
、
新
疆
生
産
建
設
兵
団
教
育
局
宛
の
通
知
部
分
に
は）

11
（

、 
　
『
国
家
中
長
期
教
育
改
革
和
発
展
規
劃
綱
要
（
二
〇
一
〇
―
二
〇
二
〇
）』
を
貫
徹
す
る
た
め
、
新
し
い
時
代
に
対
応

し
、
素
質
教
育
へ
の
要
求
に
全
面
的
に
実
施
す
る
た
め
、
中
華
民
族
の
優
秀
な
文
化
を
継
承
し
広
め
る
た
め
、
我
が
教

育
部
の
専
門
家
チ
ー
ム
は
研
究
を
す
す
め
『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
』（
以
下
『
指
導
綱
要
』
と
称
す
）
を
制
定
し
、

教
育
部
の
基
礎
教
育
課
程
教
材
専
家
工
作
委
員
会
の
審
議
を
経
て
、
こ
こ
に
発
行
す
る
。
二
〇
一
三
年
春
期
よ
り
実
施

す
る
こ
と
を
望
む
。

と
見
ら
れ
る
。『
指
導
綱
要
』
は
『
規
劃
綱
要
』
に
基
づ
き
発
行
さ
れ
た
と
理
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
『
規
劃
綱
要
』
の
「
第
二
章　

戦
略
的
目
標
と
戦
略
的
テ
ー
マ）

11
（

」 

の
「（
四
）
戦
略
的
テ
ー
マ）

11
（

」 

を
見
る
と
、「
愛
国
主
義
を

中
心
に
し
た
民
族
精
神
と
改
革
や
創
新
を
中
心
に
し
た
時
代
精
神
の
教
育
を
強
化
す
る
こ
と）

11
（

」、「
中
華
民
族
の
優
秀
な
文
化

伝
統
教
育
と
革
命
伝
統
教
育
を
強
化
す
る
こ
と）

11
（

」、「
心
理
健
康
教
育
を
強
化
す
る
こ
と）

1（
（

」、「
情
操
教
育
を
強
化
し
、
学
生
の

良
好
な
審
美
趣
向
と
人
文
素
養
を
育
成
す
る
こ
と）

11
（

」
と
、
第
一
章
で
確
認
し
た
『
指
導
綱
要
』
の
特
徴
が
『
規
劃
綱
要
』
の

戦
略
的
テ
ー
マ
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、『
指
導
綱
要
』
を
中
心
と
し
た
書
法
教
育
の
推
進
は
国
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家
的
教
育
戦
略
に
則
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

本
研
究
に
お
い
て
は
、『
指
導
綱
要
』
に
つ
い
て
そ
の
目
標
と
各
学
習
段
階
に
お
け
る
学
習
内
容
を
整
理
し
、
日
本
の
『
学

習
指
導
要
領
』
と
の
比
較
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
し
て
、『
指
導
綱
要
』
と
『
憲
法
』、『
教
育
法
』、『
規
劃
綱
要
』
と
の
関
連

を
確
認
し
た
。『
課
程
標
準
』、『
指
導
綱
要
』
と
も
に
『
憲
法
』『
教
育
法
』『
規
劃
綱
要
』
に
基
づ
い
た
思
想
教
育
、
文
化

教
育
、
愛
国
主
義
教
育
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。 

ま
た
、
中
国
の
『
指
導
綱
要
』
で
は
、『
規
劃
綱
要
』

の
も
と
情
操
教
育
、
審
美
教
育
も
重
視
さ
れ
、『
指
導
綱
要
』
は
国
家
的
教
育
戦
略
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
一
九
九
七
年
発
行
の
『
写
字
教
学
指
導
綱
要
』
か
ら
、
二
〇
〇
二
年
発
行
の
『
写
字
教
学
的
若
干
意
見
』、

二
〇
一
一
年
発
行
の
『
書
法
教
育
的
意
見
』、二
〇
一
三
年
発
行
の
『
指
導
綱
要
』
に
至
る
法
規
で
示
さ
れ
る
目
標
の
変
遷
を

確
認
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
書
法
が
中
華
民
族
の
優
秀
な
文
化
で
あ
る
と
強
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な
り
、
文
字

文
化
を
愛
す
る
こ
と
が
国
民
と
し
て
の
基
本
的
素
養
で
あ
る
と
さ
れ
、
書
法
教
育
は
愛
国
心
を
養
う
重
要
な
手
段
で
あ
る
と

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
の
目
標
の
変
化
の
な
か
で
、
写
字
教
育
で
は
、
写
字
の
概
念
上
、
教

育
内
容
が
不
足
し
て
し
ま
う
た
め
、
中
華
民
族
の
伝
統
文
化
で
あ
り
、
愛
国
主
義
教
育
に
適
し
た
教
育
内
容
を
も
つ
書
法
と

い
う
概
念
を
持
ち
出
し
、
小
中
学
校
に
て
書
法
教
育
を
お
こ
な
う
と
い
う
方
向
づ
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、『
規
劃
綱
要
』
の
序
言
に
、「
中
国
の
未
来
の
発
展
、
中
華
民
族
の
偉
大
な
復
興
は
、
人
材
に
よ
り
、
そ
の
基
礎
は

教
育
に
あ
る）

11
（

」 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
篠
原
清
昭
は
、『
教
育
法
』
第
七
条
の
注
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

11
（

。 

　

近
年
、
中
学
校
で
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
、
従
来
の
「
政
治
課
」
を
一
部
改
正
し
て
国
家
教
育
委
員
会
が
編
集
し
た
教

科
書
を
使
用
し
て
、「
民
族
常
識
課
」
を
編
成
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
全
国
的
に
も
「
中
華
民
族
」
意
識
の
啓
蒙
が
叫

ば
れ
て
い
る
。
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『
指
導
綱
要
』
に
お
い
て
も
「
中
華
民
族
」
と
い
う
言
葉
が
散
見
さ
れ
、書
法
を
「
中
華
民
族
の
優
秀
な
文
化
」
と
位
置
づ

け
て
い
る
。

　

中
国
は
、
五
六
の
民
族
か
ら
な
る
多
民
族
国
家
で
あ
り
、
そ
の
民
族
に
「
中
華
民
族
」
と
い
う
民
族
は
存
在
せ
ず
、「
中
華

民
族
」
は
一
種
の
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
中
国
は
「
中
華
民
族
」
と
い
う
歴
史
的
含
み
を
も
つ
観
念
を
政
治
に
お
い

て
用
い
、
国
を
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
中
国
は
、「
中
華
民
族
」
と
い
う
一
種
の

民
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
教
育
で
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
指
す
べ
き
国
家
と
し
て
の
目
標
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
「
中
華
民
族
」
の
文
化
の
最
た
る
も
の
が
書
法
で
あ
り
、『
指
導
綱
要
』
は
そ
の
書
法
教
育
を
強
化
す
る
た
め
に
制
定

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
国
家
が
目
指
す
方
向
性
と
一
致
し
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
か
ら
も
今
後
、
中
国
に
お
い

て
書
法
教
育
は
ま
す
ま
す
推
進
さ
れ
て
い
く
と
も
考
え
ら
れ
る
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
注
〉

（
１
）
草
津
祐
介
、
程
俊
英
「
中
国
大
学
学
部
に
お
け
る
書
法
専
攻
設
置
の
状
況
」（『
東
ア
ジ
ア
書
教
育
論
叢
』
第
三
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
東
京

学
芸
大
学
書
道
教
育
研
究
会
）。

（
２
） 『
文
以
載
道
―
中
日
書
法
文
化
論
壇
文
集
』（
山
西
大
学
美
術
学
院
、
二
〇
一
五
年
八
月
）
に
て
発
表
の
「
中
日
当
代
初
等
、
中
等
写
字
・
書
法
教

育
比
較
研
究
」
を
も
と
に
改
稿
し
た
。

（
３
） 「
初
中
」
と
省
略
し
て
い
う
こ
と
が
多
い
。

（
４
） 「
高
中
」
と
省
略
し
て
い
う
こ
と
が
多
い
。

（
５
）
中
華
人
民
共
和
国
教
育
部
制
定
。
人
民
教
育
出
版
社
の
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w.pep.com

.cn/xiaoyu/jiaoshi/tbjx/kbjd/kb2011

）
掲
載
の

も
の
を
使
用
し
た
。（
二
〇
一
五
年
八
月
八
日
閲
覧
）

（
６
）
中
華
人
民
共
和
国
教
育
部
制
定
。
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
六
月
発
行
の
『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
』
を
底
本
と
し
た
。
な

お
、
現
代
日
本
語
は
、
拙
訳
『
東
ア
ジ
ア
書
教
育
論
叢
』
第
三
号
（
東
京
学
芸
大
学
書
道
教
育
研
究
会
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
所
収
「
中
華
人
民
共

和
国
『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
』」
を
一
部
修
正
の
う
え
用
い
た
。

（
７
）
日
本
の
『
学
習
指
導
要
領
』
は
、『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
』
平
成
二
〇
年
三
月
告
示
（
文
部
科
学
省
、
二
〇
〇
九
年
八
月
、
東
京
書
籍
）、『
中

学
校
学
習
指
導
要
領
』
平
成
二
〇
年
三
月
告
示
（
文
部
科
学
省
、
二
〇
〇
八
年
八
月
、
東
山
書
房
）、『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
平
成
二
一
年
三

月
告
示
（
文
部
科
学
省
、
二
〇
〇
九
年
九
月
、
東
山
書
房
）
を
底
本
と
し
た
。
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（
８
）
原
文
は
「
第
二
部
分　

課
程
目
標
与
内
容
」。

（
９
）
原
文
は
次
の
通
り
。

１
．
在
語
文
学
習
過
程
中
，
培
養
愛
国
主
義
、
集
体
主
義
、
社
会
主
義
思
想
道
徳
和
健
康
的
審
美
情
趣
，
発
展
個
性
，
培
養
創
新
精
神
和
合
作

精
神
，
逐
歩
形
成
積
極
的
人
生
態
度
和
正
確
的
世
界
観
、
価
値
観
。

２
．
認
識
中
華
文
化
的
豊
厚
博
大
，
汲
取
民
族
文
化
知
恵
。
関
心
当
代
文
化
生
活
，
尊
重
多
様
文
化
，
吸
収
人
類
優
秀
文
化
的
営
養
，
提
高
文

化
品
位
。

３
．
培
育
熱
愛
祖
国
語
言
文
字
的
情
感
，
増
強
学
習
語
文
的
自
信
心
，
養
成
良
好
的
語
文
学
習
習
慣
，
初
歩
掌
握
学
習
語
文
的
基
本
方
法
。

４
．
在
発
展
語
言
能
力
的
同
時
，
発
展
思
維
能
力
，
学
習
科
学
的
思
想
方
法
，
逐
歩
養
成
実
事
求
是
、
崇
尚
真
知
的
科
学
態
度
。

５
．
能
主
動
進
行
探
究
性
学
習
，
激
発
想
象
力
和
創
造
潜
能
，
在
実
践
中
学
習
和
運
用
語
文
。

６
．
学
会
漢
語
拼
音
。
能
説
普
通
話
。
認
識
三
五
〇
〇
個
左
右
常
用
漢
字
。
能
正
確
工
整
地
書
写
漢
字
，
并
有
一
定
的
速
度
。

（
10
）
原
文
は
「
二
、
目
標
与
内
容
」。

（
11
）
原
文
は
「（
一
）
書
法
教
育
総
体
目
標
与
内
容
」。

（
12
）
原
文
は
次
の
通
り
。

１
．
学
習
和
掌
握
硬
筆
、
毛
筆
書
写
漢
字
的
基
本
技
法
，
提
高
書
写
能
力
，
養
成
良
好
的
書
写
習
慣
。 

２
．
感
受
漢
字
和
書
法
的
魅
力
，
陶
冶
性
情
，
提
高
審
美
能
力
和
文
化
品
位
。 

３
．
激
発
熱
愛
漢
字
、
学
習
書
法
的
熱
情
，
珍
視
中
華
優
秀
伝
統
文
化
，
増
強
文
化
自
信
与
愛
国
情
感
。

（
13
）
日
本
の
国
語
教
育
に
相
当
す
る
課
程
。

（
14
）
愛
国
主
義
教
育
に
つ
い
て
は
、
武
小
燕
著
『
改
革
開
放
後
中
国
の
愛
国
主
義
教
育
』（
大
学
教
育
出
版
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
）
に
詳
し
い
。

（
15
） 『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
解
読
』
教
育
部
『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
』
研
制
組
、
主
編
雷
実
、
張
鳳
民
、
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
二

〇
一
三
年
四
月
。

（
16
）
地
域
に
お
い
て
学
科
教
育
の
中
核
と
な
る
人
物
が
つ
く
役
。

（
17
）『
中
華
人
民
共
和
国
教
育
法
に
関
す
る
研
究
』
篠
原
清
昭
著
、
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
。

（
18
）『
中
華
人
民
共
和
国
教
育
法
に
関
す
る
研
究
』
篠
原
清
昭
著
、
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
。

（
19
）『
中
華
人
民
共
和
国
教
育
法
に
関
す
る
研
究
』
篠
原
清
昭
著
、
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
。

（
20
） 「
中
国
に
お
け
る
写
字
教
育
・
書
法
教
育
の
目
標
の
変
遷
に
つ
い
て
」（『
立
教
新
座
中
学
校
・
高
等
学
校
研
究
紀
要
』
第
四
十
三
集
、
二
〇
一
四

年
三
月
）
掲
載
の
も
の
を
修
正
し
掲
載
し
た
。

（
21
） 『
学
科
教
育
』
一
九
九
七
年
第
九
期
、《
学
科
教
育
》
編
輯
部
主
編
、
国
家
教
委
基
礎
教
育
司
北
京
師
範
大
学
編
輯
出
版
学
科
教
育
編
輯
委
員
会
主

弁
。

（
22
）
原
文
は
「
写
字
是
小
学
生
応
具
備
的
一
項
重
要
的
語
文
基
本
功
。
写
字
教
学
是
小
学
語
文
教
学
的
重
要
組
成
部
分
。
搞
好
写
字
教
学
，
対
学
生

的
学
習
和
今
后
的
工
作
都
有
重
要
作
用
」。

（
23
）
原
文
は
次
の
通
り
。

一
、
教
学
目
的
和
要
求 
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二
、
教
学
内
容
提
要 

三
、
教
学
原
則
和
応
注
意
的
問
題

四
、
各
年
級
教
学
内
容
和
要
求 

　
　

六
年
制
小
学
各
年
級
教
学
内
容
和
要
求 

　
　

五
年
制
小
学
各
年
級
教
学
内
容
和
要
求 

附
録 

一
、
選
字
挙
例 

二
、
漢
字
部
首
名
称
表
（
小
学
適
用
）

三
、
漢
字
筆
画
名
称
表

四
、
写
字
筆
順
規
則
表

（
24
） 『
学
科
教
育
』
一
九
九
七
年
第
九
期
、《
学
科
教
育
》
編
輯
部
主
編
、
国
家
教
委
基
礎
教
育
司
北
京
師
範
大
学
編
輯
出
版
学
科
教
育
編
輯
委
員
会
主

弁
。

（
25
）
原
文
は
次
の
通
り
。

一
、
教
学
目
的
和
要
求

小
学
写
字
教
学
的
目
的:

使
学
生
会
写
鉛
筆
字
和
鋼
筆
字
，
学
習
写
毛
筆
字
，
培
養
学
生
正
確
書
写
漢
字
的
能
力;

鞏
固
識
字
教
学
的
成
果
，
培

養
学
生
熱
愛
祖
国
語
言
文
字
的
情
感;

陶
冶
情
操
，
培
養
審
美
能
力;

養
成
認
真
細
心
的
学
習
態
度
和
良
好
的
意
志
品
格
。

写
字
教
学
的
要
求:

使
学
生
養
成
正
確
的
写
字
姿
勢
，
掌
握
執
筆
、
運
筆
方
法
，
在
識
字
教
学
的
基
礎
上
進
一
歩
了
解
漢
字
筆
画
、
偏
旁
、
結
構

的
特
点
，
初
歩
掌
握
漢
字
的
書
写
方
法
，
逐
歩
做
到
鉛
筆
字
、
鋼
筆
字
写
得
正
確
、
端
正
、
整
潔
，
行
款
整
斉
，
有
一
定
的
速
度
。
要
重
視
毛

筆
字
的
教
学
，
加
強
書
写
訓
練
，
使
学
生
従
描
紅
、
倣
影
到
臨
帖
，
逐
歩
做
到
毛
筆
字
写
得
匀
称
，
紙
面
干
浄
。
要
重
視
培
養
学
生
的
写
字
興

趣
和
審
美
能
力
。
要
重
視
培
養
学
生
認
真
写
字
和
愛
惜
写
字
用
具
的
習
慣
。

  （
26
）
原
文
は
次
の
通
り
。

一
九
九
八
年
教
育
部
《
九
年
義
務
教
育
全
日
制
小
学
写
字
教
学
指
導
綱
要
（
試
用
）》
発
布
実
施
以
来
，
各
地
普
遍
加
強
了
小
学
階
段
的
写
字
教

学
。
但
是
，
也
有
一
些
地
方
和
学
校
的
写
字
教
学
没
有
得
到
応
有
的
重
視
，
不
利
于
学
生
基
本
文
化
素
養
的
普
遍
提
高
。
教
育
部
《
基
礎
教
育

課
程
改
革
綱
要
（
試
行
） 

》 
特
別
指
出
：〝
在
義
務
教
育
階
段
的
語
文
、
美
術
課
中
要
加
強
写
字
教
学
〟，
再
次
強
調
了
写
字
教
学
的
重
要
性
。
現

就
中
小
学
加
強
写
字
教
学
提
出
以
下
意
見
，
請
結
合
中
小
学
教
学
実
際
， 

認
真
貫
徹
執
行
。

（
27
） 

原
文
は
次
の
通
り
。

（
一
） 

充
分
認
識
写
字
教
学
的
目
的
和
意
義

（
二
） 

明
確
写
字
教
学
的
要
求

（
三
）
各
門
課
程
都
応
重
視
写
字
教
学

（
四
）
為
学
生
写
好
漢
字
創
設
環
境
，
提
供
必
要
条
件

（
五
）
改
進
写
字
教
学
評
価

（
28
）
原
文
は
次
の
通
り
。



174

（
一
） 

充
分
認
識
写
字
教
学
的
目
的
和
意
義

規
範
、
端
正
、
整
潔
地
書
写
漢
字
是
有
効
進
行
書
面
交
流
的
基
本
保
証
，
是
学
生
学
習
語
文
和
其
他
課
程
，
形
成
終
身
学
習
能
力
的
基
礎;

熱
愛

祖
国
文
字
，
養
成
良
好
的
写
字
習
慣
，
具
備
熟
練
的
写
字
技
能
，
併
有
初
歩
的
書
法
欣
賞
能
力
是
現
代
中
国
公
民
応
有
的
基
本
素
養
，
也
是
基

礎
教
育
課
程
的
目
標
之
一
。

中
国
書
法
将
漢
字
的
表
意
功
能
和
造
型
藝
術
融
為
一
体
，
有
着
悠
久
的
暦
史
和
広
氾
的
群
衆
基
礎
，
漢
字
書
写
的
美
学
価
値
得
到
了
超
越
国
界

和
超
越
漢
字
使
用
範
囲
的
承
認
。
因
此
，
写
字
教
学
可
以
陶
冶
学
生
情
感
、
培
養
審
美
能
力
和
増
強
対
祖
国
語
言
文
字
的
熱
愛
和
文
化
的
理
解
，

既
有
利
于
写
字
技
能
的
提
高
，
也
有
利
于
増
進
学
識
修
養
。

当
前
，
在
重
視
学
生
掌
握
計
算
机
漢
字
輸
人
技
術
的
同
時
，
必
須
継
続
強
調
中
小
学
生
写
好
漢
字
。
継
承
和
弘
揚
中
華
民
族
優
秀
文
化
，
写
字

教
学
応
該
加
強
，
不
応
削
弱
。

（
29
）
原
文
は
次
の
通
り
。

一
、
充
分
認
識
開
展
書
法
教
育
的
重
要
意
義

二
、
中
小
学
書
法
教
育
的
総
体
要
求 

　

１
．
開
設
書
法
課
的
要
求

　

２
．
書
法
教
学
的
要
求

三
、
為
落
実
書
法
教
育
提
供
条
件
保
障

（
30
）http://w

w
w.gov.cn/zw

gk/2011-08/26/content_1933295.htm

（
二
〇
一
五
年
八
月
八
日
閲
覧
）

（
31
）『
書
法
教
育
的
実
施
与
推
広
』
李
再
湘
編
著
、
湖
南
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
六
月
。

（
32
）
原
文
は
次
の
通
り
。

中
小
学
校
主
要
通
過
有
関
課
程
及
活
動
開
展
書
法
教
育
。
在
義
務
教
育
階
段
語
文
課
程
中
，
要
按
照
課
程
標
准
要
求
開
展
書
法
教
育
，
其
中
三

至
六
年
級
的
語
文
課
程
中
，
毎
周
安
排
一
課
時
的
書
法
課
。
在
義
務
教
育
階
段
美
術
、
芸
術
等
課
程
中
，
要
結
合
学
科
特
点
開
展
形
式
多
様
的

書
法
教
育
。
普
通
高
中
在
語
文
等
相
応
課
程
中
設
置
与
書
法
有
関
的
選
修
課
程
。
中
小
学
校
還
可
在
綜
合
実
践
活
動
、
地
方
課
程
、
校
本
課
程

中
開
展
書
法
教
育
。

（
33
）
原
文
は
次
の
通
り
。

一
、
充
分
認
識
開
展
書
法
教
育
的
重
要
意
義

書
法
是
中
華
民
族
的
文
化
瑰
宝
，
是
人
類
文
明
的
宝
貴
財
富
，
是
基
礎
教
育
的
重
要
内
容
。
通
過
書
法
教
育
対
中
小
学
生
進
行
書
写
基
本
技
能

的
培
養
和
書
法
藝
術
欣
賞
，
是
伝
承
中
華
民
族
優
秀
文
化
，
培
養
愛
国
情
懐
的
重
要
途
径;

是
提
高
学
生
漢
字
書
写
能
力
，
培
養
審
美
情
趣
，
陶

冶
情
操
，
提
高
文
化
修
養
，
促
進
全
面
発
展
的
重
要
挙
措
。

当
前
，
随
着
信
息
技
術
的
迅
猛
発
展
以
及
電
脳
、
手
机
的
普
及
，
人
們
的
交
流
方
式
以
及
学
習
方
式
都
発
生
了
極
大
的
変
化
，
中
小
学
生
的
漢

字
書
写
能
力
有
所
削
弱
，
為
継
承
与
弘
揚
中
華
優
秀
文
化
，
提
高
国
民
素
質
，
有
必
要
在
中
小
学
加
強
書
法
教
育
。

（
34
）
原
文
は
次
の
通
り
。

二
、
目
標
与
内
容

（
一
）
書
法
教
育
総
体
目
標
与
内
容
。
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１
．
学
習
和
掌
握
硬
筆
、
毛
筆
書
写
漢
字
的
基
本
技
法
，
提
高
書
写
能
力
，
養
成
良
好
的
書
写
習
慣
。

２
．
感
受
漢
字
和
書
法
的
魅
力
，
陶
冶
性
情
，
提
高
審
美
能
力
和
文
化
品
位
。

３
．
激
発
熱
愛
漢
字
、
学
習
書
法
的
熱
情
，
珍
視
中
華
優
秀
伝
統
文
化
，
増
強
文
化
自
信
与
愛
国
情
感
。

（
35
）『
知
ら
れ
ざ
る
中
国
の
教
育
改
革
』
仲
田
陽
一
著
、
か
も
が
わ
出
版
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
。

（
36
）http://w

w
w.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm

（
二
〇
一
五
年
八
月
一
八
日
閲
覧
）

（
37
） 『
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
注
釈
本
』
法
律
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
五
月
。

（
38
）
原
文
は
「
総
綱
」。

（
39
）
第
四
六
条
の
み
第
二
章
に
あ
る
。

（
40
）
原
文
は
次
の
通
り
。

第
二
十
四
条

国
家
通
過
普
及
理
想
教
育
、
道
徳
教
育
、
文
化
教
育
、
紀
律
和
法
制
教
育
，
通
過
在
城
郷
不
同
範
囲
的
群
衆
中
制
定
和
執
行
各
種
守
則
、
公
約
，

加
強
社
会
主
義
精
神
文
明
的
建
設
。

国
家
提
倡
愛
祖
国
、
愛
人
民
、
愛
労
動
、
愛
科
学
、
愛
社
会
主
義
的
公
徳
，
在
人
民
中
進
行
愛
国
主
義
、
集
体
主
義
和
国
際
主
義
、
共
産
主
義

的
教
育
，
進
行
辨
証
唯
物
主
義
和
歴
史
唯
物
主
義
的
教
育
，
反
対
資
本
主
義
的
、
封
建
主
義
的
和
其
他
的
腐
朽
思
想
。

（
41
）『
中
華
人
民
共
和
国
教
育
法
に
関
す
る
研
究
』
篠
原
清
昭
著
、
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
。

（
42
） http://w

w
w.m

ext.go.jp/b_m
enu/shingi/chukyo/chukyo8/gijiroku/020501hb.htm

（
二
〇
一
五
年
八
月
一
八
日
閲
覧
）

（
43
） http://w

w
w.m

ext.go.jp/b_m
enu/shingi/chukyo/chukyo8/gijiroku/020501hb.htm

（
二
〇
一
五
年
八
月
一
八
日
閲
覧
）

（
44
） 『
中
華
人
民
共
和
国
教
育
法
』
中
国
法
制
出
版
社
、
一
九
九
八
年
二
月
。

（
45
）
原
文
は
次
の
通
り
。

第
六
条　

国
家
在
受
教
育
者
中
進
行
愛
国
主
義
、
集
体
主
義
、
社
会
主
義
的
教
育
，
進
行
理
想
、
道
徳
、
紀
律
、
法
制
、
国
防
和
民
族
団
結
的

教
育
。

第
七
条　

教
育
応
当
継
承
和
弘
揚
中
華
民
族
優
秀
的
歴
史
文
化
伝
統
，
吸
収
人
類
文
明
発
展
的
一
切
優
秀
成
果
。

（
46
）
原
文
は
次
の
通
り
。

為
貫
徹
《
国
家
中
長
期
教
育
改
革
和
発
展
規
劃
綱
要
（
二
〇
一
〇
―
二
〇
二
〇
年
）》，
適
応
新
時
期
全
面
実
施
素
質
教
育
的
要
求
，
継
承
与
弘

揚
中
華
民
族
優
秀
文
化
，
我
部
組
織
専
家
研
究
制
定
了
《
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
》（
以
下
簡
称
《
指
導
綱
要
》），
経
教
育
部
基
礎
教
育
課

程
教
材
専
家
工
作
委
員
会
審
議
，
現
印
発
給
你
們
，
請
于
二
〇
一
三
年
春
季
開
始
執
行
。

（
47
）
原
文
は
「
第
二
章　

戦
略
目
標
和
戦
略
主
題
」。

（
48
）
原
文
は
「（
四
）
戦
略
主
題
」。

（
49
）
原
文
は
「
加
強
以
愛
国
主
義
為
核
心
的
民
族
精
神
和
以
改
革
創
新
為
核
心
的
時
代
精
神
教
育
」。

（
50
）
原
文
は
「
加
強
中
華
民
族
優
秀
文
化
伝
統
教
育
和
革
命
伝
統
教
育
」。

（
51
）
原
文
は
「
加
強
心
理
健
康
教
育
」。

（
52
）
原
文
は
「
加
強
美
育
，
培
養
学
生
良
好
的
審
美
情
趣
和
人
文
素
養
」。
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（
53
）
原
文
は
「
中
国
未
来
発
展
、
中
華
民
族
偉
大
復
興
，
関
鍵
靠
人
才
，
基
礎
在
教
育
」。

（
54
）『
中
華
人
民
共
和
国
教
育
法
に
関
す
る
研
究
』
篠
原
清
昭
著
、
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
。

　
本
論
文
中
の
図
版
の
一
部
は
、w

eb

上
か
ら
の
無
断
転
載
の
お
そ
れ
を
勘
案
し
、
こ
れ
を
不
掲
載
と
し
た
。
該
当
部
分
に
載
録
の
詳
細

図
版
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
等
に
収
蔵
さ
れ
る
本
学
術
研
究
助
成
成
果
論
文
集
に
て
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
注
：
公
益
財
団
法
人
日
本
習
字
教
育
財
団
学
術
研
究
助
成
運
営
委
員
会　
事
務
局
）


